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　局 長　　谷　口　裕　二　君　　　　　次 長　　飯　村　明　史　君 

 　主 事　　進　　　梨　夏　君
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午前　９時００分　開会　 

（出席議員　１４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告 

○議長（中澤良隆君）　御出席、誠に御苦労さまに

存じます。 

　ただいまの出席議員は１４名でございます。 

　これより、令和６年第４回上富良野町議会定例会

を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中澤良隆君）　日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

　事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君）　御報告申し上げます。 

　本定例会は１２月６日に告示され、同日、議案等

の配付を行い、その内容につきましては、お手元に

配付の議事日程のとおりであります。 

　監査委員から例月現金出納検査結果報告、議会運

営委員長及び総務産建常任委員長から議員派遣結果

 報告がありました。

　町長から、本定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申出があり、その資料として、行

政報告とともに、令和６年度建設工事発注状況を配

 付しましたので、参考に願います。

　本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に配

 付の議会の動向のとおりであります。

　最後に、本定例会の説明員につきましては、町長

以下関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出席し

ております。 

　以上であります。 

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君）　日程第１　会議録署名議員

の指名についてを行います。 

　会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

　　　　　１２番　小　林　啓　太　君 

　　　　　１３番　岡　本　康　裕　君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２　議会運営委員長報告 

○議長（中澤良隆君）　日程第２　議会運営委員長

報告を行います。 

　本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議決

定した内容について、議会運営委員長の報告を求め

 ます。

　議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君）　令和６年度第４

回定例会の議事運営等について、審議決定した内容

 を御報告いたします。

　本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案１

６件、報告案件２件、議長から提出の報告案件２

件、認定案件２件、厚生文教常任委員長からの付託

審査報告案件１件、議員から提出の発議案件１件で

あり、去る１１月２２日、１２月４日に議会運営委

員会を開き、付議事件、会期及び議事日程等の審

議、並びに本定例会までに受理しました４件の陳

情、要望の取扱いについて審議をいたしました。 

　また、町の一般行政についての質問について審議

しました。 

　通告期限までに、湯川千悦子議員外８名の議員か

ら通告があり、質問の順序は、先例により通告書を

受理した順で、本日１１日、６名、１２日、３名が

質問を行うことといたしました。質問の要旨は、本

日配付のとおりであり、方法等は、上富良野町議会

会議規則及び上富良野町議会運営に関する先例に基

づいて行うことになりますので、活発な議論をお願

 いいたします。

　これらの状況を考慮し、１２月定例会の本会議の

会期については、提出案件の状況などを検討した結

果、本日から１２月１２日までの２日間と決定いた

 しました。

　以上、議会運営委員会での審議結果を御報告申し

上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行われ

ますようよろしくお願い申し上げ、報告といたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、議会運営委

員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３　会期の決定について 

○議長（中澤良隆君）　日程第３　会期の決定につ

いてを議題といたします。 

　お諮りいたします。 

　本定例会の会期は、本日から１２月１２日までの

２日間といたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、会期は、本日から１２月１２日までの２

日間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４　行政報告 
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○議長（中澤良隆君）　日程第４　行政報告を行い

ます。 

　本定例会までの主な行政執行の経過について、町

長から報告の申出がありますので、発言を許しま

す。 

　町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤　繁君）　議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例

町議会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。 

　それでは、去る９月定例町議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

　初めに、令和６年度町表彰式についてであります

が、１１月３日、社会教育総合センターを会場に挙

行したところであります。 

　町の関係では、永年にわたり児童生徒の保健衛生

の向上に貢献された１名に社会貢献賞を、地域の模

範となり、町の環境美化活動に熱心に取り組まれて

いる１名に善行表彰を授与いたしました。 

　教育委員会関係につきましては、文化功労賞２

名、文化奨励賞１団体及び７名、スポーツ賞４名、

スポーツ奨励賞１１名を表彰いたしました。 

　国の栄典関係では、１１月３日発令の秋の叙勲に

つきましては、防衛功労として１名が瑞宝双光章

を、危険業務従事者叙勲につきましては、防衛功労

として１名が瑞宝双光章を、２名が瑞宝単光章を受

賞され、高齢者叙勲につきましては、教育功労とし

て１名が瑞宝双光章を受賞されたところでありま

す。 

　改めて、受賞された皆様の御功績に対し、心より

敬意を表しますとともに、ますますの御活躍と御健

勝をお祈り申し上げる次第であります。 

　次に、自衛隊関係についてでありますが、１０月

２２日から２３日に富良野地方自衛隊協力会上富良

野支部により、「上富良野駐屯地の体制強化、さら

なる拡充及び演習場拡張を求める要望」を、１１月

１４日から１５日に富良野地方自衛隊協力会によ

り、「陸上自衛隊と富良野地域の共存・共栄のため

の駐屯地・部隊体制の強化及び部隊運用・教育訓練

に係る連携の推進に関する要望」を、防衛省及び関

係国会議員に行ってきたところであります。 

　また、１１月７日に北海道駐屯地連絡協議会によ

る中央要望を、１１月８日に北海道基地協議会によ

る中央要望を、関係機関に行ってきたところであり

ます。 

　記念行事関係では、９月２９日に南恵庭駐屯地・

第３施設団記念行事及び神奈川県高等工科学校、１

０月２６日に多田弾薬支処及び多田分屯地記念行事

に参加したところであります。 

　次に、三重県津市との交流事業についてでありま

すが、１０月１２日から１４日に津市に訪問し、津

まつりへ参加するとともに、上富良野町とゆかりの

ある施設や関係者への訪問を行い、さらなる友好の

 絆を深めたところであります。

　次に、国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時

交付金」を活用した定額減税しきれないと見込まれ

る方への給付金（調整給付）についてであります

が、令和６年度個人住民税の所得割額及び令和６年

分所得税の推計額において、定額減税を十分に受け

られない方に対し、その合算額を１万円単位で切り

上げた額の給付を８月から開始し、１,６９３人、

 ７,０１０万円の給付を行ったところであります。

　次に、デフレ完全脱却のための総合経済対策にお

ける物価高への支援として実施しました、価格高騰

緊急対策（生活支援）事業（新たに対象となった世

帯へ支給する給付金）についてでありますが、非課

税世帯及び所得割のみ非課税世帯に対して１０万円

を１８６件、１,８６０万円交付したところであり

 ます。

　次に、価格高騰緊急対策（生活支援）事業（低所

得者世帯給付金（こども加算分））についてであり

ますが、非課税世帯及び所得割のみ非課税世帯に対

して５万円を１９件、３２人、１６０万円交付した

 ところであります。

　次に、道路整備に係る全国大会等への参加につい

てでありますが、１０月１０日に青森市にて国土強

靭化の推進や道路整備の計画的かつ着実な実現を目

的に開催された「全国道路利用者会議第７４回全国

大会」に、１１月１９日に東京都で開催された「北

海道『命のみち』づくりを求める東京大会」に出席

し、地域産業の活性化や安全・安心な暮らしを支え

る道路整備の要請活動を行ってきたところでありま

す。 

　また、１１月２６日には東京都で開催されました

「安全・安心の道づくりを求める全国大会」に出席

したところであります。 

　次に、第６１回総合文化祭についてであります

が、１１月１日から１１月４日までの４日間、社会

教育総合センターを会場に開催し、延べ２,３８７

名の方々にご来場いただきました。町民の日頃の文

化活動等を披露し親しむ機会としまして、作品展示

や町民コンサート、小さな音楽会、芸能発表、書

道・茶道体験などの事業が盛会に実施されたところ

 であります。

　次に、児童生徒の部活動等における活動状況につ

いてでありますが、上富良野小学校１年生の大田朝

陽さんが、１０月９日開催の第３４回日本クラシッ

ク音楽コンクール地区本選会において優秀賞を受賞
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し、１２月１７日開催の第３４回日本クラシック音

楽コンクール全国大会に出場されます。このほか、

全道大会等に多くの児童生徒が出場されており、健

闘されました児童生徒の皆さんに拍手をお送りする

とともに、今後におきましても、当町の子どもたち

が各方面で活躍していただくことを期待するもので

 あります。

　最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、９月定例町議会で報告以降に入札執行した建設

工事は、１１月１３日現在、件数が５件、事業費総

額が６,７１２万２,０００円で、本年度累計では、

件数が５６件、事業費総額が８億７,２４８万７,０

００円となっております。 

　なお、お手元に「令和６年度建設工事発注状況」

を配付しておりますので、後ほど御高覧いただきた

く存じます。 

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第５　報告第１号 

○議長（中澤良隆君）　日程第５　報告第１号例月

現金出納検査結果報告について、監査委員より報告

を求めます。 

　代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君）　例月現金出納検査

結果について御報告いたします。概要のみ申し上げ

ますので、御了承賜りたいと思います。 

　地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

 の結果を御報告いたします。

　令和６年度会計の令和６年８月分から１０月分に

ついて、検査の概要及び結果を一括して御報告いた

 します。

　例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すとおりで

あり、現金は適正に保管されていることを認めまし

 た。

　なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

 のと存じ、説明を省略させていただきます。

　また、税の収納状況につきましては、１６ページ

に添付していますので、参考にしていただきたいと

 思います。

　以上で、例月現金出納検査の結果報告といたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　それでは、これをもって報

告第１号例月現金出納検査結果報告についてを終わ

ります。 

────────────────── 

◎日程第６　報告第２号 

○議長（中澤良隆君）　日程第６　報告第２号議員

派遣結果報告について、報告を求めます。 

　議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君）　報告第２号議員

派遣結果報告について説明いたします。 

　ただいま上程されました報告第２号議員派遣結果

 報告について御報告申し上げます。

 　１ページを御覧ください。

 　議員派遣結果報告書。

　令和６年第３回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

 報告する。

 　令和６年１２月４日。

 　上富良野町議会議長、中澤良隆様。

 　議会運営委員長、米澤義英。

　以下、議員派遣結果報告書については、一部抜粋

 して、概要のみ報告とさせていただきます。

　最初に、町内行政調査においては、１０月１日に

議会の活性化に資する目的で町の公共事業や財政援

助を行った公共施設等を対象に、泉町南団地町営住

宅外構工事外８か所の現状などについて調査し、初

 期の目的を果たすことができました。

　２番目として、富良野沿線市町村議会議員研修

会。 

　１０月４日富良野市で、富良野沿線市町村議会議

長会が主催する「ハラスメント防止の基礎知識」を

人材教育コンサルタントの松本裕子氏の話を聴講

 し、大変参考となりました。

 　三つ目には、上川町村議会議員研修会。

　１０月２２日東神楽町で、上川町村議会議長会が

主催する研修では、東京大学大学院法学政治学教

授、金井利之様により「議員のあり方議会のあり方

について」、また、酪農学園大学農食環境学群環境

共生学類教授、佐藤喜和氏により「待ったなしのヒ

グマ管理の現状と課題について」の話を聴講し、大

 変参考となりました。

 　四つ目には、議会懇談会です。

　議会は１１月１６日、自治基本条例の規定に基づ

き、町民の方々と「議員定数と報酬について」、

「これからのまちづくり」をテーマに２部構成で議

会懇談会を開催しました。多くの方々から意見が寄

せられるなど、今後の議会活動の参考となりまし

 た。

　以上、主要な部分の報告とさせていただきます。

御高覧いただきますよう、よろしくお願いいたしま

 す。
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 　以上、議員派遣結果報告とさせていただきます。

○議長（中澤良隆君）　次に、議員派遣結果報告に

ついて。 

　総務産建常任委員長、小林啓太君。 

○総務産建常任委員長（小林啓太君）　それでは、

引き続き総務産建常任委員会の議員派遣結果報告を

させていただきたいと思います。 

　令和６年第３回定例会において議決された議員派

遣について、次のとおり実施したので、その結果を

報告する。 

　令和６年１２月３日。 

　上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

　総務産建常任委員会委員長、小林啓太。 

　記。 

　件名。 

　１、自衛隊との共存共栄のまちづくりについて。 

　２、地域おこし協力隊について。 

　Ⅰ 調査の経過。 

　本委員会は、令和６年第３回定例会において、閉

会中の継続調査として申出した先進地町村行政調査

について、この間５回の委員会を開催し、調査を行

い、１０月２９日、宮崎県都城市議会、１０月３０

日、大分県由布市議会で「自衛隊と共存共栄のまち

づくりに関して」、１０月２９日、宮崎県新富町議

会、１０月３１日、大分県竹田市議会で「地域おこ

し協力隊に関して」、それぞれの先進事例の調査を

行った。 

　以降、報告自治体の概要は要約し、調査の結果は

御高覧いただいたものとして、まとめのみ朗読する

ことで報告させていただきたいと思います。 

　Ⅱ 訪問自治体の概要。 

　宮崎県都城市。 

　都城市は、市内に都城駐屯地を有しており、市民

と自衛隊との関係が国内でも屈指の良好な関係が築

 かれている自治体として広く知られています。

 　大分県由布市。

　由布市は、人口は３万３,５００人で、湯布院駐

屯地と日出生台演習場の一部を有しており、湯布院

駐屯地は、令和６年３月に部隊の改編が行われ、西

部方面特科隊を廃止し、第２特科団へ新編格上げと

なり、令和７年３月には第８地対艦ミサイル連隊が

新編される予定であります。それに伴い、今後隊員

 の増加が見込まれております。

 　宮崎県新富町。

　新富町は、近年ではサッカーでの町おこしを積極

的に行っており、女子サッカーなでしこリーグ一部

に所属するヴィアマテラス宮崎の運営に当たって

は、地域おこし協力隊制度を大いに活用されていま

 す。

 　大分県竹田市。

　竹田市は、人口は約１万９,０００人で、現在の

高齢化率は４９.６６％であり、その高齢化に対す

る危機感から、移住政策に積極的に取り組み、地域

おこし協力隊も制度設計当初より積極的に活用して

きており、これまでに１０４名を採用してきており

 ます。

 　Ⅲ 調査の結果。

　１、「自衛隊との共存共栄のまちづくり」につい

 ての調査結果。

　都城市と由布市に赴き調査を行った際、特に注目

 した視点は、以下のとおりであります。

　① 駐屯地と地域のつながり状況と関係づくりの

 取組に関して。

 　② 自衛隊員の生活環境に関する取組に関して。

 　③ 自衛隊員の雇用関係の取組に関して。

 　④ 自衛隊に関する要望等の取組に関して。

 　（１）都城市の調査結果。

 　まとめ。

　都城駐屯地の大きな特徴としては、所属隊員の約

７０％が同地域出身者で占められている郷土部隊で

あるということであります。故に、自衛隊と市民と

の距離が近いことは至極当然のように思われます

が、一方で退官後も安心して住み続けられる環境が

定住率の高さにつながっており、しいては安定した

入隊希望者の獲得にもつながっているのではないか

と推測されました。このような環境をつくり上げる

ことは一朝一夕にはいきませんが、重要な点として

「安心して子育てができる環境」と「退官後の再就

職の充実した支援」があることが、国内でも屈指の

自衛隊と共存共栄している地域と言われるゆえんで

 あると強く感じました。

 　（２）由布市の調査結果。

 　まとめ。

　由布市においても、九州といった自衛隊員を多数

採用がある地域ではありますが、近年の少子化や国

際紛争などの影響で募集には大変苦労をされており

ました。そのような中、隊員が地域の防災訓練や学

校での防災教育に出向き講義を行うことによって、

住民の防災意識や能力を高揚させるとともに、自衛

隊に対する親近感を醸成している実態も伺えまし

た。また、結果的に規模拡大が決定される裏には、

防衛協会の積極的な活動があり、またそれを支える

住民の共存共栄の意識の高さを感じさせられまし

 た。

　総じて、隊員が安心して自衛隊に入隊できるに

は、現役時代の子育て環境と退官後の援護の状況、

さらには、隊員として地域で過ごす間の地域住民と

の深い関わりが大きく左右されていると感じまし
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 た。

 　２、「地域おこし協力隊」について。

　新富町と竹田市におもむき調査を行った際、特に

 注目した視点は、以下のとおりであります。

　① 地域おこし協力隊に取り組むスタンス、採用

 や活動内容に関する取組に関して。

　② コーディネート組織の状況、ＯＢ・ＯＧの活

 動状況に関して。

　③ 定住支援、起業支援、空き家対策などに関し

 て。

　④ 商工業関係やスポーツ関係とのつながりに関

 して。

 　（１）新富町の調査結果。

 　まとめ。

　新富町の地域おこし協力隊は、「起業タイプ」と

「スポーツ観光タイプ」に区分され、その特徴も大

きく異なるが、コーディネートを行う法人の存在や

サッカーチームを支援する企業なども含め、大きな

ビジョンの中で、それぞれが有機的に関係し合って

 いることが感じられました。

　メンバーが、ほぼ協力隊員で構成されているヴィ

アマテラス宮崎は、結成から５年でアマチュア最高

峰である「なでしこリーグ一部」に優勝するほどの

実績を上げましたが、そこに至るにまでには地域に

溶け込み、着実にサポーターを増やし、町の活性化

 に大いに貢献している姿が感じ取られました。

　また、運営資金の捻出に当たっては、企業版ふる

さと納税の制度が積極的かつ大胆に活用されている

点もこれらのビジョンを実現させる上で重要な点で

あると思われました。町長は大きなビジョンを掲

げ、職員が豊かな発想で制度を活用し、その制度の

中で地域おこし協力隊員が活躍し、企業がそれをさ

らに活性化させるまちづくりは、そのどれか一つが

欠けても実現しないものであると感じました。隊員

が地域住民と積極的に関わり、地域に溶け込んだ活

動を行うことにより、隊員自身にも郷土愛のような

ものが生まれ、定住につながっていることが見受け

 られました。

 　（２）竹田市の調査結果。

 　まとめ。

　竹田市では、平成２９年には４５名と大量の協力

隊員を任用してきましたが、町の人から「何をやっ

ているのか分からない」との苦言があり、協力隊員

採用方針を見直し、数より質に転じました。また、

応募してきた人を全て受け入れることはしておら

ず、一方、会計年度任用職員と同じ業務は受け付け

ないなど、募集要項の策定時から内定に至るまでも

十分に検討が重ねられていました。内定後にも、再

度面談を行い、改めて業務内容を行っていく意思が

あるかどうかの確認を行うなど、双方にとってより

よい仕組みづくりが経験則から確立されていまし

 た。

　一旦移住してきた地域おこし協力隊員をいかに定

住してもらうようにしていくかを、担当職員の努力

もさることながら、首長の考えや役所全体での取組

があり、さらに大切なことは、地域が隊員をしっか

りと受け入れて、物心ともにサポートを行っていく

姿勢が強く感じられたところでございます。このこ

とは、協力隊員のみならず、今後の人口減少社会で

地域がいかに魅力ある地域として関係人口や移住定

住促進が図られるのか大切な岐路であると感じまし

 た。

　以上をもって、報告に代えさせていただきたいと

 思います。

○議長（中澤良隆君）　ただいまの報告に対し、御

質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　御質疑がなければ、これを

もって、報告第２号議員派遣結果報告についてを終

わります。 

────────────────── 

◎日程第７　報告第３号 

○議長（中澤良隆君）　日程第７　報告第３号専決

処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定め

ることについて)報告を求めます。 

 　農業振興課長、お願いします。

○農業振興課長（安川伸治君）　ただいま上程いた

だきました報告第３号専決処分の報告について(和

解及び損害賠償の額を定めることについて)の要旨

 を御説明申し上げます。

　このたび、農業振興課職員が運転する公用車で交

通事故が発生し、令和６年１０月２０日に示談が成

立したことから、地方自治法第１８０条第１項の規

定による専決処分を行い、速やかに損害賠償を行っ

 たものであります。

　本件の発生状況につきましては、令和６年９月６

日金曜日午前１０時３０分頃、農業振興課職員が公

務のため、町内本町２丁目の商業施設を訪れた際、

駐車場内において公用車をバックで駐車しようとし

たところ、隣の駐車スペースに停めようとしていた

 相手車両と接触したものであります。

　事故の内容につきましては、それぞれ隣接する駐

車スペースに、職員は通路からバックで左に９０度

の回転をしながら駐車を試み、相手方は前方から駐

車スペースに止めようと斜めから直進しましたが、

職員側は気づかずに後退を続け、相手方は公用車の

予定進路にはみ出していることに気づかずに前進を

続け、双方が停車することなく、公用車の運転席側



― 7 ―

ドア部分と相手車両の運転席側前方部分が接触し、

 損傷を与えたものであります。

　この事故処理に当たりまして、相手車両が駐車ス

ペースの進入の際に当方の予定進路にいたものの、

職員には後方周辺を確認し回避する注意義務があり

ますことから、過失割合を当方５５％、相手方４５

％で、令和６年１０月２０日に示談が成立し、相手

車両の右側前方バンパー・ライトの損害額１８万

９,７５０円の５５％に当たる１０万４,３６３円を

損害賠償することで、同日１０月２０日に専決処分

 を行ったところであります。

　なお、相手方車両には１名が乗車しておりました

が、けが人はなく、職員１名もけがはありませんで

 した。

　公用車の修理箇所は、運転席側、前方ドア、後方

ドアの破損で、修理金額は２２万４,８０７円であ

り、相手方の損害賠償金と自動車共済保険により、

 修理は既に終了しております。

　職員に対しましては、車両の運転について注意喚

起をしたところであり、今後はさらなる再発防止に

努めてまいります。このたびの交通事故発生につき

 まして、深くおわび申し上げます。

 　以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。

 　報告第３号専決処分の報告について。

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

 る。

 　記。

 　処分事項。

 　和解及び損害賠償の額を定めることについて。

 　次のページを御覧ください。

 　専決処分書。

 　和解及び損害賠償の額を定めることについて。

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の

 とおり専決処分する。

 　令和６年１０月２０日。

　以下、和解の相手方、和解の内容については、記

 載のとおりでございます。

　以上で、報告第３号専決処分の報告についての説

明といたします。御了承賜りますよう、お願い申し

 上げます。

○議長（中澤良隆君）　これより、報告第３号につ

いて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　御質疑がなければ、これを

もって、報告第３号専決処分の報告について(和解

及び損害賠償の額を定めることについて)の報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第８　報告第４号 

○議長（中澤良隆君）　日程第８　報告第４号専決

処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定め

 ることについて)報告を求めます。

 　保健福祉課長。

○保健福祉課長（三好正浩君）　ただいま上程いた

だきました報告第４号専決処分の報告について(和

解及び損害賠償の額を定めることについて)御説明

 申し上げます。

　このたび、保健福祉課職員が運転する公用車で交

通事故が発生し、令和６年９月１８日に示談が成立

したことから、地方自治法第１８０条第１項の規定

による専決処分を行い、速やかに損害賠償を行った

 ものであります。

　本件の発生状況につきましては、令和６年６月２

１日金曜日午後０時１５分頃、保健福祉課職員が公

務出張により富良野市本町１１番１０号付近を走行

中、交差点に進入した際に、相手車両と衝突したも

 のであります。

　事故の原因につきましては、相手方に一時停止の

標識がある交差点を直進し通過する際、相手方が一

時停止と優先通行させるべき当方車両の進入を見落

 とし交差点に進入してきたものによるものです。

　この事故の処理に当たりまして、相手方の不注意

により衝突したことが主因であることから、過失割

合を相手方８０％、町２０％で、令和６年９月１８

日に示談が成立し、責任割合２０％の６万８,２０

０円を損害賠償することで、同日９月１８日に専決

 処分を行ったところであります。

　なお、相手方車両には２名が乗車しておりました

が、けが人はなく、当方車両に乗車していた２名の

 職員にもけがはありませんでした。

　当方公用車の修理箇所は、運転手側バンパー破損

及び運転手側ドアのへこみで、修理金額は１９万

７,６７６円であり、相手方の損害賠償金と自動車

 共済保険金により修理は既に終了しております。

　職員に対しましては、車両の運転について注意喚

起をしたところであり、今後はさらなる再発防止に

努めてまいります。このたびの交通事故発生につき

 まして、深くおわび申し上げます。

　以上、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 　報告第４号専決処分の報告について。

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 　記。

　処分事項。 
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　和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

　次のページを御覧ください。 

　専決処分書。 

　和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の

とおり専決処分する。 

　令和６年９月１８日。 

　以下、和解の相手方及び和解の内容については、

記載のとおりであります。 

　以上で、報告第４号専決処分の報告についての説

明といたします。御審議いただき御議決くださいま

すよう、お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君）　これより、報告第４号につ

いて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　御質疑なければ、これを

もって、報告第４号専決処分の報告について(和解

及び損害賠償の額を定めることについて)の報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第　９　認定第１号 

◎日程第１０　認定第２号 

○議長（中澤良隆君）　日程第９　認定第１号令和

６年第３回定例会で付託されました議案第６号令和

５年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定につい

て、日程第１０　認定第２号令和６年第３回定例会

で付託されました議案第７号令和５年度上富良野町

企業会計決算の認定についてを一括して議題といた

 します。

 　本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。

 　決算特別委員長、岡本康裕君。

○決算特別委員長（岡本康裕君）　ただいま上程い

ただきました認定第１号令和６年第３回定例会付

託、議案第６号令和５年度上富良野町各会計歳入歳

出決算の認定について及び認定第２号令和６年第３

回定例会付託、議案第７号令和５年度上富良野町企

業会計決算の認定についてを朗読をもって報告とい

 たします。

 　決算特別委員会審査報告書。

　令和６年第３回定例会において、本委員会に付託

された下記案件を審査した結果、次の意見を付し、

認定すべきものと決定したので、会議規則第７７条

 の規定により報告する。

 　令和６年９月２６日。

 　上富良野町議会議長、中澤良隆様。

 　決算特別委員会委員長、岡本康裕。

 　記。

 　付託事件名。

　議案第６号令和５年度上富良野町各会計歳入歳出

 決算の認定について。

　議案第７号令和５年度上富良野町企業会計決算の

 認定について。

 　１、審査の経過。

　本委員会は、令和６年９月２４日、２５日、２６

日の３日間開催し、正・副委員長を選出後、委員会

を公開とし、直ちに２分科会による書類審査を行っ

た。その後、全体による質疑応答を行った上、各分

科会から審査意見を求め、それを基に全体で審査意

見書を作成し、理事者へ提出、理事者の所信をただ

 し表決をした。

 　２、決定。

　慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

 原案のとおり認定するものとした。

　特に、委員会で発言された質問及び別記「令和６

年（令和５年度会計決算）上富良野町決算特別委員

会審査意見書」については、今後の予算編成と町政

 運営に反映されたい。

　また、監査委員の審査意見は、いずれも的確な判

断によると認められ、指摘事項については、早急に

 改善または対応して、予算執行に当たられたい。

　なお、裏面の令和６年（令和５年度会計決算）上

富良野町決算特別委員会審査意見書については、御

高覧いただいているものとして省略させていただき

 ます。

　御審議いただき、認定くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、本件の報告

 を終わります。

 　これより、採決を行います。

 　最初に、認定第１号を採決いたします。

 　お諮りいたします。

　議案第６号令和５年度上富良野町各会計歳入歳出

決算の認定についてに対する委員長の報告は、意見

 を付し、認定すべきとするものであります。

　本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

 御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

 ことに決定いたしました。

 　次に、認定第２号を採決いたします。

 　お諮りいたします。

　議案第７号令和５年度上富良野町企業会計決算の

認定についてに対する委員長の報告は、認定すべき

 とするものであります。

　本決算は、委員長の報告のとおり認定することに

 御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、本件は、委員長の報告のとおり認定する

 ことに決定いたしました。

────────────────── 

◎日程第１１　町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君）　日程第１１　町の一般行政

 について質問を行います。

　質問の通告がありますので、順次発言を許しま

 す。

 　初めに、３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君）　斉藤町長は、このたびは

２期目の当選おめでとうございます。２期目の挑戦

の中で、ワンストップかみふらの定住移住対策につ

いて、ぜひ今期、必ず形のあるものにしていただけ

ることを願って、さきに通告いたしました１項目３

 点について、町長に一般質問させていただきます。

　国土交通白書２０２４によりますと、日本の人口

は２００８年（平成２０年）の１億２,８０８万人

をピークに減少に転じています。人口減少は、地方

自治体に大きな影響を及ぼしているのは言うまでも

 なく、その対策は急務であります。

　我が町においては、２０２０年（令和２年）に作

成した上富良野ビジョンⅡによりますと、１９５５

年（昭和３０年）に上富良野駐屯地ができて以来、

人口が増え続け、１９６０年（昭和３５年）に１万

７,１０１人となり、以来、減少が続き、２０１９

年（平成３１年）には１万６３９人になり、この

先、２０４５年には５,８４９人になると予想され

ております。２０２３年３月末には、人口１万人を

下回る９,９９０人となり、現在２０２４年１０月

末の当町の人口は９,７６７人と、人口減少が加速

 しております。

　各自治体は、人口減少を食い止めるために、それ

ぞれの特徴を生かした自律的で持続的な社会を創生

 する地方創生の取組を推進しています。

　今朝の新聞報道にもありましたように、上川管内

町村では、１９８４年から当町が最大人口規模でし

たが、１０月末で東神楽に抜かれて、人口減少が進

 んでいます。

　そこで、当町の人口減少対策について、以下の３

 点について町長の見解を伺います。

 　（１）移住者増への取組策について。

　人口減少対策の一つとして、移住者の促進策が重

要と考えます。人口減少に悩む自治体において、移

住者の増加を図るために、既存の空き店舗や空き家

などをリフォームやリノベーションするときに助成

金を出して新たな物件として活用し、移住者の増加

を図る自治体も多くありますが、我が町の現状と今

 後の方策について伺います。

　（２）地域おこし協力隊員などの定住策につい

 て。

　現在の地域おこし協力隊員は、様々な行政課題解

決のために行政に関わる活動や農業支援者としてそ

れぞれに取り組まれております。協力隊員の契約期

間満了後の町への定住促進はどのように進めていく

のでしょうか。また、移住者の昨年度の実績では、

地域おこし協力隊員も多くカウントされている状況

にありますが、隊員以外で我が町へ移住・定住され

る方々への取組はどのような方策を考えているのか

 伺います。

 　（３）婚活支援について。

　我が町の子育て環境は、周産期から始まり出産か

ら進学まで様々な支援策が行われており、平成５年

から平成１４年までは合計特殊出生率では２.０２

や１.８５と全道１位でありました。しかし、現在

はその合計特殊出生率も１.４４まで減少していま

 す。

　そこで、出生数の増減の要因ともなる婚活支援に

関して、我が町が現在行っていることと、今後どの

 ような方策を取るのか伺います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の人口減少対

 策についての御質問にお答えいたします。

　人口減少対策については、いかにして住みやすい

まちづくりを進めるかという町政全般の取組が重要

と考えており、経済的な基盤はもとより、医療や福

祉・教育など様々な要因があると考えております。

その中の一つとして、移住者の増を課題として捉え

ているところであり、移住対策の一施策だけが移住

を考えている方が本町を移住先として選択する要因

ではないという認識の下、御質問にお答えさせてい

 ただきます。

　まず１点目の移住者増への取組策についてであり

ますが、現在、町では移住した方のみを対象とした

助成制度はありませんが、住宅リフォーム助成や新

規開業補助制度など、移住された方を含めた町民を

対象とした助成制度を設けているところでありま

す。今後におきましては、これらの事業を継続する

とともに、移住を希望される方々に対しましては、

現在行っているワンストップ相談窓口や空き家・空

き地バンク、ホームページ等で情報発信などを継続

しながら、新たな移住者向け助成制度についても検

 討を進めてまいります。

　次に、２点目の地域おこし協力隊の定住について

でありますが、地域おこし協力隊の定住に向けて

は、総括業務を行っている企画商工観光課と隊員の

所属する課が連携を取りながら、任期満了後の定住

 に向けたサポートを進めてまいります。
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　特産農作物支援員の定住については、町内での新

規就農を採用の条件にしていますので、隊員に定住

の意思確認を行い、現在、農作業の支援と併せて新

規就農に向けての研修を進めているところでありま

 す。

　次に、３点目の婚活支援についてでありますが、

婚活支援につきましては、行政が指導して行ってい

る婚活支援を目的とした事業は行っておりません

が、駐屯地曹友会が実施している、ふれあいパー

ティーやアグリパートナーが実施している後継者対

策としてのマッチング事業を行っているとは聞いて

 おります。

　現代における婚活に当たるものについては、ス

マートフォンの機能を利用したマッチングアプリが

主流と認識しており、行政が主体となった婚活を趣

 旨とした事業についての予定はありません。

　しかしながら、少子化対策や子育て支援事業につ

いては、これまでどおり継続して実施し、特定不妊

治療費の助成や産前産後における母子保健事業等の

実施により、安心して子どもを産み育てる環境整備

を行うことが、行政が行うべき少子化対策と考えて

 おります。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君）　人口減少対策は、社会減

と自然減があると思うのですけれども、自然減はな

かなか仕方がないことだと思いますけれども、社会

減は比較的止めることができると考えております。

その一つが移住対策と考えるので、再質問いたしま

 す。

　移住するきっかけは、様々な要因があると考えま

すけれども、中でも、町の魅力として、その土地、

そこに住む人、風土などはもとより、生活の基盤が

しっかりしているか、行政サービスはどのようなも

のがあるか、そして何より自分のやりたいことと町

 とのマッチングが大切だと思います。

　そこで、今回は、移住したいと思うきっかけとし

て、衣・食・住の中から住を取り上げてみましたの

で、移住者への取組に対しての再質問をさせていた

 だきます。

　現在の住宅リフォーム制度については少額である

ため、思い切った増額は考えていないのでしょう

か。また、新たに開業する方に限っての助成ではな

く、例えば同一の業種で拡大店舗に対してや店舗の

オーナーに対しての助成などは考えていないので

 しょうか。お答えお願いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まず、移住してくるためには、住むところという

ことで、民間アパートもございますし、そのほか中

古住宅ということで、そういう意味でリフォーム制

 度ということかと思います。

　現在は、移住者のためだけのリフォームは、さき

に答弁したとおり、行っておりません。全町民を対

象としておりますが、今後につきましては、移住者

に特定すべきなのかどうかも含めて、リフォーム以

外も含めて、中古住宅をどういうふうに、空き地も

含めてですけれども、活用していくかというのは、

非常に重要な課題と認識しておりますので、今後い

ろいろ検討していきたいと。その辺はどういうもの

 がいいのか、検討していきたいと思います。

　あともう一つ質問にございました、事業継承で

しょうかね。新規開業以外の拡大等について、オー

ナーの補助というのがちょっとどういうものなのか

理解は今すぐできないのですが、新規開業も、移住

してきて新規開業してきた人も、町内にいる人も、

今は同じ条件でそういう商工観光の事業としてやっ

ておりますが、先ほどの住宅とちょっとかぶります

が、そういうものが移住者の方を特別、別枠にした

らどうなのか、別の補助政策を何か設けたらいいの

かということも含めて、今後は総合的にあらゆる、

住居とか開業に限りませんが、これは常に、政策は

検証しながら、よりよいものを移住する方のため

に、移住者に定住してもらうために進めていきたい

 と考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　では、実際に移住してき

ての、近隣市町村でも実施がある法的な手続を円滑

に行うための不動産会社との連携は、やる予定とか

 はありますか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　不動産会社の地元との連携は、現在のところ行っ

ておりません。将来に関しても、今後に関しても、

これについては、どのようなといいますか、どうい

う効果があるのか否かも含めて、常に研究検討は進

 めてまいりたいと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　次に、地域おこし協力隊

 などについて再質問させていただきます。

　その前に、答弁漏れがありましたので確認させて

いただきます。地域おこし協力隊以外の移住・定住

される方々への取組については、どのような方策を

 お考えになっているのかをお聞きします。
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○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の御質問にお

答えしたいと思います。答弁漏れで失礼いたしまし

 た。

　地域おこし協力隊以外の一般の方といいますか、

移住されてくる方にどういう施策というのは、私の

中では、特にこれは必ず必要なものというのは、横

文字で分かりづらいかもしれませんけれども、ノッ

クアウトファクターというのがあるのですけれど

も、これはビジネスで、プロジェクトとかで、町で

言えばまちづくりなのですけれども、それで必ず満

たしていなければならない条件とか基準ということ

 なのですけれども。

　これについては、まず、先ほど言いました住むと

ころ、住居、それと食ですね。先ほどとちょっと関

係あると思います。それと、病院とかスーパーマー

ケット、コンビニ、Ｗｉ－Ｆｉ、これは町に必ずな

いと、そもそも選択肢に引っかからないと、そう考

えておりますので、そういう意味で、病院とかラベ

ンダーハイツ、そういう福祉関係はしっかりやって

いく上で、個別の子育てとかリフォームとか福祉、

イベントとか景観、あと除雪の行き届きなんかも含

めて、これはどういうふうにＰＲしていくのかとい

うのが、道や国が全部が全部できませんので、我が

町の特徴をどういうふうにＰＲしていくのか、移住

者に対してですね、そうして住んでくれるのかとい

うのが、非常に重要な進め方だろうと考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　再質問。 

 　３番湯川千悦子君。

○３番（湯川千悦子君）　ちょっと難しい言葉だっ

たのですけれども、ＰＲをたくさんして、来ていた

 だくようにしていただいたらいいかと思います。

　地域おこし協力隊員の任期満了後の定住に向けて

のサポートとありましたけれども、そのサポートの

内容について、もう少し詳しく教えていただきたい

 と思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　現在の地域おこし協力隊員に対する任期満了後の

定住に向けた施策というのは、今のところ、さきの

農業のところでも触れましたが、相談業務と、プラ

ス一般の人にも当然政策としてあるリフォームです

とか、新規開業とかがメインになりますが、職場と

してといいますか、町として言えば、独自としてと

いいますか、受け入れたほうですので、相談業務が

 今のところやっているところです。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　それで、農地のあっせん

とかはどういうふうに行っているのですか。地域お

 こし協力隊の。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁願いま

 す。

○農業振興課長（安川伸治君）　３番湯川議員の再

 質問にお答えさせていただきます。

　地域おこし協力隊員、特産農作物支援員の今の新

規就農に向けての件でございますが、その際に農地

が必要になってくるわけでございますが、今現在、

まだ研修中でございますので、その期間を２年間と

 いうことで今予定しているところであります。

　今現在、１年ほど経過しておりまして、その中で

農地の所有、耕作する権利も含めて必要になってき

ますので、今後に向けて、農地のあっせん、また相

談等を進めていくということで、２年後に農地の耕

作のほうができるように、今現在、相談を進めてい

 る途中でございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　２年後ということで、今

検討中ということで、農業をやるには運転資金も必

要となってきますけれども、そこら辺の補助とかは

 どういうふうになっているのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁願いま

 す。

○農業振興課長（安川伸治君）　３番湯川議員の再

 質問にお答えさせていただきます。

　新規就農の営農開始に伴いまして必要となります

資金、営農のための運転資金でございますが、今後

２年間の研修終了後においては、国の次世代人材育

成の経営開始型という支援制度がございますので、

今現在はそちらのほうを活用しながら、営農開始当

初の支援をスムーズにできるように進めていく予定

 でございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　それでは最後に、婚活に

 ついて再質問させていただきます。

　町の子育て支援の充実は十分認識しております

が、行政が婚活に関してのサポートを行っている自

治体もあるようです。コロナ感染症が５類に変わっ

て様々な活動もできるようになりましたので、町が

主体となり、様々な声かけを行って、当町も積極的

に婚活イベントに関わっていくことを考えてはいな

 いのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 
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○町長（斉藤　繁君）　３番湯川議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　積極的に関わる自治体もあろうかと思います。積

極的に関わる上で、手放しで積極的に関わるという

のは、ちょっと二の足を踏むというか、考えなけれ

ばならないことが私はあると思って、昨今、婚姻の

在り方というのが一様ではないというのがあって、

その一つの形を行政が推奨するといいますか、そう

いうものがどういうふうに町民にリアクションとし

 て起こるのか。

　また、明確に一つの選択肢しか提示しないわけで

すので、それがどうなのか。ＬＧＢＴとかおりまし

て、Ｌのマッチングアプリ、Ｇのマッチングアプリ

を作らなければならないとか、いろいろ考えること

が、だから、町がやると一つになってしまうので、

そういうもののリアクション、町民の方の反応がど

うなのかというのが非常に気になるところで、なか

 なか一つのものに固定するのはどうかな。

　反対しているわけではございません。先ほどの答

弁にもありましたとおり、ほかの団体でやっている

ことは、大いに町としていろいろ、減免等施策もご

ざいますので、応援していくことは十分、今も応援

しておりますし、今後もそういう方向、最低でもと

いいますか、それは町としてできることなのかなと

 いうふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君）　２期目をスタートさせた

斉藤町長の手腕をしっかりと見せていただき、私と

しましても、活気ある上富良野を取り戻すべく尽力

 させていただきたいと思います。

 　これで終わります。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、３番湯

 川千悦子君の一般質問を終了いたします。

　ここで、１０時３０分まで暫時休憩といたしま

 す。

─────────────── 

 午前１０時１５分　休憩

 午前１０時３０分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、再開いたしま

 す。

 　次に、１０番井村悦丈君の発言を許します。

○１０番（井村悦丈君）　本日、私からは２項目の

 質問をさせていただきます。

　まず、１項目めの物価高騰に対する町民生活の負

 担軽減と地域経済の振興策についてであります。

　エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受け、

家計の負担は大きくなっています。この中、価格高

騰緊急対策として、低所得者世帯給付金の追加交付

がなされ、令和６年度上富良野町価格高騰緊急対策

事業として、支給対象要件に当てはまる世帯に支給

 されました。

　テレビ報道などで商品の値上げが発表され、まだ

まだ物価は高騰し、さらに家計への負担は大きくな

り、支援が必要になることが予想され、支給対象要

件に当たらない世帯においても、さらに家計への負

 担は大きくなるのは必然であります。

　そのような中、年末に例年行われている「プレミ

アム付き商品券」の販売が今年はないのか。食料の

買入れ・灯油の支払い、来春に向け新入学の準備な

ど、町民にとっては大きなメリットがあることから

 期待している町民の方々からよく問われました。

　町にとっては、住民の生活支援につなげられると

ともに低所得者世帯や子育て世帯を支援でき、プレ

ミアム付き商品券は町内の店を限定することで、普

段はインターネットやほかの地域で買い物をしてい

る方々の消費を取り込むことで、地元商店が元気を

取り戻し、地域経済が活性化することによって税収

や雇用が確保され、町にとっても大きなメリットが

 あると考えられることから伺います。

　物価高騰による町民の生活費負担軽減と地域経済

の振興に向けて、プレミアム付き商品券の販売、発

行を行うことについて、町長のお考えを伺います。

 （発言する者あり）

 　すみません、忘れていました。

　続いて、２項目めの町おこしについてでございま

 す。

　先月１３日に、大手不動産会社による道内の駅を

中心とした町の幸福度ランキングが発表されまし

た。回答したのは観光客ではなく、地元住民である

 とのことでした。

　道内テレビ局による取材に対し、町民の方々のコ

メント、町長も自己分析として「旭川とか富良野、

旭川空港にも非常に近く、病院もあるので、非常に

住みよい町」とコメントされていました。また、記

者は「都市開発が進んでいるわけでもありません

が、人混みとは無縁のゆったりとした町並み、町民

を楽しませる仕組みは、町内施設にもある」と紹介

されていました。最後に、「北海道らしい名所もあ

りながら、町民に愛される町づくり。地方創生のヒ

ントになるかもしれませんね」とのコメントで締め

 られていました。

　現在、住まわれている町民の皆さんには幸福度１

００％であるかもしれませんが、これから先を考え

るとき、高齢化が進み、人口減少を少しでも食い止

める必要があると考えます。町の取組も重々承知し

ていますが、町の資源を有効に活用し、地元の活気
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を取り戻す地方創生のための取組として、若者が住

みやすいと思える町おこしが重要なテーマになると

 考えます。

　最近は、企業誘致、地方からの進出などもなく、

仕事もないのが現状であり、この町を活性化させる

には、町内はもとより、他地域からの若者の移住・

定着も含めた企業支援を強力にし、既存の産業にも

刺激を与え、経済活動の活性化を目指す取組が重要

 ではないかと考え、町長に伺います。

　中心市街地の商店街について、シャッターが閉じ

たままのお店跡がたくさんあります。商店街の

シャッター街化は共通の要因があり、経営者の後継

者不足、高齢化等の理由など、今後、廃業が増加し

商店街の存続が危うくなる現状にどう取り組むのか

 お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の２項目の

 御質問にお答えしたいと思います。

　まず、１項目めの物価高騰による町民生活の負担

軽減と地域経済の振興策についての御質問にお答え

 いたします。

　令和６年の政府経済見通しによりますと、成長の

継続、労働需給の引き締まり等を背景に、２０２４

年度の賃金上昇率は２０２３年度を上回ると見込ま

れ、賃金上昇に定額減税等の効果が加わり、令和５

年は賃金上昇が物価上昇に追いつかない状態でした

が、今年においては、物価上昇を上回る所得の増加

 が見込まれています。

　御質問のプレミアム付き商品券の販売についてで

ありますが、従来のプレミアム付き商品券事業は、

商工振興策として、町の経済団体の要望に応える形

で、毎年、主に年末年始に向けて平成３１年度まで

実施しておりました。また、令和２年度から昨年度

にかけては、新型コロナ感染症に伴う消費の落ち込

みや収入の減少に対応する商工振興策として、国の

補助金を原資とし、プレミアム率を上乗せして実施

したところであり、いずれも年末年始の家計負担を

和らげる効果は非常に高く、町民の皆様にも大いに

活用していただき、御好評を得た施策であったと考

 えております。

　一方、消費喚起を期待する商工振興策としては、

これまで灯油やガソリンなどの燃料費の支払いな

ど、経常的な費用の支払いが大半を占めるなど、町

内専用の商品券を用いた町内消費の拡大に関して、

その効果は非常に限定的と言わざるを得ない状況で

あり、一般財源を用いた施策としての継続は困難な

 状況でありました。

　また、プレミアム分が上乗せされるとはいえ、一

時的に高額な費用を捻出する必要があることから、

所得の低い御家庭ではその利益を最大限受けること

が難しいなど、町民の最低限の暮らしを守るという

 福祉の観点からは課題を抱えているところです。

　このような状況から、今後、国庫補助金などによ

り実施する見込みがある場合、地域経済振興対策と

しては、紙媒体での商品券発行、販売に限らず、ス

マートフォンアプリを活用した電子マネーによる同

様の施策など、生活費負担軽減対策としては、セー

フティーネットとしての効果をより多様かつ所得の

多寡によらず効果のある手法について導入を検討し

たいと考えておりますので、御理解をお願いいたし

 ます。

　次に、２項目めの中心市街地商店街の後継者不足

 等の問題に関する御質問にお答えいたします。

　議員御質問のとおり、町内各商店街において、閉

業し、シャッターが閉まったままの状態で数年から

十数年経過した店舗も散見されるのが現状であると

 認識しております。

　もちろん、これは本町に限らず、過疎化や空洞化

に伴う課題として、全国の自治体でその対策に取り

組んでいることは御承知のとおりでありますが、メ

ディアで大きく取り上げられるような顕著な成功例

もある一方、普遍的な解決策として、本町の取組に

転換できるような明確な答えが出ていないのも現状

 であります。

　閉業に至るには様々な要因があり、後継者不足の

問題も非常に深刻な課題と捉えておりますが、人口

減少に伴う基礎購買力の縮小やモータリゼーション

の進展による隣接商業圏への流失、商業施設の大型

化、ネット販売の浸透など、消費動向の変遷が強く

影響し、既存の形態での事業継承を断念する主因と

 なっているものと考えております。

　後継者問題を含めた事業の継続を支援するための

取組として、既存のＵターン施策のみならず、第三

者継承など新規開業希望者とのマッチング事業など

への期待はありつつも、十分な成果を上げ、かつそ

の手法を参考とできる実例も現段階では乏しく、引

き続き研究してまいりたいと考えておりますが、先

般策定いたしました第３次上富良野町商工業振興計

画におきましても、消費者ニーズへの対応や購買力

の町内消費への引き戻しなど、経営の維持や円滑な

継承、新規開業の促進等に取り組むことで、商店街

に限らず、町内の事業者がそれぞれ足腰の強い経営

 を継続できるよう取り組んでまいります。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　１０番井村悦丈君。

○１０番（井村悦丈君）　答弁ありがとうございま

 す。

　確かに、購入するにも先立つお金が必要ですが、
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非課税世帯だけでなく、ぎりぎり課税世帯もありま

すし、出費のかさむ子育て世帯など、物価高騰にか

さむプレミアム率が上乗せされるだけで経済的に助

 かると考えています。

　町の評価としても、家計負担を和らげる効果は非

常に高く、町民の皆様に大いに活用いただき、好評

であったとの答弁でございますが、あったとなら

ば、早い時期に行うべきではないかと思いますが、

検討はするのか、実施はされないのか。どちらか伺

 います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　物価高騰を、さきに述べさせていただきました。

本当の純粋な物価高騰については、今年度は所得が

上回っておりますので、その部分については、所得

で解消されたと、政府も発表しているとおりかと思

います。ただ、注意しなければならないのは、所得

です。給料をもらっている人はそうなのですが、も

ともと所得の低い方とか、年金とかの方は、こうい

うケースにはならないので、注意しなければならな

 いと考えております。

　それと、物価分は上昇でカバーされても、もとも

と子育て世帯がいて、もともと出費が多くて苦しい

と、それは変わらないと思います。物価分が賃金の

上昇でカバーされたから楽になったとは決して私は

思っておりませんので、そういうところに、次もし

やるとしたら、考えなければならないのは、必要な

ところ、セーフティネットとしての機能もそうです

し、そういう子育てとか経済対策、そういうものに

主眼を置いてやるのがいいのかなというふうに考え

 ております。

　現在のところ、皆さん御承知のとおり、国で経済

対策、今、補正予算で検討されておりますので、そ

れの詳細が決まってからになりますが、町もその中

でどういうことをすべきかということは、プレミア

ム付き商品券も含めてですが、経済対策はつくって

 いかなければならないと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　経済対策として、場合に

よっては行うということだと思いますけれども、プ

レミアム商品券については、購入された町民の方々

はプレミアム率を基に、高額な商品、またはまと

まった支払いに充てようと、様々だと思いますが、

当然プレミアム付き商品券の消費喚起効果につい

て、消費の概要等データは取っていると思います

が、先ほど答弁の中にあった、限定的だから行わな

いということでしたが、どうしても消費者にすると

支払い目的があっての望むところだと思っていま

 す。この件についてはどうお考えでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　先ほどの効果が限定的というのは、経済対策とし

て打った場合は、ガソリン、燃料とか、ほかの経常

的な経費に支払いがそこに集中してしまって、経済

 的な効果は限定的だと、そのような意味です。

　ただ、これを使えるところは全部使えるのですけ

れども、それを偏らない、どこでも使えるようにし

たいということでいろいろな、紙媒体ではなく、ど

ういう方策があるかというのが、まさに検討課題か

 なというふうに思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　今、私が質問しているの

は、紙媒体とか、そういう電子決済とかという方面

は、経済対策だと思っているので、今は消費者の対

 策のことを言っているつもりなのですけれども。

　ほかの自治体では、プレミアム付き商品券などの

件について、住民アンケート調査を行うとして、利

用実態、使い方などについて調査結果が発表されて

 います。

　プレミアム商品券事業の効果が大きい取組である

ことは実証されているところであると思いますが、

そのようなアンケートを取る等は行わないのか、伺

 います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　すみません、先ほどの訂正も含めてですが、経済

対策として限定的ではなくて、商工業の振興対策と

しては、支払先が固定されるので効果が限定だとい

 うことです。真意はですね。

　その上で、経済効果といいますか、大変な子育て

とか町民の暮らしを守る上で、そういう効果は、議

員おっしゃるとおり、あると思います。ですので、

プレミアム商品券をやる狙いが、商工振興なのか、

それとも、今大変な町民、特に子育てとか、低所得

の年金でしか収入がない人とか、そういうセーフ

ティーネットとして生活を守るためのこととして、

どういうところに主眼を置くか。そして、それを最

大限効果を発揮するためには、手段として紙媒体が

いいのか、それとも答弁させてもらいましたポイン

 トがいいのかなども含めながら検討していきたい。

　当然、プレミアム付きの商品券を発行すれば、そ

れなりの効果はあると思いますが、必要な人に狙い

をもって、どういうふうに届けるかというのが今の
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 課題かなというふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　どこに主眼を置くかとい

うことでございますが、答弁の中で、所得の低い家

庭は最大限受け取ることが難しいなど、町民の最低

限の暮らしを守るという福祉の観点から課題を抱え

ているというようなことにもつながるのかなと思っ

ています。一般財源を、今後、福祉サービスに重点

を置きたいから行わないというようなことなので

 しょうか。福祉とは限らずですね。

　私は今、物価高騰に対する町民生活の負担軽減の

支援を伺っているので、多少質問と温度差を感じま

 すが、その辺について伺います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　当然一般財源を使わなければならないのですが、

一般財源、もちろん予算の総枠は決まっております

ので、その中でプレミアム商品券と福祉政策が綱引

きをして、パイの取り合いというふうな状況になっ

て、プレミアム商品券は福祉だけではありませんけ

れども、ほかの政策が一般財源を取り合うような構

図になりかねませんので、その辺でなりかねないと

いうことは、なかなか今の一般財源を、政府の補助

金等がなければ一般財源をずっと投入して、プレミ

アム商品券の事業をしていくには、ちょっと持続性

にはなかなか難しいところがあるのかなというふう

に考えておりますが、当然、先ほど申し上げまし

た、国等の補正予算等の交付金で財源の見通しがつ

けば、そしてまた、そういうことが効果的というふ

うな確証が得られるのであれば、ぜひ実施していき

 たいと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　大筋、そのようなプレミ

 アム商品券に対して分かりました。

　では、地域振興対策としての紙媒体の件も答弁に

 ありましたので、質問させていただきます。

　電子マネーという答弁がありました。決済におい

ては、電子化が進んでいないお店もたくさんあるよ

うに思います。商品券のデジタル化でありますが、

消費者が決済用の二次元コードをスキャンすること

で１円単位で決済ができるとして事業者にも様々な

 メリットがあると考えられています。

　電子決済は、補助金を充て、現在推進していると

もお聞きしますが、環境整備はどの程度進んでいる

 かお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁願います。 

○副町長（佐藤雅喜君）　１０番井村議員の御質問

 にお答えいたします。

　業者名は、何とかペイというやつなのですけれど

も、比較的多くのお店が、前回何とかペイを使って

ポイント付与の事業も行ったことから、それを活用

できるＱＲコードについては、相当数の普及がして

いるということも伺っております。ただ、それの実

態の数値については、今ちょっと持ち合わせており

ませんので、商工会や何かのほうに問合せとかしな

 いと現在は分からないのかなと思っています。

　あと、感覚としては、それ以外の各種交通系も含

めてカードの利用をする、いわゆるレジスターとい

うよりは、タブレットや何かによるそういった決済

も比較的進んでおりまして、そういった部分、商工

業の皆様も大変有効に活用いただいているのか普及

しているのかなというような感覚では捉えておりま

すけれども、実数としてきちんとアンケート調査し

た数字というものは持ち得ていない状況でございま

 すので、御理解を賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　ありがとうございます。 

　いずれにしても、様々なシニア層をはじめとする

多くの世代が使える、工夫できるよう対応をしてい

ただきたいと思います。町民、事業者にもメリット

のあるよう、商工団体と連携して進めていただきた

 いと思います。

　続いて、２項目めへの質問を再質問させていただ

 きます。

　個人的な意見ですが、私も、確かにこの町は生活

に不便もなく、程よい田舎感がよいなというふうに

考えています。ですが、観光に来られる方、または

この町の資源に魅力を感じている方にしては、何か

物足りないのではないかなというふうに思います。

特にＪＲ富良野線の車窓から眺めるラベンダー畑と

か十勝岳は、すばらしいものがありながら、駅を出

 ての町並みも大切な一場面だと思います。

　住んでいる者には分からない魅力が、上富良野町

には観光資源としてあるのではないかなと考えたと

き、何が足りないとお考えか、町長に伺いたいと思

 います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　何が足りないのかというのは、なかなか難しい御

質問で、お答えになるかどうか分かりませんが、程

よい田舎感というのがいいのかもしれませんし、物

足りないと思われる方も、それも多くいると思いま

 す。

　あくまでも皆さん個人の感想で、これから私が申
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すことも、もちろん私の個人的な、統計データに基

づいたものではありませんが、何が必要かというの

はいろいろ、旧商店街は、言われるとおり、シャッ

ターを閉じたところも、店舗として閉じたところも

多いのですが、それ以外、郊外にはそれなりに新し

いお店とかも増えておりますので、とにかくそうい

う新しい新規開業とか、事業継承でも構いません

が、せっかくお客さんがたくさん来るので、そうい

うお客さんがたくさん行ける場所、飲食でも構いま

せんし、公園でも構わないのですが、行けるとこ

ろ、そして、それは上富良野にしかないから、上富

良野に来る理由といいますか、そういう理由をつ

くっていくのが、食べ物でも何でもいいのですけれ

ども、山でもいいです、そういうことが大切なのか

 なというふうに思っております。

　それが商店街の、今ある既存のシャッターが開く

かどうかはちょっと確証は持てませんが、もちろん

開いて、昔の旧商店街が復活すれば、店が張り付い

て、それがよいのかもしれませんが、なかなか車社

会の中でそうはならないのかなというふうに思って

おりますし、そうでなければ、どういう展開が、車

で行ける場所、そういうことが重要なのかなと、そ

ういう拠点を増やしていくことが重要なのかなとい

 うふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　今、本題に戻るシャッ

ター街の話になったので質問させていただきます

が、これ聞くと、非常にデリケートな部分なのかな

というふうに思います。空き店舗は、店舗以外の部

分を住居としているという要因もあることも推測で

きますし、老朽化が進んだ建物をオーナーがそもそ

も貸す気がないという、そんな身も蓋もない理由が

 あるのが実情かもしれません。

　でも、このままでは、人口減少によって少子高齢

化で廃業が増えることで経済は衰退、生活の利便性

の低下につながり、さらには人口減少に拍車をかけ

 るということが考えられます。

　また、今後インバウンドの増加が見込まれ、民泊

など増える中、最近は素泊まりのお客のほうが多

く、外食が多いと伺います。スーパーマーケット、

コンビニなどでの買い物が増え、外食に出られる方

は駅周辺飲食店を含めて足りないと思います。ま

た、飲食店問わず上富良野資源を魅力に感じ、業種

問わずアクティブな考えをお持ちの企業を目指す方

がいたならば、違う方策で支援してはいかがかとい

 うふうに考えます。

　町では、新規開業、新事業展開、特産物開発など

の応援する新規開業等支援事業補助金は行われてい

ますが、地域資源を生かそうと考えると、他地域か

らの起業を目指す方を取り入れ、この上富良野町で

開業したいという方に空き店舗、空き家の屋主に対

する補助を要件つきで行うなどの考えなどは考えら

 れないのかお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　議員おっしゃるとおり、商店街はシャッターが閉

まっておりましても、併用住宅ですので後ろの部分

といいますか、居住されていて、貸すのも少し気が

引けるといいますか、いろいろ面倒くさいというこ

ともあるのかもしれませんし、事情があるのかもし

れませんが、シャッター閉めたままで裏で暮らして

いるという方も多いのかなというふうに、あくまで

も私の近く住んでいる周りですけれども、そういう

 ふうに感じております。

　町では、町外から新規開業で来られた方、多くは

ありませんが、ぽつぽつといろいろなところに、い

ろいろコーヒーとか開業されて、そこに多くのお客

さんが訪れているということもありまして、決して

町外から開業する人をシャットアウトしていません

し、逆に、特に先ほどの話に戻りますが、移住とか

してくる人も、特に優遇しているわけではなく、町

内の方と均一に新規開業とか新規展開の補助がある

だけで、これを使って、ほかの政策というのは今の

ところ思いつきませんが、これをＰＲして、風景な

んかもいいので、ぜひ、かみふで開業してください

というＰＲに尽きるのかなというふうに考えており

 ます。

　そして、もう一つの話、一番最初の併用住宅の話

になりますが、なかなか大家との話に仲介というの

は、誰がどのようにするかというのは、町がするべ

きなのか、不動産会社を入れるのか、それともそこ

を借りたい人が直接するべきなのか、そのときの家

賃補助等についてどうなのかというのは、今後検討

していかなければならないのかなというふうに、と

にかく空き店舗、空き家・空き地も含めて解消して

いったほうが町が活性化するというのは、議員の

おっしゃるとおり、それも一理あると考えておりま

すので、そちらのほうは今後十分研究検討を重ねて

 まいりたいとは考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　今後、検討されたいとい

うことでございますが、例えば、空き店舗を何かの

補助で買い取るなり開店するなどして、例えばイン

バウンドなんかは特に一極集中した屋台村みたいの

を好むと思うのです。そういうようなことも考えた
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 らいかがかなというふうに考えます。

　また、町の活性化というか、今後、起業を臨む人

たちにさらに魅力的なことを伝えるために、最近、

コロナ禍からユーチューブなどでウェブ上のイベン

ト配信を当町はされていますよね。投げ銭うっての

効果は、ふるさと納税など上富良野町を知ってもら

 うには効果が出ていると思っています。

　しかし、町にお金を落としてもらうには、実際こ

のほかに、この町に来てもらうのが一番だと考えま

 すが、今後どのようなことをお考えか、伺います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　町に来てもらうことがまず第一歩だと考えており

ます。来てもらうだけでは、ひょっとしたら、来て

みて帰るだけかもしれません。ジュースを飲んで帰

るだけかもしれません。ですので、来てもらって、

まずやはり飲食ですね、宿泊してもらえばもっとい

いのですけれども、そういうふうに通過型から滞在

型に、観光が中心になると思いますが、もちろん観

光と商工は非常に連動といいますか親和性がありま

すので、来てもらってお金を消費してもらうと。通

過だけではなくて滞在してもらうというふうな方向

で、いろいろ施策は考えていかなければならないの

 かなというふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　今後、何かイベントなど

再開することによって交流人口が増えるということ

で、地域資源を通して町とつながりのある人が全国

に広がることを望むところですが、例えば、交流人

口を増やすということですが、新たな人の流れをつ

くるということは、移住促進など施策展開に大きな

 強みとなると思います。

　最近、耳にしたのですけれども、上富良野の豚サ

ガリを全国に広めたのは転勤で来た自衛隊が転出さ

れて、北海道に九州の芋焼酎を広げたのもそうだと

言われているように、町外から様々な人がこの町に

集まり、人の流れをつくるということが大切かと思

います。それが町の活性化につながり、移住・定住

による人口増加も、期待できる可能性を秘めている

 と思います。

　空き店舗だけでなく、空き家についてもそうです

が、最近、１１月２８日には、中富良野町が空き家

の包括連携を結んで、空き家を買い取ってリフォー

ムして販売する会社と協定を結んだというふうに出

 ていました。

　どこの町も移住支援については、人の取り合いみ

たいなところがあると思いますが、答弁書の中にも

あります普遍的な解決策の取組として転換できるよ

うな答えが出ていないということですが、例えばコ

ンサルを入れるなど、また観光協会などと統合し、

一般財団法人を設立し、地域おこし協力隊を入れる

などして、上富良野の観光資源を一元化しながら町

づくりをコーディネートして、これから目指す将来

の実現に向けて解決していくべき課題を検証、限ら

れた財源で効果的かつ効率的にまちづくりを進めて

いくことが必要でないかと思い伺いますが、そのよ

 うなお考えはどうでしょう。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１０番井村議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　一般的には、空き家・空き地をそういうふうにい

ろいろ、中富良野でも、今おっしゃったとおりです

が、今回、問題は商店街のことですので、商店街を

どうするかということですので、どこの町も同じ状

況で、劇的に変わったところもあるかもしれません

が、おおむね旧市街と言われる部分は、旭川でもそ

 うだと思います。

　旭川とか大きな都市でもドーナツ化現象とか言わ

れるように、なかなか旧市街をどうするかという難

しい問題があるのかなと思っておりますが、今おっ

しゃられた、コンサルを入れてしてはどうかとか、

いろいろ予算はかかると思いますけれども、限られ

た予算の中でどうしていくかというのは、決して旧

商店街を放置するというわけではなく、何らかの、

すぐできないのかもしれませんが、今できること、

将来できることを含めて、考えていかなければなら

 ないとは認識しております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　石破首相になり、肝入り

である地方創生は優先課題だというふうに上げてい

ます。そして地方創生推進交付金を倍増させる方針

 であるとも言われております。

　人口減少の過疎化をどのように活性化させるのか

期待されるところでありますし、今後、情報収集を

図り、町の課題を検証して、もし当てはまるものが

あれば、この交付金を有効に活用するような施策を

 図っていただきたいというふうに考えています。

　人口の自然増減は仕方ないとしても、人口増を目

指し、少しでも流出させない取組を計画的に進めて

いくには、様々な課題のうち、将来像を実現に向け

て、特に重要な課題を整理し、町民の快適で豊かな

暮らしの実現のために、各分野の課題解決に向けて

 今後も取り組んでもらいたいと思います。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、１０番
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 井村悦丈君の一般質問を終わります。

 　次に、５番金子益三君の発言を許します。

○５番（金子益三君）　町長、このたび、２期目の

 当選、誠におめでとうございます。

　全町民からの絶大なる支持があったと判断をさせ

ていただきまして、一歩前へ進む御答弁を期待する

ところでございまして、私も、２項目６点の質問を

 させていただきます。

　初めに、物価高騰対策として生活支援策を取らな

 いか。

　令和４年から始まって来の物価高騰では、令和４

年には、２万５,７６８品目で、平均値上率は１４

％、令和５年においては、３万２,３９５品目で、

平均値上率では１５％程度の値上げとなっておりま

して、令和６年に入って、既に１０月までに１万８

３品目が値上げされ、平均値上率では１７％となっ

 ております。

　これらの要因については、原材料の高騰のみなら

ず、円安やエネルギー高騰、さらには物流問題など

様々な要因がありますが、近年は、最低賃金の値上

げもされております。３０年前に比べると約１.７

３倍にはなっておりますが、中小企業ではなかなか

それらを補うだけの利益を生み出すような価格転嫁

ができずに苦しい経営状況が余儀なくされておりま

 す。

　また、サラリーマンにとりましても１０３万円の

壁、それらの撤廃について閣議決定がなされていな

いために、実質の手取りの上昇が物価高騰に追いつ

いていない状況が続いていることで、低所得者はも

ちろんなこと、一般の消費者にとっても日々の生活

 に非常に不便を感じている状況であります。

　そこで、物価高騰に対して、行政として住民への

生活支援の方策を取らないのか、以下３点について

 お伺いいたします。

　１点目は、毎年行ってきていただきましたプレミ

アム付き商品券事業を、本年度の追加予算等で対応

し、できるだけ早い時期に商工会等を通じて、町内

事業者での使用ができるような追加措置は行わない

 のか。

　２点目、プレミアム付き商品券事業は、商業振興

対策としてではなく、町民の生活支援事業と位置づ

けして、当初予算で次年度以降対応する考えはない

 のか。

　３点目、エネルギー高騰が止まらない中におい

て、今後、冬季間を迎えるに当たり、福祉灯油とし

て高齢者や低所得者に対しての助成を町独自で行わ

 ないのか、お伺いします。

　続いて２項目め、地方創生２.０へ我が町はどの

 ような対策を進めるのか、お伺いいたします。

　さきに開かれました第５０回衆議院選挙も終わり

まして、第２次石破内閣が誕生しております。この

間において、新たな地方創生２.０として、産学官

金労言士による有識者会議も開かれて、様々な地方

の問題に対して、いかにして解決していくのかなど

 の議論がされております。

　これまで国が進めてきた地方創生は、地域の持続

的な発展を目指し、地域内の人々がその土地で安心

して暮らし、働き、育てることができる社会をつく

り上げることが掲げられてまいりました。これまで

の地方創生では、法案に「まち・ひと・しごと」が

並列されておりますが、今回の地方創生２.０にお

いては「地方に雇用と所得」、「新しい地方経済」

という文言が示すように「しごとづくり」が何より

 全面に出ているのが特徴と言えます。

　そこで町長にお伺いしたいのが、地方創生２.０

において、これまで国が一律にお金を出してきた仕

組みから変わり、それぞれの自治体が主体性を持っ

て地域が自ら成長戦略を描き、実践していけるかに

 あります。

 　そこで、以下３点についてお伺いいたします。

　１点目は、町長は具体的に町の成長戦略をどのよ

うに描いていらっしゃるか。また、それを実現して

いくための必要な政策はどのように描いていらっ

 しゃるか。

　２点目、地方ではなかなか人材が都市に比べると

少ないと言われておりますが、それらを補う方策と

して、現在の地方創生人材支援制度や、新たに関係

人口派遣制度などもありますが、これらの活用など

 を利用していくお考えはあるのか。

　３点目、国もやる気のある自治体には、今後、地

方創生の様々な資金なども準備していると聞いてお

ります。我が町は、これらの地方創生に関わる国か

 らの有利な資金をどのように確保していくのか。

 　以上、６点について町長にお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の２項目の御

 質問にお答えしたいと思います。

　まず１項目めの物価高騰対策としての生活支援に

 ついての３点の御質問にお答えいたします。

　まず１点目と２点目のプレミアム商品券事業につ

いてでありますが、従来のプレミアム付き商品券事

業は、商工振興策として町の経済団体の要望に応え

る形で、毎年、主に年末年始に向けて平成３１年度

まで実施しておりました。また、令和２年度から昨

年度にかけては、新型コロナ感染症に伴う消費の落

ち込みや収入の減少に対する商工振興策として、国

の補助金を原資として、プレミアム率を上乗せして

実施したところであり、いずれも年末年始の家計負
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担を和らげる効果は非常に高く、町民の皆様にも大

いに活用いただき、御好評を得た施策だったと考え

 ております。

　一方、消費喚起を期待する商工振興策としては、

これまで灯油やガソリンなどの燃料費の支払いな

ど、経常的な費用の支払いが大半を占めるなど、町

内専用の商品券を用いた町内消費の拡大に関して、

その効果は非常に限定的と言わざるを得ない状況で

あり、一般財源を用いた施策としての継続は困難な

 状況でありました。

　また、プレミアム分が上乗せされるとはいえ、一

時的に高額な費用を捻出する必要があることから、

所得の低い御家庭ではその利益を最大限受けること

が難しいなど、町民の最低限の暮らしを守るという

 福祉の観点からは課題を抱えているところです。

　このような状況から、今後、国庫補助金などによ

り実施する見込みがある場合、地域経済振興対策と

しては、紙媒体での商品券発行、販売に限らず、ス

マートフォンアプリを活用した電子マネーによる同

様の施策など、生活費負担軽減対策としては、セー

フティーネットとしての効果をより多様かつ所得の

多寡によらず効果のある手法について導入を検討し

たいと考えておりますので、御理解をお願いいたし

 ます。

　次に、３点目の高齢者や低所得者に対しての助成

でありますが、１１月２２日に閣議決定された国が

実施する経済対策では、非課税世帯への３万円の給

付をはじめとした物価高騰への支援が盛り込まれま

 した。

　本町における高齢者や低所得者に対しての支援策

については、国が実施する経済対策のほか、地域づ

くり総合交付金を活用し、福祉灯油事業を実施する

 よう取り進めてまいります。

　次に、２項目めの地方創生２.０への対応策につ

 いての３点の御質問にお答えいたします。

　まず１点目の町の成長戦略についてであります

が、全国的に人口が減少していく中で、上富良野町

も例外ではなく、人口減少社会に対応したまちづく

りを行っていかなければならないと考えており、第

６次総合計画の中でも、人口減少対策はまちづくり

 の最重要課題となっています。

　町を持続的に発展させるためには、行政はもちろ

ん、町民や企業、そこで活動する全ての人々が連携

し、地域の未来を考え、まちづくりを行っていくこ

とが必要であると考えており、上富良野町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲げた「これからの上富

良野を見据えたしごとづくり、ひとづくり」、「人

をひきつけ、好きになってもらうまちづくり」、

「全ての世代が希望を持ち、安心して暮らし、活躍

できるまちづくり」、「ずっと住んでいたくなる、

時代に対応したまちづくり」の四つの基本目標を柱

 として、今後も政策を進めてまいります。

　次に、２点目の地方創生人材支援制度についてで

ありますが、地方創生人材支援制度につきまして

は、９月定例会でもお答えさせていただきました

が、持続可能なまちづくりを進めていく上で、非常

に有効であると認識しておりますので、今後活用を

 検討してまいりたいと思います。

　次に、３点目の国の交付金の活用についてであり

ますが、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金

については、自治体が自由度の高い事業を行うこと

ができる交付金になるとの情報もありますが、詳細

が示されていないため、今後出される交付要綱等を

確認し、活用について検討していきたいと考えてお

 ります。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　それでは、再質問。 

　１項目めの１点目と２点目、御回答を一緒にいた

だいておりますので、ちょっと順番が後先になるか

 もしれませんが、再質問させていただきます。

　今回、さきの議員を含めて、私も含めて、５人が

このプレミアム商品券の事業について質問があるの

ですが、残念ながら、同じ答弁が繰り返されており

まして、どこぞの国の総理大臣の企業献金をやめる

かやめないかという答弁が、誠に同じだったのを思

い出してしまったのですが、そもそも、私の１点目

について、今年度の補正予算と追加の補正予算をす

るような形で、今年度にこのプレミアム事業を行う

のか、行わないのかをそもそも聞いているのです

 が、これについてはどうでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　現時点では何も決まっておりませんが、さきにも

申し上げましたとおり、国の経済対策の補助金等を

鑑みながら、今後検討していきたいと考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　非常に地方において可処分

所得がなかなか上がっていない状況の中で、住民の

皆さんが少しでも買物をするとき、特に年末年始に

限らず、年度末、年度始めというのは割とお金が動

 くときなので、その手助けとなっております。

　答弁の中にもありました平成３１年度まで継続さ

れていた商工振興事業、私の記憶の中では、前の前

の町長のときからこの事業を行っておりまして、既
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に２０年以上継続的に行われております。この間コ

ロナもありましたけれども、私の記憶においては、

平成３１年までの間においても、現在の町財政より

ももっともっと厳しい、１００億円から６０億円に

財政が厳しくなったその後においても、この事業と

いうのは継続的に行われてきた記憶がございます

が、なぜ今年行わないのかという明確な御答弁をい

 ただきたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　さきの質問の回答と重なりますが、商工振興策と

しては効果が限定的であること、それと当時にどう

いう財源で、一般財源でやっていたのかどうか調べ

ていませんので分かりませんが、財源も相当手当て

をしなければなりませんので、これを恒久的な事業

として当初予算からということは、考えてもなかな

か実現は難しいのかなというふうに考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　当初予算で工面というので

はなくて、そこまで飛躍した話ではなくて、今回の

補正でも構わないから、やらなかったということを

聞いていたのですが、私も明確にどういった財源を

組み替えてきたのか、もしくは財調を崩したのか、

ちょっとその辺は正確には覚えていないのですが、

少なくとも今よりも厳しい財政状況の中において

も、当時は商工振興という名の下において、この事

業は続けてこられたということをまず確認しておい

 ていただきたいのですよね。

　これ、商工振興なのか住民サービスなのかとい

う、卵が先か鶏が先かの議論の前に、ざっと上川管

内の状況を見ても、これは国からの補助金が入ると

見越したのか、財政が豊かなのか、様々な組み替え

をしたのか、それはちょっと私は承知するところで

はございませんが、既に近隣市町村においては、年

末年始に関わる、いわゆる商売の繁忙期に合わせ

て、住民の皆さんの懐が忙しくなるときに合わせ

て、いち早くプレミアム付きの商品券事業を行って

いる自治体が非常に多いのですが、先ほど町長、お

金がないから、国からの支援が不透明だったからと

いうことでございますが、やっぱり本来であれば、

今の時期にプレミアム付きが出るのが望まれるとい

うことでしたが、優先順位的には、町長の中でこの

プレミアム付き商品券事業が低いということで認識

 してよろしいですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　事業をやることの理由を述べるのは、それは説明

責任しなければならないですけれども、やらなかっ

たことの部分ですね、それなかなか難しい。やらな

かったことは無限にありますので、端的に優先順

位、優先順位が全然効果がないよと言っているわけ

ではございません。当然、財政状況も影響してきま

すので、そうすると、やらなければならないことと

いうのは、必然的に優先順位がつきますので、そう

いった中で今回は、今回はというか、補正予算でも

なかなか単費では難しい、そういう結論に至ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　大変残念な御答弁でござい

ます。これは決して商工業者を救うというか、その

振興ではないのですよね。実際にそれを使う住民が

恩恵を一番受ける。そのことから、このプレミアム

付き商品券事業というのは長らく続いてきたのです

けれども、その中において優先順位が低いという答

弁は非常に、一住民として、住民の代表としても、

これちょっと悲しい御答弁だったなというふうに

 思っております。

　年内は無理かもしれないのですけれども、年度内

であれば、まだまだ事業的には可能だと思うのです

よね。会計年度が５月で締めるとすれば、３月だっ

て、まだまだお金の出入りというのは町民の皆さん

たくさんありますし、厳冬期においては、燃油等に

 回ることもあります。

　先ほど、町長、ガソリンとか、そういった経常的

経費に占めていると言うけれども、これ嘘ですよ。

まだまだいろいろなもの使われていますよ。仮にで

すよ、仮にそこの経常的なものに使われたとしま

しょう。だけれども、プレミアム分が上乗せされて

いるということは、従前１万２,０００円の灯油を

入れていたものが、２０％のプレミアムであれば１

万円で済むわけですよ、住民は。そうすると、そこ

に２０％の可処分所得が浮くわけですよ。そしたら

ば、家族でおいしいもの食べに行こうかとか、もう

一回ちょっと、いつも髪を切っているだけだけれど

もパーマかけようかなとか、それが経済効果なので

すよ。そういったものをきちっと町長は理解しない

で、ただ需要費だとか、そこに支払われているから

効果は限定的というのは、ちょっと現実を見ていな

 い答弁だと思います。

　それで、私が聞きたいのは、まだまだ年度内で間

に合うと思うので、これは何とか単費の中でできる

と思うので、ぜひやっていただきたいと思いますが

 いかがですか。
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○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　住民の懐がちょっと厳しいから助けてほしい。で

あれば、直接給付でもいいのですかということに

なって、プレミアム商品券でなくてもよくなってし

まうので、そういうことを言っているわけではなく

て、プレミアム商品券は、やはり商工振興の意味は

相当あると。それを無視すると、プレミアム商品券

を発行しないで、現金で、国がやっているような、

それでもいいのかということになってしまいますの

で、それでも町民はいいのですけれども、それにプ

レミアム商品券をかますことで、やはり商工振興は

必ずこれは絡んでくるので、商工振興の意味を否定

 することはできないと思っております。

　その意味で、２割、私の答弁が間違っている。ほ

とんど経常的な経費に使われている。統計をたしか

取っておりますので、後でその真意は分かると思い

ますが、確かに２割浮くのです。プレミアム商品券

がどこで使われたかは追跡できますが、その浮いた

可処分所得がどこで使われたかというのは追跡でき

ません。ですから、もらった人はいいです。可処分

所得が２割増えたから。それはいいのですけれど

も、商工振興なら、その可処分所得が、浮いた２割

が、本当は町内で使われれば、町内の飲食とかで使

われればいいのですけれども、そういうところを追

跡するのは不可能なので、裏づけを追うことはでき

ないので、２割がどうのこうの、町民はいいかもし

れないですけれども、商工業者にその２割の効果が

あったかというのはなかなか立証するのが、言及す

 るのが難しいかなというふうに思っております。

　繰り返しになりますが、単費で、大変値上げの影

響は、一般町民だけではなくて、町も相当賃金上昇

と値上げの影響を受けておりますので、なかなか単

費でやるというのは、決してこれを、町民の懐が厳

しいというのは分かっておりますが、手を差し伸べ

たくても出せないという状況もひとつ御理解いただ

 きたいなと。

　ただ、幸いなことといいますか、国で経済対策の

補助金を今準備しているところですので、それの準

備が整って、うまく要綱等に合致すれば、何らかの

プレミアム商品券と、今ここで断言することはなか

なか、差し控えますが、何らかのそういう施策は

打っていかなければならないというふうに考えてお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　ということは、もしかした

らまだ幅があるのかなという含みで捉えさせていた

 だきたいというふうに思います。

　町長、今、可処分所得のところをおっしゃったの

と、プレミアム商品券の商工業者に対する経済政

策。私も、経済政策ゼロとは言っていないのです

よ。例えば昨年度は、コロナの地方創生のお金で

入ってきた分ですけれども、額面で約８,０００万

円を発行しているのですよ。だから８,０００万円

は、一部大型店舗には使われた部分もありますけれ

ども、そのほとんどが燃油なのか、それは洋服なの

か、飲食なのか別としても、その８,０００万円は

 上富良野町で必ず消費されているのですね。

　仮にその８,０００万円を現金でばらまいたら、

この８,０００万円は本当に、町長おっしゃるよう

に、上富良野町にどれくらい残るか分からないとい

うことで、その分はいいです。浮いた２割はどこで

使うか。もしかしたら、旭川の大きなショッピング

デパートで使うのかもしれないし、もしかしたら、

海外旅行に行くお金の原資になるかもしれない。で

も、それはまさしく町民のための福祉政策という

か、物価高騰に対する補助に値するところなので、

これは全く矛盾していることではないと思いますか

 ら、私もそこは思っております。

　ちょっと含みを持った御答弁をいただいたので、

これ以上、今の１番に関することは私も言いません

けれども、２番目の当初予算でつけていただく中に

おいて、いわゆる商業振興政策ではなく、町民の生

活支援ですよという大きな意味が、コロナ禍では２

年からの昨年までの事業については、確かに原資が

国庫補助金の中で地方創生の新型コロナウイルス対

策で入ってきたお金の中であったので、初めて商工

会及び商工会員の事務手数料ですとか、換金手数料

ですとか、それに関わる諸々のお金の部分というの

も含んだお金で使われたのですよ。それ以前という

のは、換金手数料を大型というのは２％、その前は

もうちょっと高かったのですけれども、一般の小規

模事業者については１％、そして印刷費、それから

頒布に関わるものというのは、全て商工会会員等で

補ってきておりました。これはやっぱり商業振興の

名の下に行われてきたので、この間は致し方なかっ

たのかもしれないのですけれども、これをやること

によって、参加する事業者がどんどんどんどん減っ

 ていっているのですよ。

　例えばですけれども、例えば今年、もしも昨年と

同じベースでやりますと、発券しますと、それに対

してのプレミアム分は町で持ちますよと。だけれど

も、これは商業振興事業なので、例えば発券に関わ

る印刷だったりとか、換金に関わる人件費だったり

とか、そういったものをやると、今まさしく町長

おっしゃったように、物価高騰なのですよ。８,０
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００万円に対して約４％から５％の経常経費がか

かってしまうのですね。そうすると、商工会はもち

ろんとして、それに関わる、せっかくプレミアム商

品券を発行してきたけれども、うちの店使えません

と。そんな４％も５％も換金手数料に関わるくらい

だったらば、とてもではないけれども参加できませ

んと。これは原材料も上がっていて、その原材料

が、仕入れが上がっているものに対して販売価格に

転嫁できないのですね、中小企業というのは。もち

ろん大企業と違って内部留保資金も持っていないの

ですよ。だから参加したくてもできないというこ

 と、非常に悪循環を招いていく。

　だからこそ、当初予算でしっかりと、その事務経

費も含んだ中で、これらは位置づけなければならな

い。ほかの自治体、全部そういうふうに今やってい

るのですね。ぜひその辺は、町長の今後のね、財源

はどうなるかというのは、財源は知りませんという

無責任なことは言いませんよ。財源もそこもしっか

りした中において、商業振興も、そして住民の物価

高騰に対する生活支援も、両方兼ね備えた事業であ

るべきものとして、当初予算でぜひ組むものと私は

 考えますが、町長はいかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　物価というのは、そもそも普通であれば２％くら

い上がっていきます。過去からもずっと上がってい

きます。問題なのは、家計の所得が、その上昇に特

に近年追いついていかないのが問題で、両方ともパ

ラレルに普通に上がっていくのが通常ですので、今

の状態がちょっと乖離があって、物価上昇分に追い

つかないという状況、もしくはそのほかにも何か理

由があって、昔はそうだったと思います。何か一時

的な理由があって、商工振興策として、そういうい

きさつが必ずあると思います。ただ、それがやはり

こういう事業は一時的に手当てをすべきで、毎年振

興策としてプレミアム付き商品券というのは、なか

なか馴染まないのかなというふうに思っておりま

 す。

　確かに、住民の家計には優しくなりますが、当

然、苦しいときには支えてあげなければなりません

が、通常のときには、そういうことは税金を投入す

るべきではないというふうに思いますので、あくま

でもこういう事業は、状況を見ながら、機を見て俊

敏にといいますか、財政的な制約はもちろんありま

すが、決めていくべきものなのかなというふうに

 思っております。

　おっしゃるように、換金手数料については、まだ

まだ議論の余地はあるのかもしれませんが、これを

事業として恒常的にというのは、なかなか難しいの

 かなというふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　町長、この事業は非常に、

他の事業もそうですけれども、スピード感を持って

やらないと駄目なのですね。もちろん年度末という

お尻もありますけれども、今、まさに今、住民が必

要としているものが非常な物価高騰によって悩ん

 で、この先上がるものもあるのですよね。

　一例を挙げると、上富良野の高校の制服が上がり

ますから、上がるのです。全部上がっているのです

よ。では、皆さん手取り上がっていますかといった

ら、上がっていないのですよ。上がっている人もい

ますよ。先ほど町長言ったように、町も大変だと、

給与上がっていると。ちゃんと地方交付税で補填さ

れてくれるではないですか。普通の一般サラリーマ

ン、どこが補填してくれますか。してくれないので

 すよ。そこもきちっと分かってほしいですね。

　それを踏まえた上で、いろいろな国からのもので

あったりとか、恒常的にするしないは別とした中

で、いろいろなことを鑑みながら、その場その場で

対応するというものではなくて、これはもう当初予

算できちっと予算化されている。それが住民の皆さ

んの、いわゆる需要と供給のバランスにおいて、需

要が高まるとき、供給が必要とされるときにフレキ

シブルに商工会等において対応できるような事業に

することこそが、上富良野に住んでよかったなと思

われる一つの要因にもつながると思うので、そこは

やっぱり町長、ある程度腹をくくってやっていただ

 きたいというふうに考えますがいかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　できればスピード感を持ってやりたいのですが、

なかなかそういう財政的な制約、先ほど地方交付税

の話をされておりましたが、昨今の賃金の上昇、物

価の上昇について、地方交付税では控除されており

ません、現在のところ。ですので、厳しい状況で今

年の当初予算も一番初めから財政調整基金を入れる

 ことを認めてもらった、そういう事情があります。

　その中で、独自でスピード感を持ってやりたいの

はやまやまですが、プレミアム商品券と限らず、い

ろいろなまだまだ苦しんでおられる方がおりますの

で、一般的に賃金上昇したと言われても、賃金でな

い人もおりますので、だからスピード感持ってやり

たいのはやまやまですが、やはり今回は、先ほどの

答弁になりますが、どうしても国の補助を当てにし

なければならない。その中で最大限のスピードアッ
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プはしてまいりますが、そういう状況を御理解して

 いただきたいなというふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　町長も苦しいというのは分

からないこともないですが、先ほど同僚議員の御答

弁の中にもありましたけれども、本当に苦しいので

すよね、町民ね。もしかしたら、最低賃金が上がっ

た中において、若干の可処分所得が上がっていらっ

しゃる町民の皆様もいるかもしれませんが、町長御

答弁の中にもあったように、年金受給者は、これ全

く上がっていない中において物価高という渦中にい

らっしゃるということだけは忘れないでいていただ

 きたいというふうに思います。

　その中において、私、別に聞いていなかったので

すけれども、御答弁の中にあったので、一時的に高

額なお金を拠出しないと得ることができないという

御答弁ありましたけれども、そんなことなくて、１

枚５００円のものを、安価な口数から対応できるよ

うにもしておりますから、一方で、昔は上限がなく

て、本当に一部のお金持ちの人しか買えなかったと

いうこともありました。それらをきちっと反省した

上で、事業者、商工会も含めて、町もその辺きちっ

と話合いをした中で、上限は幾ら幾らにしましょう

と、それから最低購入金額もここまでにしましょう

とかということを日々改良しているので、一概に所

得の低い御家庭の方では利益を最大限に受けること

が難しいというわけではないということは、まず御

 理解いただきたいというふうに思っております。

　今後も、このような中から少量の口数から、ある

程度一定程度のものに対することは、これは続けて

いきながらやっていただきたいと思いますので、ま

ず、先ほど、町長も含みの中でありましたから、こ

の部分については、お互い認識しているというふう

 に考えます。

　この点について、もう１件聞きたかったのが、町

長の御認識の中で、紙媒体というものではなくて、

スマートフォンアプリを利用した電子マネー等の決

済によるものと併せてやっていくという、検討する

と書いていますけれども、電子媒体にすればするほ

ど手数料が高いのですよ。ざっと２.７５から３.２

５％ぐらいの手数料というのが販売業者側にかかっ

てくるのですね。導入のときは、〇〇ペイというの

は、ただでいいですよとやるけれども、普及したら

ば、そこから販売手数料が莫大にかかってくるので

すね。当然、向こうも事業ですから、ここに商品券

事業を乗せられてしまうと、事業者側はとんでもな

 いことになるのです。

　さらに加えて言うならば、この後の質問にも

ちょっと被ってくるのですけれども、電子媒体で決

済できるお店というものの数というのが、まだまだ

商工会の中でも目標数には達しておりません。なぜ

かというと、町長御承知のとおり、Ｗｉ－Ｆｉ環境

をインターネット環境を整えなくてはいけない。機

材については、ただでもらえるかもしれないけれど

も、毎月のランニングコストがそこのお店にかかっ

てくる。そういったものプラス、決済時に販売手数

料が大きく乗ってくる。なかなか中小零細企業の中

においても、本当に小さい飲食店であったりとか、

本当に小さい事業所というのは、ここに二の足を踏

むところがあるので、ここはちょっと、この事業と

電子決済事業、電子マネ事業というのは分けて考え

ていただかなくてはいけないかなというふうに思い

 ます。

　東川町あたりは、ＨＵＣという電子地域マネー

のカードを使っていますけれども、このたびのプレ

ミアム商品券については、まだまだそのカードが全

町民に行き届いていないということと、今言った決

済手数料の問題があるので、電子媒体は電子媒体、

プレミアム商品券はプレミアム商品券というふうに

分けて事業化しているところもあるので、ここの分

をしっかりと御認識していただいた上で、今後の経

済対策の中における電子マネーの考え方というのを

まず認識していただきたいと思いますがいかがで

 しょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まず、弱者に、生活困窮者に対する最大限利益を

享受できないというのは、これは私の認識ですけれ

 ども、非常にそう思っております。

　例えば、１枚５００円にしようが１,０００円に

しようが、最大５万円まで１人買えるとしたら、そ

の５万円を一気にそろえるというのがなかなか、相

当厳しいと思います。５００円から買えるから５０

０円、それではやっぱり生活防衛として、生活の弱

者をセーフティネットとしての機能を考えた場合、

それはやっぱりある程度そういう方に配慮しなけれ

 ばならないと結構思っています。

　販売手数料については、カード決済、電子のほう

の手数料と現行の手数料、それは当然比較しなけれ

ばならないと思っていますし、Ｗｉ－Ｆｉ云々もあ

りますけれども、そもそも全部の補填が電子マネー

対応になったとしても、そもそも自分の携帯を持っ

ていない人もいるかもしれません。携帯にアプリが

入っていない人もいるかもしれませんので、当然そ

ういうことを考えたら、全部１００％電子マネーに

するというのはまだまだそういう段階ではないと
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思っていますので、当然紙媒体も残っていくのだろ

 うと考えております。

　Ｗｉ－Ｆｉ設置、電子化がなかなか進まないとい

うのは、Ｗｉ－Ｆｉのランニングコストがかかって

どうのこうの、いろいろあると思いますが、それは

もうどうしようもないのですけれども、何とか、も

ちろん入れることによって顧客が増えて、手数料

もカバーするぐらい増えていければ、それがもちろ

ん順当なプロセスなのかなというふうには思ってお

りますが、なかなかその辺については、入れられな

い固定の方がいるという、入れない、入れられな

い、そういう方がいるということも、全く無視して

 いるわけではございません。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　お昼をまたぎそうなので、

このまま５番金子益三君の質問を続けたいと思いま

 すので、御了承いただきたいと思います。

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　町長もその辺は理解してい

ただけると思っておりますので、先ほどの５万円の

最高額としたら、それをいきなり買うのは難しいと

いうのは、私もそこは重々理解しております。 

　ただ一方で、非常に町民の皆さんのプレミアム商

品券事業に対する熱い期待というのがあるというこ

とを、私も含めた５人の議員が同様の質問もしてお

りますので、そこの部分は重く感じていただきたい

というふうに思いますし、３点目の質問に対して

は、即対応していただいたことに対して大きく評価

 させていただくところであります。

　何としても、今年度中にプレミアム商品券事業が

行われることも期待しておりますし、当初予算で次

年度以降、継続されることを期待申し上げ、次の質

 問に入ります。

　地方創生２.０でございまして、答弁の中にもあ

りました令和２年２月に策定されました上富良野町

まち・ひと・しごと創生総合戦略の四つの基本戦略

の中で、令和６年度予定のＫＰＩにおいて、地方に

雇用と所得、新しい経済政策と大きく関連のある二

つの目標について、重点的に取り組んできた具体的

政策の進捗について、町長はどのようなＰＤＣをお

 持ちでいらっしゃるのか、お伺いいたします。

　ごめんなさい。その二つというのは、「人をひき

つけ、好きになってもらうまちづくり」、それから

「これからの上富良野町を見据えたしごとづくり、

ひとづくり」この２点の中なのです。具体的に言っ

 たほうがよろしいですか。

　中身について、ざっくり申しますと、事業所数を

４６０にしたいとか、企業誘致補助の新規事業を５

件にするとか、持続化認定事業は１５件、新規開業

特産品開発補助認定が１５件とか、農業生産９６件

にしたい、年間の商業販売額を７０億円にしたい、

先ほど申したキャッシュレス対応事業を１００件に

したい、人材育成事業を３回にしたい、協働のまち

づくり啓発事業は３回にしたい、ジオパークは、ツ

アーは５回、ジオツアーは１００人呼んで、ふるさ

と応援モニターは１万４,０００件、ジオガイドは

１５人にして、年間の宿泊観光客は８万人、うちイ

ンバウンドが１万２,０００人、移住体験利用延べ

日数が５２５日とか、移動相談窓口が２０人という

 ふうになります。

　この数字、細かいことはいいです。どうなったか

という検証はいいです。このことについて、町長は

どのようにＰＤＣ（プラン・ドゥ・チェック）を

 行ってきたのかということだけお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁願います。 

○副町長（佐藤雅喜君）　５番金子議員の御質問に

 お答えします。

　私も細かい数字については、大変申し訳ないです

 が、今の時点では把握しておりません。

　総合戦略についての数字については、毎年毎年一

定程度の、年度ごとにきちんと数字を把握していっ

て、数字によっては、例えば、私が知っているとこ

ろだけ言うと、ジオガイドみたいなのはクリアして

いるよとか、それから、新規の事業所については、

ちょっとまだ追いついていないねとかというような

ことの点検というのは、毎年毎年する作業は行って

 おります。

　そういったものにおいて、この後どういうふうに

するのか。同じ政策でもってやっていけばいいの

か、新たな政策を検討しなければないのかというこ

とが、その数字の進捗状況に応じて、それぞれの所

管で検討することにはなっておりますけれども、そ

れが具体的に、３件足りないからこの部分を幾ら予

算を増やすというような具体的なものまで全てが全

 て取り組めていないというのが実際かと思います。

　ただ、そのＫＰＩの数値についてはしっかりと進

捗管理しているということ、数値の管理はしている

 ということで御理解賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　ただ今、副町長のほうから

御答弁ありましたように、当然このＫＰＩについ

て、プラン・ドゥ・チェックを繰り返しながら行っ

 ているものと私も信じております。

　伺いたかったのは、令和２年に策定いたしました

上富良野町まち・ひと・しごと総合戦略というの

は、これはときの地方創生の中での組立てだったと

思うのですけれども、このたび、国においても２.

０ということで、少し焼き直しが加わったことで、
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完全に新たな仕事、雇用を生むというところにシフ

トしていくわけでございますが、今後において、上

富良野町のまち・ひと・しごと創生総合戦略につい

ては、うちの町も少し新たな追加項目であったりと

か、今の第１期の創生総合戦略に基づいた中で、次

の、今もう令和６年ですから、第６次総合計画に基

づいた中で行っておりますが、後期の中において新

たな上富良野町の総合戦略というのは、今後策定し

ていく予定というのはどのようなスケジュールなの

か。もしあれば、どのようなスケジュールかお伺い

 いたします。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁願います。 

○副町長（佐藤雅喜君）　５番金子議員の御質問に

 お答えいたします。

　今年度中に見直しを図るというのは、もう決まっ

ていることなのですけれども、このタイミングで

もって、金子議員御質問のとおり、新たな部分、国

のほうもいろいろなものというか重点的にしていく

というようなことですよね、今回の２.０について

は。さらに強化していく部分というのは示されまし

たので、それを具体的にどういうふうに反映してい

くかというのは、今ちょっと、これからしっかり

２.０の中身、それから今後示される地方創生のメ

ニューやなんかも結構国のほうでもウェブでもって

説明会を今後開くようなことの情報も得ていますの

で、そういったものも得ながら、どこまでうちのや

つをただの見直しでなくて反映していくのかという

のは、これからちょっと急ピッチで進めなければな

らない課題なのかなというふうに考えています。ス

ケジュール的には、ちょうど重なってしまっている

 というような状況にございます。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　ありがとうございます。 

　急ピッチで進められることを望みますし、そこの

点において、町長にお伺いしたいのが、実に地方に

おいての雇用と所得であったりとか、新しい地方の

経済を生み出すというところなのですけれども、こ

れらの主軸の中において我が町の、いわゆるスポッ

トになるのかな、スポットの中でも、特にその強み

というか、これは我が町、我が地域独自性があるよ

ねとか、ここを伸ばしていくことによって、地方創

生２.０にうまく乗っかっていきながら地域活性が

できるよねという、何かそういった町長の、我が町

の強みというようなものをお持ちであったらば、お

 聞かせ願いたいというふうに思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　我が町の強みですね。我が町の特徴というのは、

農業はかなり特徴的だと思います。ビール、ポップ

はじめ、ラベンダーとかいろいろあって、プラス、

車の旅行客のビッグデータを見ると、大体千歳空港

から入って、どこに来るかというと、道東までは行

かないですね。大体、富良野圏、日高山脈より東に

行かないのですよね、あまり。ビッグデータで。そ

れが札幌からの距離。だから農業と観光、山も含め

て、そういうのが非常に強みだと思っております。

 景観も含めていなのですけれどもね。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　分かりました。ぜひその辺

の強みをどんどん出していっていただきたいと思い

ますし、２番目の地方創生人材支援制度を活用、

さっきの私も一般質問でもいたしましたが、検討す

 るということでした。

　具体的に町のどのような部署に配置して、どんな

仕事の活用かというのを、また関係人口派遣制度の

活用というのは行わないのか。２点お伺いいたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　地方創生人材支援制度、これについては具体的に

まだそこまではいっておりません。ただ、将来的に

といいますか、全くこれを視野に入れていないわけ

ではありませんので、当然これも視野に入れていま

すし、プロパーの人、いろいろありますので、その

中でどういうところに配属するか、もちろん決まっ

ておりませんが、やっぱり期待するところは、どん

な人でもそうですが、やはり財政、国庁のパイプ、

いろいろ事業のマネージメントをしたり、そういう

いろいろな、その時々でそういうタスクといいます

か、そういうものは求められてくると思います。今

のところは、全くそれについては白紙と。ただ、そ

ういう制度も睨んでいると、そういうふうに考えて

もらって構わないかなというふうに思っておりま

 す。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　ぜひ、地方にも素晴らしい

人材がたくさんいらっしゃいますけれども、それら

をカバーする意味では、非常に活用が大きいと思い

ますので、うまく使っていっていただきたいなとい

 うふうに思います。

　３点目の国の交付金についてなのですけれども、

まさにこれこそが２.０、大きくシフトを変えたの

だなというふうに思っています。今のときから、非

常にアンテナを高く張って、いざ上富良野町が進め

ようというときには、非常に有利な資金、必要な資

 金の調達が速やかに行える準備が必要と考えます。
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　それで、一般的に先ほどの地方創生の人材支援制

度もそうですけれども、こういった事業をやるとき

は、いろいろな官民のコンソーシアムをつくったよ

うな中でこういった事業を進めていくのが一般的で

すよね。先ほどの産学官金労言士といったものも含

めた中でやるのですけれども、町長、その辺のイ

メージというのは、そういった一般的なコンソーシ

アムをつくりながら新たな創生について進めていく

のか。また行政の内部だけでやっていくのかという

 イメージをお持ちなのかをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問に答

 えしたいと思います。

　この交付金について、どのような形になるのかと

いうのが全く見えていないので、イメージしている

のは、冷え込んだ経済にてこ入れとか言っています

ので、また、コロナのときの経済対策のようなもの

なのか、イメージですよ。だから、まだはっきり分

からないで、どういう事業が該当するのかについて

も、もちろんあらゆる考え方というか、捉え方を一

つに固執するわけではございませんが、広く前広に

 考えていきたいと考えております。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　町長、令和６年１１月８日

に、石破総理が総理官邸で第１回の新しい地方経済

生活環境創生本部会を開催したときの挨拶が少しヒ

ントになるのかなと思うのですが、その中のものを

抜粋させていただきますと、当然のことであります

が、「縦割り、ばらまきは廃止します。各省庁連携

して施策を統合化、重点化いたします。そのため

に、令和７年度予算では倍増を目指して、質、量と

もに大幅に重点させますが、金額だけ増やしたとい

うことでは何の意味もないので、そこにおいてどう

やって統合化、重点化して、ばらまきになるという

御批判を受けないようにしたい」と思っておりま

 す。

　次が大事なのですけれども、「今般の経済政策に

おいても、農林水産業、観光産業等の高付加価値

化、日常生活に不可欠なサービス維持の向上、新技

術を活用した付加価値創出等の取組を支援してまい

ります。これに地方創生交付金を前倒しで措置して

活用していただきたいというふうに考えておりま

す」という、総理大臣の挨拶があったということ

で、今までのような金太郎飴のようなばらまきでは

なく、そこには知恵を出して、地域の特性を生かし

て、そこに雇用であったり、また日常生活に必要不

可欠なサービスの向上というものに対してやるとい

 うことであります。

　１点、プロジェクトとかちというものが成功事例

であるというふうに聞いておりますが、先ほど言っ

た一般的な産官学のコンソーシアムではなく、情報

の提供を持っていく、そして、地域内外の企業との

マッチング事業を図って、さらにそこをしっかりと

事業化支援を行っているというプロジェクトがござ

いましたので、そういった例も参考にしていただき

ながら、我が町も非常に有利な交付金になると思い

ますので、今までのような在り方ではない斬新な考

えを持って取り組んでいただきたいというふうに思

いますが、最後に町長、これらについて見えないと

いうことではなく、私はこういう地域づくりをした

いという思いの中で、どのように動かしていくのか

 をお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　５番金子議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　コロナのときは、いろいろ現金給付とかもありま

したので、ばらまきという批判もあったのかもしれ

ませんが、私は決して、現金が必要なときもありま

したので、それはそれでよかった。国民の皆さんが

助かった面は否定できないと思っておりますし、コ

ロナのとき、それ以外にも、ＩＣＴを活用した事業

というのは、町で言えば農業、あと、キャッシュレ

スとかいろいろありましたので、消費されてなく

なっていくものではなくて、設備投資に当時も入れ

ましたが、今後においても人口減少していく中で何

が必要かというと、そういう人がいなくなった部

分、誰がカバーするのかというと、そういう技術だ

と思いますので、現金を給付して消費してなくなる

のもいいのですけれども、それ以外の未来につなが

るような、設備投資につながるような、事業展開に

つながるような交付金であってほしいというふうに

 考えて思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、５番金

 子益三君の一般質問を終了いたします。

　ここで、１３時３０分まで昼食休憩といたしま

 す。１３時３０分開会でございます。

─────────────── 

 午後　０時１３分　休憩

 午後　１時３０分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、休憩を解いて、

 会議を再開いたします。

 　９番島田政志君の発言を許します。

○９番（島田政志君）　それでは、先に通告してお

 ります１項目について質問いたします。

 　１、タブレット端末の導入について。

　町としてＩＴ化にいろいろ取り組んでいるところ
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と思われます。これまで電子契約や会議録システム

の導入のほか、文書管理デジタル化などが進められ

 ていると思います。

　令和６年度も残すところ約３か月となり、令和７

年度予算の検討時期と思われますが、次の点につい

 て伺います。

　（１）他自治体では、様々な会議においてタブ

レット端末の利用が進められている状況を聞く中、

タブレット端末の会議での活用は、ペーパーレス

化、会議進行の効率化、賛否の即時性、さらに会議

室にいなくても会議に参加できる等のメリットがあ

ります。町として導入が進められていない理由を伺

 います。

　（２）自治体の情報システムの標準化を令和７年

度末に目標を置いておりますが、これらの取組の中

で、会議等に活用するタブレット端末は考えておら

 れますでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員のタブレット

端末導入についての２点の御質問にお答えいたしま

 す。

　まず１点目のタブレット端末の導入についてであ

りますが、これまで複数台購入し、訪問時での活用

のほか、オンライン会議での使用などを行っており

ますが、組織全体とした本格的な導入には至ってい

 ないところであります。

　業務用パソコンについては、デスクトップ型と

ノート型を毎年３０台程度購入し、古くなったもの

から順次更新を行っております。御質問のタブレッ

ト端末においては、整備を行っておりません。タブ

レット端末については、その形状から軽量で持ち運

びやすい特性がありますが、一方では、長時間の作

業に適していないなど、通常の事務処理の使用では

通常のパソコンに利があることから、現在使用して

いるパソコンの代わりとはなり得ず、プラスアル

ファの部分となり、コストが割高になることや紛

失・盗難等のリスク等を勘案し、導入に当たって

は、その導入経費と効果を判断することが必要と捉

 えているところであります。

　タブレット端末により、業務効率や住民サービス

の向上につながるようなところについては、今後、

数台の導入について検討していきたいと考えており

 ますので、御理解をお願いいたします。

　次に、２点目の自治体の情報システムの標準化に

ついてでありますが、本町においても戸籍システム

をはじめ、計１７業務（住民基本台帳、国民年金、

選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住

民税、軽自動車税、国民健康保険、障がい者福祉、

後期高齢者医療、介護保険、児童手当、子ども・子

育て支援、健康管理、戸籍、戸籍附票、印鑑登録）

については、令和７年度末までに運用を開始するよ

 う、現在作業を進めております。

　自治体システムの標準化とは、各自治体で利用す

る情報システムに一定の基準や規格を設けて統一的

な取扱いを推進するものとなっております。現在は

各自治体が独自のシステムを構築・運営しているも

のを標準化基準に適合した情報システムを利用する

ことで、システム構築・運用に関する効率化やコス

ト低減を図ることが目的となっていることから、御

質問のタブレット端末の導入とは別のものとなりま

 すので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　９番島田政志君。

○９番（島田政志君）　それでは、役場の会議とか

町議会において、多くの紙の資料が配られておりま

す。この紙、またそれをコピーするための時間、大

変無駄といいますか、それにかかる費用を算出した

 ことがあるのでしょうか。

　また、地球環境と言いながら、コピー用紙は使い

たい放題といいますか、非常に無駄が多いと思われ

ます。本当にＳＤＧｓを推進しているのか、町長の

 考えをお聞かせください。

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩といたします。 

─────────────── 

 午後　１時３７分　休憩

 午後　１時３８分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、暫時休憩を解い

 て、会議を再開いたします。

 　町長、答弁。

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　コピー代について、年間でどれぐらいほど消費し

ているのか。その時間等コストについて、計算した

ものは、過去の記録があったか、ないか、定かでは

ないのですが、現在は、その数字は持ち合わせてお

りません。もしあれば、後ほどお示ししたいと思っ

 ております。

　あと、地球環境からＳＤＧｓ等々、環境的にどう

なのかと。紙のペーパーレスの方向に向かっていく

べきではないのかという御質問ですが、全くそのと

 おりだろうと思っております。

　ただ、急にできるものかどうかというのは、また

別問題で、そもそも導入のコストがかかったりする

問題も先ほど述べたとおりですが、皆さんが均一に

同じレベルで操作できるのかどうか、その辺も含め

て、役場庁舎内はもちろんですが、各行政委員会等

においても、今後その方向でいくことは間違いない
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のですが、いつ踏み切れるのか、ペーパーレスに行

けるのかというのは、まだまだ検討が必要なのかな

 というふうに考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　それでは、ペーパーレス化

におきまして、ただいまの会議の資料等は、郵送さ

れて郵便受けのほうに入っているわけなのですけれ

ども、これは、上富良野町は田舎だから、まだあれ

なのですけれども、非常に危ないという、郵便受け

に入れて、もし第三者というか、悪意のある方が

さっと持っていってしまうと、情報漏えいとかとい

う問題でなくても、とんでもないことになるかと思

うのです。ですから、紙というのは、非常に危ない

 ものだと考えます。

　セキュリティの問題ですけれども、顔認証と指紋

認証を合わせて使えば、非常に安全といいますか、

例えばタブレット端末を紛失してしまったと。たま

たま福山雅治が拾ったとします。でも、ここで顔が

仮に似てたとしても指紋で引っかかるから開けられ

ないわけですよ。ところが紙媒体だと、ポストから

 すっと持っていってしまうようなこともあります。

　ですから、こういうことも踏まえまして、あとタ

ブレットの中に情報は入れないで、その都度サー

バーから引き出すようにしておけば、端末を拾って

も中身を、中身というか物が漏えいするようなこと

はありません。ですから、そういうことも含めて、

こういった、要するに、情報の漏えいだとか、セ

キュリティとか、そういうことを勘案して、タブ

レット端末は大変有効的なものと思いますが、町長

 はいかがお考えでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まず、紙、郵便ですね。紙のセキュリティがどう

かということ。これは、行政文書にかかわらず、郵

便で送るものは行政だけではありませんので、手

紙、信書、それから一般の会社も含めて、郵便で送

られてくるものは数々ありますが、等しくそういう

リスクはあるだろうと思っております。特に行政文

書だから、どうのこうのと特筆することはないとは

思いますが、なるべく行政文書は、個人情報等が書

かれているものは書留等、そういうふうに送らなけ

ればならないのかなと。それが紙でやり取りする上

のセキュリティなのかなというふうに考えておりま

すし、たとえタブレットにしても、顔認証で一応セ

キュリティはかかっておりますが、当然人間が作っ

たセキュリティですから、そういうものが突破され

るということは想定されますので、タブレットだか

ら完全に安全だとか、それも言えないのではないか

 なというふうに思っております。

　それらも含めて、先ほどの結局答えになっていく

のですが、ペーパーレス化の方向に向かっていくこ

とは間違いないと思っております。経費、セキュリ

ティもそうかもしれません。そして、何といっても

ＳＤＧｓということを考えたら、無駄を省いていく

という方向は間違いないと思いますが、それがいつ

できるかというのがまた別の問題なのかなというふ

うに、今すぐできる、すぐぱっと切り替えて、例え

ばここで言えば議案とか資料が全部できるのか、対

応できるのか、なかなかその猶予期間とかというの

も含めて、ほかの行政委員会も、町民に対してもそ

うだと思います。対応できる人、できない人、でき

る業務、できない業務、いろいろあると思いますの

で、その辺は、順次ペーパーレス化は、一遍にでは

なくて、順次進んでいくものだろうと考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　続きまして、ほかのメリッ

トといいますか、タブレットを役場職員、あるいは

関連部署が持って歩くことによって、例えば工事現

場であったりとか、農業視察に行くとき、Ａ１ので

かい図面を持って歩いているわけなのですけれど

も、タブレットであれば、軽量で軽く、その場に

行って、要するに工事の施工方法とかいろいろある

ときは拡大してすぐに見られると、あるいは三次元

画像によって現品との付き合わせとか、非常に便利

な部分で、要するに、会議だけではなくして、いろ

いろな場面でタブレットは非常に有効なものかと思

 われますが、その点についていかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　繰り返しの答弁になりますが、メリット、デメ

リットは、導入できるかどうかというのとはまた別

 の問題かと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　ちょっと話はずれるという

か、あれなのですけれども、先日、先進市町行政調

査のほうに行かせていただきました。ある市にお邪

魔したときに議場を見せていただいたのですけれど

も、そのときにボタンがありまして、私、早速「こ

れで賛成のときにボタンを押すのですね」というこ

とで話したところ、向こうの事務局の方が「そうで

す。でも、それはもう古くて使っていないのです

よ。今はもうタブレットで賛否を伺っております」
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と。タブレットでやると、もう即座に議長のほうに

情報が行って、何対何でどうなっているということ

が即座に分かると。ですから、議会の効率化だとか

 ということを考えると非常に。

　町長もいろいろと訪問されていろいろなところを

見ているかと思いますけれども、他市町村のタブ

レット導入による効果については、どのように感じ

 ていますでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁を願います。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　タブレットのメリットは、そういう多々ありま

す。私もいろいろなところ、特に首長でもいろいろ

タブレットを持ち歩きながら出張に来ているところ

はあります。いろいろメリットは、言われるとおり

あります。ですが、できるところからということを

順次進めていきますが、全部今すぐ、がらっと明日

からタブレットというのは、なかなかそうはいかな

いというのを、繰り返しになりますが、御理解いた

 だきたいと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　そうすると、今年度という

か令和７年度は難しいとしても、後々には導入も検

 討されるということでよろしいですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　そういうタブレットで難なくスムーズに移行でき

る業務というのは、常に業務の改善という点で考え

ていかなければならないですし、考えておりますの

で、その中で計画的にこれをやるとかではなくて、

常に考えております。これは、タブレットでやった

ほうがいい、どうだと。そういうのは常に現場で考

えておりますので、現場からそういう声が出れば、

予算の絡みもありますけれども、できる限りペー

パーレース化、タブレットに移行できるのであれば

 していきたいというのが私の考えです。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　この答弁書なのですけれど

も、これは昨日、私のところに届いたのが午後２時

過ぎだったのですけれども、多分この答弁書は理事

者側から午前中に提出されているかと思うのですけ

れども、本当にこの１時間、２時間というのが非常

に大切といいますか、午前中にできたものが午後２

時、３時になると、非常に目を全部通せられないと

か、そういう制限もありますので、極力早いうちに

導入することを願いまして、私の質問を終わりま

 す。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、９番島

 田政志君の一般質問を終了いたします。

 　次に、１番佐藤大輔君の発言を許します。

○１番（佐藤大輔君）　私は、先に通告してござい

ましたジオパーク全国大会とジオパークを活用した

まちづくりについての１項目５点について、町長、

 場合によっては教育長にお伺いいたします。

　我が町が美瑛町とともにジオパークの認定を受け

てから間もなく３年を迎えようとしておりますが、

来年開催される第１５回ジオパーク全国大会の開催

地が我が町と美瑛町に決定したことを大変嬉しく思

うと同時に、この間ジオパークの取組が広く町民に

浸透しているとは言い難い現状を憂慮しておりま

 す。

　ジオパークは、地質学的に重要な場所や景観と

いった「大地の遺産」を大切にすることで、地球へ

の理解を深め、地域や社会全体をよくしていこうと

いうプログラムであることを確認しつつ、以下５点

 についてお伺いいたします。

　１点目、現時点で全国大会の開催日が決定してい

ないと聞いております。本来であれば、今年の全国

大会下北会場最終日の９月１日に発表されるべきで

あったと思いますが、準備の遅延は生じていないの

でしょうか。全国大会に向けた現在の進捗状況をお

 伺いいたします。

　２点目、我が町として全国大会を開催する目的、

テーマは何でしょうか。また、全国大会開催によっ

て、我が町の町民や商工観光業者にはどのような恩

 恵がもたらされると考えられるのでしょうか。

　３点目、今年の全国大会では、大会当日はもとよ

り、準備段階においても多くの人が関わっていたと

聞いておりますが、我が町の体制づくりについてお

 伺いいたします。

　４点目、全国大会を契機に２０２６年の再認定を

目指すのかを改めてお伺いいたします。そして、い

ずれは世界ジオパークを目指すのか。また、再認定

に向けた課題はあるのか。あるとすれば、その解決

 策も併せてお伺いいたします。

　５点目、特に防災、教育、観光振興など、ジオ

パークを活用したまちづくりの将来像についてお伺

 いいたします。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員のジオパーク

全国大会とジオパークを活用したまちづくりについ

ての５点の御質問に、私から一括してお答えいたし

 ます。

　まず１点目のジオパーク全国大会日程と進捗状況
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についてでありますが、全国大会の日程が決定でき

なかったのは、来年度の世界ジオパーク会議の日程

が今年９月末時点においても確定していなかったこ

とに起因します。一方で、その間にも、日本ジオ

パークネットワーク事務局と密接な連絡を取るな

 ど、日程調整に尽力いたしました。

　現時点では、９月２６日から２８日の日程にほぼ

決定しており、関係者の承認を待っている状況であ

ります。主要な会場となる「保健福祉総合センター

かみん」及び「国立大雪青少年交流の家」は、既に

この日程前後の利用予約を行っており、道内ジオ

パークとウェブ会議を行うなどして、実施内容等に

ついて協議を進めています。全国大会後半には、十

勝岳ジオパークエリアにおけるジオツアー開催を予

定し、ジオパークガイドの会とは実際のツアーコー

スや実施体制の協議をしており、既に主なツアー

 コースと引率者について素案を作成しております。

　次に、２点目の大会テーマと開催目的についてで

ありますが、大会そのもののテーマは「地球にまな

び、未来をはぐくむ～北の大地から未来へ～」を第

一案としております。ジオパーク活動の目的は、地

質遺産や地域の環境を保全し、暮らしや文化を守る

こと、地域経済の活性化を両立させることで、持続

可能な社会を実現することであり、議員の御質問に

もありますとおり、全ての住民にその理念が浸透し

 ているとは言い難いのが現状であります。

　そこで、多くの住民が全国のジオパークの先進事

例に接し、ジオパーク関係者と交流することで、本

町におけるジオパーク活動をより発展させることが

来年度ジオパーク全国大会を開催する大きな目的で

 あります。

　次に、町内商工観光業者への恩恵についてであり

ますが、初日に予定されている会議と交流会は上富

良野町内で開催を予定しております。これは１００

人規模の会議ではありますが、町内での宿泊や飲食

など直接的な経済効果が期待できます。また、翌日

から行われる本大会は、およそ８００人が全国から

集まるイベントとなり、美瑛町白金地区での開催と

なりますが、地元の物産販売ブースなどを設ける予

定であります。「大交流会」や町内でのジオツアー

開催などと併せて、本町の地域産品をアピールする

 絶好の機会となると考えております。

　日本ジオパーク全国大会の開催は、ジオパークガ

イドをはじめ、地域の商工観光業者をはじめとする

地域住民、役場や議会など、まちづくりを進める全

てのメンバーが一致団結して、日本全国に対して我

 が町をＰＲする、またとない機会であります。

　次に、３点目の全国大会開催への人的体制につい

てでありますが、通常の業務同様、美瑛町役場と協

力して準備・運営を進めていきますが、両町ともジ

オパーク担当職員のさらなる増員を検討しておりま

す。また、ジオパーク推進室に加え、商工観光班の

職員や教育振興課の職員も全国大会開催に対応でき

るよう、今年度の全国大会に派遣し、情報収集に当

たりました。さらに、道内のジオパークの職員とも

連絡を取り合っており、分科会の運営やジオツアー

の実施など協力を仰ぐ予定であります。大会当日の

運営や全国ジオパーク関係者への対応には、ジオガ

イドやジオサポーターの協力もお願いしたいと考え

 ております。

　次に、４点目の来年度の再認定審査についてあり

ますが、日本ジオパーク再認定審査は、全国大会終

了後の１０月に現地調査が行われる見込みとなって

おります。全国大会の開催は、地域内における認知

度の向上とジオパークネットワークへの貢献という

再認定審査に対する大きなメリットになると考えて

おります。２０２２年の認定時に提示された課題と

して、拠点施設等の展示が難解であること、視認性

の向上、多言語対応、波状丘陵の成因についての研

究推進、事務局体制の強化など、幾つかの課題があ

りましたが、これまでの３年間の活動において、事

務局員の増員や英語パンフレットの作成、研究助成

事業による波状丘陵研究の推進など、既に取組は進

んでおります。また、拠点施設については、郷土館

及び白金の砂防情報センターの展示の改定作業を今

 年度行っております。

　来年度の再認定審査をクリアし、さらにジオパー

クとして持続的に活動していくためには、まずは町

内のより多くの住民や地域団体と協力してジオパー

ク活動を進めることが重要と考えております。今後

の十勝岳ジオパークのユネスコジオパーク認定につ

いてですが、日本ジオパークネットワークとしては

既にユネスコ世界ジオパークを目標としております

ので、実際の世界申請がいつになるかは、いまだ言

及できる段階ではありませんが、最終目標として一

歩一歩目指していかなければならないものと考えて

 おります。

　次に、５点目のジオパークを活用したまちづくり

の将来像についてでありますが、本町において「教

育」は、最も重要なジオパーク活動になります。少

子高齢化が進む今、地域に住む子どもや若者たちに

上富良野の魅力を伝え、地域の実態を学んでもらう

ことは、将来の上富良野町を担う人材を育成するこ

とにつながるものと考えております。既に十勝岳ジ

オパークは、様々な社会教育事業を行うとともに、

地域の学校と連携して地域学習、出前授業などを進

めております。この３年間では、毎年２５から２６

件の学校対応を行っており、実感として以前よりも
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 件数が増えているところであります。

　また、活火山十勝岳を擁する本町において、火山

噴火災害への対策や近年多発している気象災害・土

砂災害への対策も重要となります。これらの現象に

関わる科学的知識の普及は「防災教育」にも直結

し、十勝岳ジオパークの重要な活動であると考えて

 おります。

　ジオパークを通じて本町の魅力を全国に、そして

世界に発信することは、将来の町の発展に大きく寄

 与するものと考えております。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　１番佐藤大輔君。

○１番（佐藤大輔君）　たびたび議場でも申し上げ

ておりますが、私は、ジオパークの取組を後押しし

たいという思いから、ジオガイドとして活動してお

ります。ガイドとして、常に事務局から様々な情報

が提供されておりますけれども、特に全国大会につ

いては、全体像がちょっと見えづらいなというこ

と。また、もしかすると、管理職の皆様の中にも全

体像を把握されていない方がおられるかもしれない

というふうに思いましたので、こういった場で情報

共有したほうがよいと判断し、質問しているという

 ことを御理解いただきたいと思います。

　それでは、早速、再質問に移らせていただきま

 す。

 　１点目の進捗状況についてでございます。

　開催日の決定についての遅れということでありま

したが、来年度の世界ジオパーク会議の日程が起因

しているということで、これはもう致し方ない、や

 むを得ないことだと私も思っております。

　答弁にもございましたが、約８００人規模のイベ

ントということで、例えば広告宣伝、宿泊先やバス

の手配、予算の確保、関係団体への情報提供などに

ついて、これらについて特に問題なく進められてい

る、もしくは進められるであろうと考えているとい

 うことでよろしいでしょうか。お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君）　１番佐藤議員の御質問に

 お答えいたします。

　ただいま、町長の答弁にあったとおり、今、事務

局のほうで各種旅行会社、それから宿泊の関係の上

富良野町、美瑛町の両町の宿泊の組合、それらと一

生懸命協議を進めている段階でございまして、一定

程度日程が、先ほど町長から答弁あった日程が、も

う日本ジオパークネットワークのほうには、この日

でやるよと、現地としてはそういう意向だというこ

とをきちんと通知しているということでございます

から、それを前提に調整を図っているということで

 御理解を賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　分かりました。 

　ただ、少なくとも現時点で、これ、行き違いであ

れば申し訳ありませんけれども、観光協会や商工会

には、日程といった確定しないぼんやりとしたうわ

さ程度の情報は入ってきているが、細やかな情報は

入ってきていない。それはまだ決定していないから

だとは思いますけれども、やはり早期にこういった

情報が適切に行き届くような、そういった組織体制

といいますか、そういったことに御留意いただけれ

 ばと思います。

　そういったことを申し上げて、２点目、全国大会

を開催して何かよいことがあるのかということにつ

 いて、再度お伺いいたします。

　町民に対しては、持続可能な社会の実現という、

ジオの理念を浸透させることが全国大会の目的であ

るということでございました。これは、町民とって

は恩恵というよりは、むしろ町民の努力を促すよう

な御答弁だったかなと思いますけれども、この持続

可能な社会の実現というのは、めぐりめぐっては町

民とって恩恵となるということで理解をいたしまし

 た。

　そのための取組として、多くの住民がジオパーク

関係者と交流というような趣旨の答弁がございまし

たが、この交流というのは、ジオパークに関する

様々な活動事例、研究成果を共有する、いわゆる口

頭発表やポスター発表のことを指しておられるので

 しょうか。もし分かれば、御答弁願います。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君）　１番佐藤議員の御質問に

 お答えします。

　詳細はまだ確定していませんけれども、一応全国

大会本大会の前に、答弁の中にもありましたけれど

も、かみんを使った中では、美瑛町、上富良野町の

住民が参加できるようなフォーラム、そういったも

のも開催して、本大会はどうしてもジオパークの関

係者だけになりますので、そういったものも一応ま

だ確定ではないのですけれども検討していきたいと

いうふうにも考えておりますし、当然ジオパークガ

イドの皆様が日頃、住民の皆様と接している中でい

ろいろな周知活動、啓発活動もしていただいており

ますので、そういったことも含めながら、住民の

方々と意識の高揚といいますか、御理解をいただけ

るような機会というのはつくっていける。そういっ

たことで、大きなフォーラムをやれるということで

全国大会が来たことを契機に、そういったチャンス

でもあるというふうに捉えているというふうに伺っ

 ております。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 
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○１番（佐藤大輔君）　副町長、御答弁ありがとう

 ございます。

　では、かみんでは、ちょっとまだ何をするかとい

うのは確定していないけれども、町民向けのフォー

ラムであったりとかという、町民が参加できるよう

な内容で、かみんでイベントが開催されるというこ

 となのかなというふうに思います。

　当然、１人でも多くの町民に参加してほしいと思

います。先ほどの、町民に対して町としてこの全国

大会を開催する上で期待するものを達成するために

も、町民の参加、多くの参加というのが望ましいわ

けですけれども、下北大会では、地域住民を呼び寄

せるイベントとして、フードフェスとか、海上自衛

 隊のクルーズなどが行われておりました。

　こういったフォーラムであったり、先ほどの口頭

発表、ポスター発表、ちょっと敷居が高いイベント

でございますので、こういった敷居の高いイベント

へ町民を誘引するためには、それこそフードフェス

のような、本当に誰もが親しみやすいイベント、そ

ういった仕掛けが必要だと思いますが、町民がこう

いった全国大会のフォーラム等へ参加しやすくなる

ための方策について、見解を求めさせていただきま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まだ素案の段階で、確定的なことは当然申し上げ

られないのですが、１人でも多くの町民にジオパー

クを普及するために知ってもらいたい、そういう仕

 掛けが必要だということは重々思っております。

　その中で、前回の下北はいろいろ、隣に海上自衛

隊の基地があるとか、そういう地理的条件もあった

ことから、いろいろな催しが、フードフェスとかク

ルーズとかあったのですが、規模はともかくとし

て、仕掛けとして、あんな立派なことができるかど

うか、今度は場所が違いますので、そういうことは

保証はできませんけれども、仕掛けとして、ちょっ

と答弁にも書いておりますが、物産のブースを設け

たり、そういう何らかのことはしていって、ジオの

方と町民の方が触れ合って興味を持ってもらう、そ

ういう普及活動の意味も込めて、そういう場面の仕

掛けは十分これから意識して作っていかなければな

 らないかなと思っています。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　町民に、より親しみやすい

イベントとなるよう、今、町長の答弁からも十分そ

れが感じられましたので、大きく期待しておりま

 す。

　一方で、町内の商工観光業の方に対して、これは

８００人規模となる本大会が、会場が美瑛というこ

とで、もしかすると、その参画が難しいという事業

者もおられるのかなと、私個人的には思っておりま

す。こういった町内事業者にせっかくですので、積

極的に参加してもらうためにも、こういった経済効

果が当日の参加者のみにとどまらない。これ、本当

に私のアイデアというのは瑣末なのであれですけれ

ども、例えばテレビの取材があるよとか、ふるさと

納税のＰＲができるよとか、こういった全国大会後

も、全国大会の恩恵をもたらせるような取組がある

と、町内事業者の方も参画しやすいし、また、ジオ

に対する認識というものも町内事業者は高められる

のかなということが期待されますが、その点につい

 て、町長、見解をお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　町の商工業、観光も含めてですが、どういう波及

効果を及ぼしてもらうか、それは非常に、それも一

 つの重要な要素だと思っております。

　大会を、本大会は美瑛ですが、その前に会議を上

富良野で開いたり、そういう直接の経済効果という

のは限定的なものになるかもしれませんが、プレ・

アフターのツアーも含めて、また大会が終わって上

富良野、美瑛に二、三日滞在していこうかな、そう

いう方もいないとは限りませんので、そういう間接

的な効果も含めて、ぜひ上富良野に滞在してもらい

たい、経済効果を狙っております。ですので、直接

大会に白金のブースに参加できない方でも、そうい

う間接的な経済波及効果があればいいなと思ってい

ますし、出るような大会になればと、そういうこと

 を願っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　３月の町長の町政執行方針

の中にもありましたジオ商品の開発だったりとか、

そういったことも町内事業者の御努力なくしてはな

し得ないことでございますので、この全国大会を機

に町内事業者の参画、またジオに対する理解、認識

 が深まることを期待しております。

　予算としては、補助金や交付金にもよりますが、

担当の職員から、おおむね上富良野町として５０万

円から４５０万円の持ち出しがあるだろうというよ

うなことでお聞きしておりますが、この金額が多い

か少ないかはちょっと別として、私は何よりも人的

 な負担が大きいなというふうに考えております。

　先ほどお聞きした町民や町内事業者など、それぞ

れのプレイヤーに対し、インセンティブを明確にし

ていただきたいなというふうに思います。町長が
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おっしゃるように、一致団結して、皆が全国大会を

開催してよかったなと思えるよう努めてほしい、そ

ういったことを願いながら、３点目の質問に移らせ

 ていただきます。

 　３点目、体制づくりについてでございます。

　下北大会では、これ、ちょっと規模が違うのです

けれども、４市町村が関わっておりまして、３日間

で延べ子ども１３７名、職員を含む大人５０５名、

合わせて６４２名の方が、いわゆるスタッフとして

 関わったとお聞きしております。

　来年の全国大会、当日また一、二か月前から準備

に携わる人員は、総勢何人ぐらい必要になると現時

点で想定されているのか、もし分かるのであればで

 結構でございます。お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　スタッフの規模ですが、規模感は全く今のところ

計算できないといったほうがいいかもしれません。

ただ、参考になるのが、全国大会の下北の先ほど議

員がおっしゃられた、延べ人員６２４名と、それに

対する事務局は構成４市町村で１６名ですので、事

務局体制はそう大きく変わりませんが、残りのボラ

ンティアを含めた体制が下北では延べ６４２名、３

日間であったのですが、これがどのくらい人員を確

保できるかにもよりますが、それによって現在の素

案がどうなるか決まっていくと思います。何が何で

も下北と同じレベルとは思っておりません。できる

ことを精一杯、そして経済効果も考えながらやって

 いこうと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　ここで、暫時休憩をさせて

いただいて、空気がよどんできましたのでドアを開

 けたいと思います。

─────────────── 

 午後　２時１７分　休憩

 午後　２時１９分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、休憩に引き続

 き、会議を再開いたします。

 　１番佐藤大輔君。

○１番（佐藤大輔君）　当然、関わるスタッフの方

の規模望と大会のイベントの規模というのは、すり

合わせていく必要があるので、現時点では、内容に

沿った最適な人員を確保していくという考え方で結

 構かと思います。

　そもそも、だんだんと全国大会の規模が、第１回

から比べると大きくなって、オリンピックのような

様相を呈しているような気もいたしますので、本当

に無理せず、この人員に関しての確保は無理せず進

 めていく必要があるかなと思います。

　ただ、不特定多数が参加する、例えばラベンダー

フェスタのようなイベントと、今回のような特定の

８００人が参加するイベントでは、私は後者のほ

う、要は、特定の８００人が参加するイベントのほ

うが準備等大変であると思います。この準備期間が

夏の繁忙期と重なるということもありますので、私

が申し上げるまでもありませんが、職員の皆さまの

通常業務に支障を来さないよう、人員の確保に留意

 していただきたいなというふうに思います。

　もちろん、私もガイドとして全力を尽くしたいと

考えておりますことを申し添えて、４点目の質問に

 移らせていただきます。

　４点目、次回の認定に向けて、また、その課題等

 についてでございます。

　次回の認定に向けて、専門的な課題、またハード

目の課題等については、これまでの経験を生かして

既に対応しておりますこと、また、全国大会開催す

る貢献度が大きなメリットになることを確認いたし

ました。だからといって、次は絶対大丈夫だという

 ことは明言できないかとは思いますけれども。

　私がお伺いしたいのは、後段のほうで、世界ジオ

パークを最終目標とするというような御答弁がござ

いました。これは日本ジオパークネットワークの意

向に沿ったものなのか。要は、ポジショントークの

ようなものなのか、あるいは美瑛町と協議の上、明

確な合意の下、十勝岳ジオパークとして世界を目指

すのだということなのか。先ほどの答弁の真意のほ

 どをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　ユネスコの世界ジオパークに登録するというの

は、日本のジオパークネットワークに加入する前提

となっておりまして、日本のジオパークネットワー

クを目指しておりますので、そこに応募するという

ことは、当然、最終的にユネスコの世界ジオパーク

 に認定するということが前提になっております。

　ただ、すぐというか、かなりレベルが高いので、

最終的にはプロ野球選手を目指すのだと言っていて

も、現段階では小学生のリトルリーグ、将来実際プ

ロ野球選手になれるか、世界に認定になれるか、そ

れは分かりませんけれども、取りあえずそういうこ

とを目指すのだというのは日本ジオパークネット

ワークに加盟したということになりますので、自動

的に世界を目指していると。一歩一歩ですが、そう

 いう方向です。

 　以上です。
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○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　野球に例えられて、非常に

分かりやすい。本当に甲子園を目指すという高校が

たくさんあって、それこそ常連校があったり、地区

予選で常に一回戦負けしているような高校とでは、

やはりその本気度が試されるというところで、父兄

の負担が増えるとか大きく変わってくるわけであり

ますから、そういったイメージであることは、今確

 認させていただきました。

　ただ、もし世界を目指すということになれば、そ

れこそ現在の職員体制とか、協議会の在り方とか、

予算とか、現状に加えてどの程度の負荷がかかると

イメージされているのか、あるいは現状のままでよ

いのか。先ほど、町長は、時期については言及でき

る段階ではないというふうに御答弁されましたが、

私はちょっと想定しておくべきかなというふうに考

えておりますので、もし分かればで結構です。この

 点について見解をお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君）　１番佐藤議員の御質問に

 お答えします。

　どちらかというと条件的な部分もありますので、

 私のほうから答弁させていただきたいと思います。

　世界に認定されるために一番大事なことは、学者

の論文なのですね。世界的に通用するような学術論

文がきちんとあって、地質遺産がしっかりとしたも

のとして認められるかどうかということが最大の問

題でございますので、まだまだ十勝岳及び答弁にも

ありましたけれども波状丘陵の成り立ちという確定

したものが学会の中で認められているような学説を

きちんと確立したいという部分がありますので、そ

ういった部分、しっかりした学術的な根拠に基づい

ているのがジオパークでありますから、そこが整わ

ないことには、まず我々素人が幾ら頑張っても論文

書けませんので、そういったところのまずハードル

 があるということは１点あります。

　それから、体制的にはやはりどこのジオパークも

国際推進員的な、何といいますか、いわゆるネイ

ティブの英語を喋るような方をしっかりとジオパー

クの中に入れて、なおかつジオパークの学習もでき

てというような国際的なお付き合いをスムーズにで

きるような体制をつくらなければならないというこ

とですから、簡単に手を挙げてということにはなり

ません。そういった部分、しっかり一歩一歩整えて

いくことが、やっぱり申請できるかできないかを決

 めていくことだなということでございます。

　私が知っているのはその程度ですけれども、まだ

まだいろいろなユネスコに認められる諸条件があり

ますので、そういったものに一歩一歩近づいていく

努力はしなければならないということでの答弁で

 あったということで、御理解賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　分かりやすい説明でござい

 ましてありがとうございます。

　今、副町長のほうからも、波状丘陵の研究推進と

いうのは実は難しいのだということは、担当の職員

のほうから私もお伺いしております。日本のジオの

認定に限っていえば、ジオの認定、世界もそうなの

ですけれども、日本ジオパーク委員会の審査という

外部要因に大きく左右されるものだと思います。 

　あくまでも想定の話でございますが、今後、審査

基準と我が町の将来像、例えば我が町はジオをまち

づくりにこのように活用したいのだというような我

が町の将来像や思いにずれが生じたとき、そのこと

で、例えば条件付再認定となった場合、これは本当

に想定の話なのですけれども、町長はどのような判

断を下されるのか。もしお答えいただけるのであれ

 ば、見解をお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　我が町とジオパークの理念といいますか、その目

標としているものは、今のところ一致しております

し、それに外れるようなことは多分ないかなといい

ますか、その理念を我々がどう生かしていくか、防

災教育にしろ、普通の教育、郷土の教育、防災、観

光、商工観光にどう生かしていくかというのは今取

り組んでいるところで、将来的にそごが生じるとい

うことは、現在のところ想定していないのかなとい

 うふうに思っております。

　むしろできなくなるより、人的サポーター等の数

が少なくなってきて続けていけなくなったら困るな

というふうに、そちらのほうがどちらかというと具

体的な心配事であって、なるべく続けていけるよう

に、そちらのほうを注力して続けていこうとは考え

 ております。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　近い将来そういった心配は

ないというようなことでございましたが、私、その

点に関して、やはり想定しておくべきかなというこ

とで、先日、元天草ジオパークの担当者の方、要

は、天草ジオパークが認定を返上したときに関わっ

 た方とお電話でお話をさせていただきました。

　２０１９年１月に天草ジオパーク、古生物以外の

地形地質、生態系、歴史文化、産業などに関する評

価・活用が不十分であると。その結果、天草の魅力

を十分に伝えられていないとして、条件付再認定を

 受けたわけでございます。
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　天草としては古生物、要は、化石とかですよね。

古生物こそ天草の売りであるという信念を曲げられ

ず、そもそも費用対効果が得られていないとの首長

判断もありまして、令和２年３月に自ら退会する道

を選んだということでございます。くしくも退会

後、ジオパークに割いていたリソースを回せたこと

が功を奏し、念願だった恐竜博物館のオープンに

 至っております。

　一方で、ジオパーク仲間だった近隣の阿蘇ジオ

パークや島原ジオパークとは今も友好関係にあり、

ジオパークの名称こそ使っておりませんけれども、

これまで培ってきた経験を生かして、天草の自然を

もっと広く活用した独自の活動を展開しているそう

 でございます。

　加えて、今年はジオ認定の返上を視野に入れてい

る複数の自治体が視察に訪れていることも教えてく

 れました。あくまで想定の話でございます。

　今後、美瑛町とのずれというものも生じる可能性

もありますので、ジオありきでなく、十勝岳ありき

のまちづくりを意識するのであれば、目的と手段を

取り違えないよう、想定の中に入れておくべきだと

いうことを申し添えさせいただきます。ごめんなさ

 い。答弁は結構でございます。

　ということで、次の５点目、ジオを活用した今後

 のまちづくりについてに移らせていただきます。

　防災教育を含め、教育分野での取組や学校現場へ

のジオの浸透は大変素晴らしいものがあり、その取

組は高く評価しております。また、将来を担う人材

の育成という町長の長期的なビジョンにも、私は強

 く共感をしております。

　ただ、答弁の中で、観光振興については特に言及

はないと見受けられましたが、今後ジオパークの取

組は、教育に主軸を置いて進めていくという解釈で

 よろしいのでしょうか。見解をお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　教育、防災教育、学校教育のほかにも、当然、商

工観光、観光を含めた波状丘陵、山もそうですけれ

ども、それらを含めて、ジオグッズ等々、地元の農

産物なんかも当然絡めて、ＰＲはしていくつもりで

 あります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　両方大事だというようなこ

とでございましたが、私は、教育と観光というのは

それぞれ主になるターゲットが別なので、当然アプ

ローチも違ってくるというふうに思います。両方大

切となると、それは十分分かるのですけれども、施

策としての大分類があやふやな状態に陥るのではな

いかなと。まさに今がそうなのではないかなと考え

 ております。

　観光は短期的な取組、そして、先ほど町長が答弁

でおっしゃったように、教育は長期的な取組とする

のであれば、私は美瑛町と同じように、教育施策に

主軸を置くべきではないかと考えております。全国

大会を機に、施策の大分類を明確にするためにも、

教育委員会にジオパーク推進室を置き、本腰を入れ

て取り組むべきと私は思いますが、町長の見解をお

 伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　教育のみに主軸を置く、それもジオパークのそれ

ぞれの町の考え方でありますので、よしあしではな

くて、それには言及しませんが、先ほどの天草の話

になりますけれども、範囲を狭く教育だけにしてし

まうと、教育に広がりがないと、どうしてもコスト

と行政効果が問題になってきて、これだけコストを

かけてリターンはどうなのだという話になって、そ

ういう予算的なものが、ジオの理念にそご、ずれが

というよりは、予算というリソースをそっちに持っ

ていっていいのかという話になって、いろいろジオ

パークから脱退するような話もいろいろ聞いており

 ます。いろいろ難しい。

　それで、上富良野といいますか十勝岳のジオパー

クは、景観といいますか地質、そういうものの保全

と防災教育、そして観光、波状丘陵の。ですので、

どうしても教育だけに限らず、波状丘陵を訪れる観

光客というものが当然ターゲットになってきまし

て、そこで我々が作る農産物なんかも、この地域を

知ってもらう重要なツールとして、これを活用しな

いわけにはというか、それを除外するのはちょっと

もったいないと。ですので、あっちもこっちにも手

を出しているというわけではなくて、やはり可能な

ところはしっかりと、教育と商工観光は全然つなが

りはないようには感じますが、実はちゃんと十勝岳

のジオパークでつながっているなと、こういう理念

の中でつながっているということで、しっかり押さ

えた上で、今後も、教育、防災教育、そして観光は

 進めていくべきだと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君）　町長の思いは十分分かりま

した。ただ、ジオパークとは何ぞやというところ

で、町民の方から問われたときに、やはり分かりや

すくこちらも説明したいと。なので、そういった意

味で、どこかに主軸を置いて、そこを軸にというよ
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 うな私の思いでございました。

　当然、全てのことが大事で、バランスが取れて

いって、また町民にそれなりにリソースを割いて

やっているということ、取り組んでいるということ

に対する理解を得るためには、やはり町長の御判断

で進められるべきかなと思いますので、これ以上私

 が申し上げることはございません。

　商工観光班の職員の方がつくられた来年のジオの

全国大会のＰＲ動画、皆さん御覧になっているかと

思います。大変素晴らしい出来だなと、私は評価し

ておりますし、そのＰＲ動画から町の本気度が伝

 わっていきます。

　町長の思いは、先ほどからの答弁の中でおおむね

述べられておりましたが、最後に改めて、全国大会

のホストタウンの長として、その意気込みのほどを

 お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１番佐藤議員の御質問とい

いますか、最後の全国大会に向けての意気込みです

が、８月の観光シーズンが終わった後すぐというこ

とで、シーズンとしてはすごくいいシーズンだと思

います。夏が終わった秋で、そこで紅葉にはちょっ

と早いかもしれませんが、すごく気候のいいときに

全国から８００名、１,０００名近くの方が集まっ

てこられる。地元ＰＲにはすごく絶好の機会だと

 思っています。

　先ほど、議員も心配されておりました、夏のイベ

ントのすぐ後にこのイベントがあるので、職員の手

配、ボランティアの確保等々、克服しなければなら

ない問題は結構少なくはない、多いかもしれませ

ん。しっかりと上富良野と美瑛の両町で成功させ

て、十勝岳に関心を持ってもらい、全国にＰＲして

いくと。それが現時点でのといいますか最終目標で

はありますが、予算はこれから３月なのですけれど

も、意気込みといいますか、思っている心の中は成

功に向けて、再認定に向けて、しっかりとやってい

 きたいと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、１番佐

 藤大輔君の一般質問を終了いたします。

 　ここで、暫時休憩といたしたいと思います。

 　再開は、２時５０分といたします。

─────────────── 

 午後　２時３７分　休憩

 午後　２時５０分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、休憩に引き続

 き、会議を再開いたします。

 　次に、６番林敬永君の発言を許します。

○６番（林　敬永君）　それでは、私、大きく２項

 目について質問させていただきます。

　まず１項目め、物価高騰に対するプレミアム商品

 券の発行について。

　コロナ禍以降、アフターコロナへと生活のステー

ジが変わり、様々なイベントが行われるなど、経済

活動の再開やインバウンドの回復など、徐々に景気

が上昇しています。一方で、個人消費を取り巻く環

境は、原油価格や物価の高騰で、私たちの日常生活

 に大きな影響を及ぼしています。

　こうした中、物価高騰に対する国の総合経済対策

が１１月２２日に閣議決定され、その一つに「物価

高の克服」として、低所得者に給付金を支給するこ

となどが発表されました。国が国民の生活を考える

ように、町長も町民の生活を第一に考えていると思

います。よって、次の項目について町長の考えを伺

 います。

　１項目め、物価高騰による町の経済や町民生活へ

 の影響について、町長の認識を伺います。

　２項目め、町内事業者の支援とともに、町民の消

費の下支えとして、プレミアム商品券の発行を多く

の町民が望んでいると考えるが、町長の考えを伺い

 ます。

　２項目めです。かみふらの収穫祭についてお伺い

 いたします。

　２０１６年１１月６日、第１回目の「かみふらの

収穫祭」が、保健福祉総合センターかみんで開催さ

れました。このイベントは「町民みんなで秋の豊か

な実りを喜び、その味覚を楽しむ」ものとして企画

され、翌年には上富良野町開基１２０年記念事業の

一つとされ、多くの町民が地元の秋の味覚を楽しむ

イベントでもあります。以後、コロナ禍においても

中止することなく規模を縮小するなどして開催さ

れ、多くの町民が地元産の新米や新鮮野菜の購入を

楽しみにされてきましたが、今年については、収穫

祭が中止という話を伺いました。長く町内外の人々

に好評であった「収穫祭」について、どのような理

 由から中止されたのかを伺います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の２項目の御質

 問にお答えいたします。

　まず、１項目めの物価高騰に対するプレミアム商

品券の発行について、２点の御質問にお答えいたし

 ます。

　まず１点目の物価高騰による町民の経済や町民生

活への影響についてでありますが、本年１０月分の

全国消費者物価指数に照らしますと、近年あらゆる

ジャンルの物価が間断なく上昇、あるいは高止まり

を見せており、こと食料品に関してはまさに高騰と
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いえる顕著な上昇が続いている一方、令和６年の政

府経済見通しによりますと、成長の継続、労働需給

の引き締まり等を背景に、２０２４年度の賃金上昇

率は２０２３年度を上回ると見込まれ、賃金上昇に

定額減税等の効果が加わり、令和５年度は賃金上昇

が物価上昇に追いつかない状態でしたが、今年にお

いては物価上昇を上回る所得の増加が見込まれてお

 ります。

　しかしながら、年金所得者や自営業者など給与所

得以外の皆様に関しては、物価高騰の影響を受けて

 いる方々も少なくないと考えております。

　次に、２点目のプレミアム商品券事業についてで

ありますが、従来のプレミアム付き商品券事業は、

商工振興策として町の経済団体の要望に応える形

で、毎年、主に年末年始に向けて平成３１年度まで

実施しておりました。また、令和２年度から昨年度

にかけては、新型コロナ感染症に伴う消費の落ち込

みや収入の減少に対応する商工振興策として、国の

補助金を原資とし、プレミアム率を上乗せして実施

したところであり、いずれも年末年始の家計負担を

和らげる効果は非常に高く、町民の皆様にも大いに

活用いただき、御好評を得た施策であったと考えて

 おります。

　一方、消費喚起を期待する商工振興施策として

は、これまで灯油やガソリンなどの燃料費の支払い

など経常的な費用の支払いが大半を占めるなど、町

内専用の商品券を用いた町内消費の拡大に関しての

その効果は非常に限定的と言わざるを得ない状況で

あり、一般財源を用いた施策としての継続は困難な

 状況でありました。

　また、プレミアム分が上乗せされるとはいえ、一

時的に高額な費用を捻出する必要があることから、

所得の低い御家庭ではその利益を最大限受けること

が難しいなど、町民の最低限の暮らしを守るという

 福祉の観点からは課題を抱えているところです。

　このような状況から、今後、国庫補助金などによ

り実施する見込みがある場合、地域経済振興対策と

しては、紙媒体での商品券発行、販売に限らず、ス

マートフォンアプリを活用した電子マネーによる同

様の施策など、生活費負担軽減対策としては、セー

フティーネットとしての効果を、より多様かつ所得

の多寡によらず効果のある手法について導入を検討

いたしたいと考えておりますので、御理解を願いま

 す。

　次に、２項目めのかみふらの収穫祭についての御

 質問にお答えいたします。

　平成２８年度より開始されたかみふらの収穫祭

は、町の地元産の農畜産物を提供する機会として、

上富良野町商工会、かみふらの十勝岳観光協会、Ｊ

Ａふらので構成する産業賑わい協議会と協力団体で

開催してきており、新型コロナ感染症の影響があっ

た期間についても新米の販売などにより、継続して

実施されています。新型コロナ感染症が５類に移行

となった昨年度は、以前と同様の運営体制で実施さ

れましたが、構成団体から次年度の参加協力の可否

を検討したい旨の意見があり、これまでと同様の内

容、規模での開催を基本に飲食物を提供していただ

ける団体へ協力依頼が行われましたが、参加者が見

込めず、本年度の産業賑わい協議会年次総会におい

て、事業計画に対する協議が行われた結果、かみふ

らの収穫祭については、イベント規模が大幅に縮小

となることから、開催の中止が決定されたところで

 あります。

　このイベントは、収穫期の良質な町内産農産物を

知っていただく機会であり、生産者と消費者との交

流、地産地消の促進、産業間の連携が図られる事業

であることから、今後も引き続き、運営の主体とな

る産業賑わい協議会への協力依頼と参加が可能な団

体や事業者に対して募集と要請を行い、次年度の開

催に向けて検討を続けてまいりますので、御理解を

 賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　６番林敬永君。

○６番（林　敬永君）　それでは、プレミアム商品

 券の件についてお伺いいたします。

　午前中、一般質問で、同僚議員が２名質問されて

おりまして、私を入れて３番目と。あと、明日２名

の方がこういうプレミアム商品券について質問され

 ます。

　冒頭お願いしますけれども、今、町長がプレミア

ム商品券の発行について答弁されました。私の前の

議員と全く一言一句変わらずの答弁でありました。

プレミアム商品券の発行だからということでござい

ましょうが、私たち議会議員は、それぞれ町民の付

託を得てきております。ですから、その背景という

のはいろいろなものがあるので、質問について真摯

によく見て答えていただきたい。それが一番の願い

であります。私も行政マンやっておりましたけれど

も、こういう答弁を聞いたのは初めてです。ぜひ、

次からは一言一句正確に見て、この人は何を聞きた

いのか、しっかり聞いて、答弁をしていただくよう

 お願いしたいと思います。

　その前段を含めて、１点目の私のほうからの質問

であります。物価高にある町の経済や町民への生活

の影響、町長の認識です。町長の認識、最後の２行

なのかなと思いました。給与所得者以外の皆さんに

しては、物価高騰の影響を受けている方々も少なく

ないと考えているということでありますけれども、
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認識はこの程度なのでしょうか。再度確認をお願い

 いたしたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　答弁が、同じプレミアム商品券の質問でしたの

で、質問者によって逆に答弁が変わるほうがおかし

いので、一言一句はあれですけれども、なるべく意

に沿うように、言っていることは理解しますが、結

 論は変わらないものだと思っております。

　そして認識は、ここに述べさせてもらったとおり

 です。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　認識は、答弁書に書いてい

ただいたとおり、給与所得者以外の町民に関して

は、物価高騰の影響を受けている方も少なくないと

考えているという２行の言葉だというふうに分かり

ました。本当に残念な答弁かなと思いますけれど

 も。

　前段、お二人の議員にも答えておりますけれど

も、私にも真摯にお答えいただきたいのですけれど

も。プレミアム商品券の発行を２点目でお聞きした

ときに、この中でプレミアム商品券が町内専用の商

品券を用いて、町内消費の拡大に関して、その効果

は非常に限定的というふうな状況だというふうに答

 弁されています。

　ただ、これは、この限定的な取扱いを決めたのは

町ではないのかなと思いますけれども、これはそう

いうふうな理解ではいけないのでしょうか。限定的

ということであれば、当初やり始めたのは商工振興

策ということですから、町の経済団体、いわゆる商

工会の要望がこうした要望で、それを継続してやら

れてきたというふうに理解してよろしいのでしょう

 か。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　認識が残念だと言われて、なぜ残念か理由が分か

 らないので、それはお答えできません。

　次の効果が限定的というのは、町のルールは町内

ですから、それは町で決めましたけれども、その中

でさらに偏りがあって限定的だという意味で、最初

につくったルールが限定的だと、ルールの限定的で

 はなくて、結果の限定的なことを言っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　分かりました。結果が限定

 的ということですね。

　それと、プレミアム商品券の部分で、一時的な高

額な費用を捻出する必要があって、所得の低い御家

庭では、その利益を最大限受けることが難しいとい

うふうに決めつけておりますけれども、この点は何

 か理由があるのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　決めつけではなく、そうだろうと思っています。

事実そうだと思います。低所得者に関しては、捻出

するのが、先ほど午前中もお答えしましたが、上限

５万円だったとしたら、５万円を用意するのが低所

得者の方が相当、所得が低いので難しい。ひょっと

したら、そこまで買えないかもしれない。それは、

決めつけとかではなくて、それは事実だと思ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　町長の考えは分かりまし

 た。

　であれば、最後言われております、もし今後、国

庫補助金などにより実施する見込みがある場合は、

そうしたことを解消するような導入を検討していた

 だきたいと思いますがいかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　先ほど答弁させてもらったとおり、そういうとこ

ろもしっかりと、商工振興策という面と皆さん町民

を守るという生活の面がありますので、そういう低

所得者にもしっかりと生活を守る、そういう意味も

いろいろ、手法を一つにしないでしっかりと守るべ

きところの目的をしっかり持って、商工振興なのか

生活防衛なのかということをしっかり見極めて、そ

れに沿った手段、いろいろ紙媒体なのか、ポイント

がいいのか等々含めて、今後もし実施する場合は十

 分検討してまいりたいと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　町長、プレミアム商品券、

ぜひそのような考えで十二分に検討されていくこと

 を強く望みます。

　次に、収穫祭のほうに移らせていただきますが、

答弁にありますけれども、参加者が見込めないとい

うことで答弁をいただきました。構成団体から次年

度の参加協力の可否を検討したいという意見があっ

たということで、最後は、賑わい協議会の年次総会

において決まったとありますけれども、こちらのと

きには参加が見込めない主な理由というのは何が問
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 題だったのか、ちょっとお願いしたいと思います

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩といたします。 

─────────────── 

 午後　３時０７分　休憩

 午後　３時１０分　再開

─────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、休憩を解いて、

 引き続き会議を再開いたします。

 　町長、答弁。

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　答弁に、その理由まで記しておりませんで失礼い

たしました。飲食物を提供していただける団体へ協

力依頼が行われていましたが、参加者が見込めずと

いうことで、人員不足から飲食を提供する方が原因

で縮小、結果的には中止と、そういう決定と賑わい

 協議会の中でなりました。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　参加団体のほうからの、い

わゆる人的な協力支援がなかなか難しいということ

 だというふうに理解いたしました。

　飲食の関係は、去年はキッチンカーとか出てたと

思うのですけれども、そういう面ではないのですか

ね。そういうのではなくて、飲食の部分で人が足り

なくなったということでの答弁でよろしいでしょう

 か。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　６番林議員の御質

 問にお答えさせていただきます。

　私、賑わい協議会の一応役員ということで、準備

のほうに携わっておりました関係で、お答えさせて

 いただきます。

　キッチンカーにつきましては、令和４年に要請を

したところ、収穫祭のほうに参加いただけるという

ことで、昨年も依頼をしたのですけれども、昨年度

につきましては、別の団体が地場産の農畜産物を

使って飲食のほうを提供していただけるということ

 で開催したところでございます。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　すみません、私の思い違い

で申し訳ありませんでしたが、いずれにしても、そ

の食の部分での人的ということでございますから、

また令和７年度、ぜひ実施していただきたいという

ふうに思いますが、それぞれ主催者側もいろいろな

 ことをやられているかとは思います。

　ただ、内外問わず１,０００人近くの方が収穫祭

に行かれています。それがある意味、ふるさと納税

にもつながるかと思いますので、ぜひ令和７年度、

町長、先頭に立って、そうした人的なものを何とか

クリアできて、継続したかみふらのの収穫祭につな

がるように尽力いただきたいと思いますが、この点

 いかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　議員おっしゃるとおり、町民の方も楽しみにして

いる方が大勢おりますので、できれば、せっかくの

上富良野産の農畜産物を振る舞いたい、そういう思

いはあります。この辺は参加してくれる団体の方と

何とか、どの規模でできるのかも含めて、来年度に

向けて検討はもちろん引き続きに続けていきたいと

 考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林　敬永君）　ぜひ、町長、先導に立って

 お願いしたいと思います。

　多くの町民の方が望んでいるのですが、中止な

り、継続なりにしても、全然お知らせがないという

ことで、私も聞かれたときに、今年１０月でなかっ

たかと、毎年。最初の１１月６日、１回目やったと

きは、私、忘れもしないのですけれども、雪の中

やって、その翌年からは１０月にやっておりました

ので、１０月開催に向けて、ぜひ協議をしていただ

きたいのですが、人的な話ですから無理な場合もあ

るかと思います。であれば、それはそれで広報紙を

使って、町民の皆さんに、こういうことで、楽しみ

にしているものですけれどもどうしてもできないと

いうふうに、お知らせをしていただきたいと思いま

 すが、いかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　２０１６年から続いております。その前もありま

した、それに似たような、１０年前に変わって、今

のになったのですが、長い歴史があって、おっしゃ

るとおり、中止の場合でも周知は必要だと思ってお

りますので、やる場合はもちろんＰＲしますけれど

も、中止に至った場合でも、皆さんにお知らせをす

る。待っている人がいますので、それは大切なこと

 だなというふうに思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、６番林

 敬永君の一般質問を終了いたします。

　ここで、町長から発言の申出がありますので、こ

 れを許します。

 　町長、斉藤繁君。

○町長（斉藤　繁君）　私のほうから、先ほどの行

政報告、第４回定例町議会に係る行政報告に誤りが
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あったため、おわびと訂正をさせていただきたいと

 思います。

　まず、訂正の箇所ですが、３ページになります。

３ページの下のほうの「次に、第６０回総合文化

祭……」、文化祭の記述に関するところが全て誤っ

ておりました。正しい文化祭の記述をここで申し上

 げたいと思います。

　正しいほうです。「第６１回総合文化祭について

でありますが、１１月１日から１１月４日までの４

日間、社会教育総合センターを会場に開催し、延べ

２,３８７名の方々にご来場いただきました。町民

の日頃の文化活動等を披露し親しむ機会としまし

て、作品展示や町民コンサート、小さな音楽会、芸

能発表、書道・茶道体験などの事業が盛会に実施さ

 れたところであります。」これが正しい文書です。

 　大変申し訳ございません。失礼いたしました。

○議長（中澤良隆君）　なお、午前中に発表になっ

た誤りの部分を、議事録においては、今のほうに訂

正をして議事録に掲載するということで御了承を賜

 りたいと思います。

────────────────── 

◎散 会 宣 告 

○議長（中澤良隆君）　以上で、本日の日程は全部

 終了いたしました。

 　本日は、これにて散会いたします。

　明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

 す。

 　事務局長。

○事務局長（谷口裕二君）　御報告申し上げます。 

　明日、１２月１２日は本定例会の２日目で、開会

は午前９時でございます。定刻までに御参集賜りま

すようお願い申し上げます。 

　以上であります。 

○議長（中澤良隆君）　お疲れさまでした。 

 

午後　３時１８分　散会 
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 午前　９時００分　開会　

 （出席議員　１４名）

────────────────── 

◎開 議 宣 告 

○議長（中澤良隆君）　御出席、誠に御苦労さまに

 存じます。

 　ただいまの出席議員は１４名でございます。

　これより、令和６年第４回上富良野町議会定例会

 ２日目を開会いたします。

 　直ちに本日の会議を開きます。

　本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

 とおりであります。

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中澤良隆君）　日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

　事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君）　御報告申し上げます。 

　本日の一般質問は３名の議員となっております。 

　町長から、議案第１７号令和６年度上富良野町一

般会計補正予算（第９号）の提出がありました。 

　議会運営委員長から、委員長報告の日程追加の報

告がありました。 

　また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及び

厚生文教常任委員長から､閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申出がありました。 

　以上であります。 

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

　お諮りいたします。 

　本日、４番米澤義英君から、議会運営報告があり

ましたので、これを日程１の次に追加日程第１とし

て、また、町長から議案第１７号令和６年度上富良

野一般会計補正予算（第９号）の提出がありました

ので、これを日程第１８の次に追加日程第２として

日程の順序を変更し、議題にいたしたいと思いま

す。 

　これに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、議会運営委員長報告を日程第１の次に追

加し追加日程第１として、議案第１７号令和６年度

上富良野一般会計補正予算（第９号）を日程第１８

の次に追加し追加日程第２として議題とすることに

決定いたしました。 

　暫時休憩いたします。 

────────────────── 

 午前　９時０３分　休憩

 午前　９時０５分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩を解いて、会議を

 再開いたします。

────────────────── 

◎日程第１　会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君）　日程第１　会議録署名議員

の指名についてを行います。 

　会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定に

より、議長において、 

　　　　　１番　佐　藤　大　輔　君 

　　　　　２番　荒　生　博　一　君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎追加日程第１　議会運営委員長報告 

○議長（中澤良隆君）　追加日程第１　議会運営委

員長報告を行います。 

　本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審議決

定した内容について、議会運営委員長の報告を求め

 ます。

 　議会運営委員長、米澤義英君。

○議会運営委員長（米澤義英君）　令和６年第４回

定例会の議会運営等について、審議決定した内容を

 御報告いたします。

　１２月１１日に議会運営委員会を開き、町長から

追加提案の付議事件１件について審議をいたしまし

 た。

　提案議案の審議についてでありますが、議案第１

７号令和６年度上富良野町一般会計補正予算（第９

号）については、提案日に本会議において説明の

 上、審議を行うことといたしました。

　以上、議会運営委員会における審議結果の報告と

 いたします。

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、議会運営委

 員長報告を終わります

────────────────── 

◎日程第２　町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君）　日程第２　町の一般行政に

 ついて質問を行います。

　質問の通告がありますので、順次発言を許しま

 す。

　初めに、１２番小林啓太君の発言を許します。 

○１２番（小林啓太君）　おはようございます。 

　私は、さきに通告しておりました農業の担い手に

 ついて、町長に５点質問させていただきます。

　第９次上富良野町農業振興計画によれば、上富良

野町の農業経営体の数は、平成１２年に４９４戸で

あったのに対し、令和２年には２４６戸と、約半数

まで減少しています。一方、経営耕作面積は平成１

２年が５,８２０ヘクタールだったのに対し、令和
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２年では５,６１２ヘクタールと僅かに減少してお

ります。このことは、１経営体当たりの耕作面積が

 増加していることを示していると考えています。

　また、同計画書によると、令和２年度において、

全農業経営体２４６戸のうち８１.７％に当たる２

０１戸が「後継者がいない」と回答しております。

過去の調査でも「後継者がいない」という回答は、

おおむね７０％から８０％でありましたが、上富良

野町で耕作放棄地が発生していない理由として、離

農する農地を隣接農家が買い取り、耕作を継続して

きたことが挙げられます。このことが、１経営体当

たりの耕作面積が増加してきた要因の一つであると

 考えられます。

　しかし、今後も後継者がいない農地について、隣

接農家が買い取り、耕作を行うことが期待されるも

のの、人口減少が進む中で、１経営体が耕作できる

面積には限界があると考えております。さらに、大

規模な農地を所有する農家が離農を余儀なくされた

場合、上富良野町の基幹産業である農業が現在の活

力を維持できるのかどうか、大きな不安が生じてお

 ります。

　そこで、農業の担い手に係る農業振興について、

 以下５点の所感を町長にお伺いいたします。

　１、農業戸数が減少し、１経営体当たりの耕作面

積が拡大している現状をどのように評価しておりま

 すか。

　２、今後、農家戸数と耕作面積の関係はどのよう

にあるべきと考えますか。また、具体的な農家戸数

や作物の作付面積など、イメージする目標値があれ

 ばお伺いいたします。

　３、後継者がいないという課題により、今後どの

ような状況が発生し得ると考えるかお伺いいたしま

 す。

　４、第三者継承の方法や利点について、現在の調

 査研究や検討の進捗状況をお伺いいたします。

　５、町は町内の経営体に対し、経営の継続、継承

に関する考えを丁寧にヒアリングするとともに、事

業を受け継ぐ意思のある継承者を町内外に広く募

り、両者のマッチング機会を支援すべきと考えます

が、この点について町長の考えをお伺いいたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の農業の担

 い手についての５点の御質問にお答えいたします。

　農業の担い手に係る農業振興施策については、第

９次上富良野町農業振興計画における目指す姿、多

様な担い手が活躍する農村づくりに位置づけてお

り、新たな担い手の確保、育成は、農地の有効利用

や地域コミュニティーの形成など多くの施策と関連

する重要な施策として、後継者対策の促進に努めて

 いるところであります。

　まず、１点目の経営体当たりの耕作面積が拡大し

ている現状の評価についてでありますが、議員御質

問のとおり、過去２０年間の耕作面積は、僅かに減

少しているものの、経営体は半数まで減少している

ため、１経営体当たりの平均耕作面積は、１２ヘク

タールから２３ヘクタールと約２倍に増加している

ところであります。しかし、近年は、集積が進んで

いることや耕作面積の拡大が図られる農業法人が増

加したことにより、直近の５年間を見ると、３％程

度と増加の割合は緩和の傾向になっている状況で

 す。

　この主な要因として考えられる農業法人の平均耕

作面積は、個人経営体の１.８倍となる４５ヘク

タールであり、農地の流動化に対し大きな役割を

 担っていただいていると考えております。

　この評価としましては、経営規模の拡大は収益性

を高める効果が期待できるものの、今後においても

農家戸数や後継者数の推計から農家戸数の減少が想

定されており、離農者等からの農地の継承により、

１経営体当たりの経営面積の増加が見込まれること

から、適正な規模の面積拡大を基本に、大区画化を

生かした経営の効率化と併せて労働力の確保が重要

 であると考えております。

　次に、２点目の今後の農家戸数と耕作面積の関係

と目標についてでありますが、本町では多様な農畜

産物が生産されており、水稲、野菜、畑作、酪農と

その複合型など様々な営農形態が存在し、それぞれ

の農業者の営農形態によって、その農業者の適正な

経営面積は決まります。どのような営農形態を選択

するのかは、各農業者の経営方針や判断によるもの

でありますので、本町の農家戸数は、既存の耕作面

積に対し、どのような経営形態が何戸あるのかとい

うことの組合せで決まるものであり、本町の必要と

する経営態数が全体で幾つという絶対数をお示しす

 ることは非常に難しいと考えております。

　このことから、現状で展開されている営農形態と

生産に従事する人員を考慮した適正規模の耕作面積

による生産活動が良好な経営環境であると考えてい

ます。その経営の目標値としては、農業経営基盤強

化促進法に基づく本町の基本的な構想において、効

率的かつ安定的な農業経営のための標準的な耕作面

積として、本町または近隣市町村で展開している優

良事例を踏まえつつ、１６通りの主要な営農類型を

示しており、個別経営体が野菜のみを生産する場合

の５.６ヘクタールから組織経営体が牧草等の飼料

作物を生産する１０６ヘクタールを最大値として、

 経営面積を設定しております。
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　次に、３点目の後継者がいないという課題による

今後の状況についてでありますが、今後においても

後継者不足が深刻化すると、経営体の減少とともに

農地の流動化も限界を迎えることになり、耕作しな

い休耕地から農地として管理されない耕作放棄地が

発生すること、同時に地域全体の耕作面積の減少に

より、農畜産物生産量の低下から、地域経済の中心

である基幹産業の農業が衰退していくことに加え

て、農村地域においては、離農に伴う人口減少の加

速による地域コミュニティーの衰退、崩壊が発生

し、社会基盤の劣化につながることが予想されま

 す。

　次に、４点目の第三者継承の方法や利点と現在の

調査研究や検討の進捗状況についてでありますが、

農業経営における第三者継承とは、個人、法人の経

営体に、家族や親族の後継者がいない場合に、親族

以外の外部の第三者に経営権や所有権を引き継ぐ方

法であり、農業法人においては、個人経営体から継

承する際に新たな農業法人を設立する方法もありま

す。その利点としては、新規就農においては、営農

に必要な土地、施設、機材が既に用意されているた

め、それらの準備に要する時間や経費的負担が軽減

できます。また、移譲する農業者からの指導を受け

られる場合もあり、円滑かつ安定した営農の準備と

開始が可能となります。移譲する経営者にあって

は、所有資産を効率的に処分、整理できる利点があ

 ります。

　現在、第三者継承に関する取組状況につきまして

は、今年度から第三者継承による経営移譲を希望す

る方を把握するための意向調査を実施し、どのよう

な方法や支援策が有効化を探るためのデータの収集

と併せて各種支援制度等の活用方法について調査研

究を進めている状況であります。また、令和７年度

の地域おこし協力隊員の募集から、第三者継承のモ

デルケースとして、既に協力隊活動の農作業支援に

協力されている事業者の中から、第三者継承を要件

として募集を開始する準備を進めているところであ

 ります。

　次に、５点目の第三者継承の移譲希望者と継承希

望者に対する情報収集や募集、支援の対応について

でありますが、今年度に実施した移譲希望の意向確

認を元に、今後の準備に必要な個々の移譲要件や希

望する内容などの実態把握のため、引き続き詳細な

 調査を進めていく予定です。

　また、継承希望者に対しては、地域おこし協力隊

制度の活用や町のホームページ、各種ポータルサイ

トなど幅広い募集方法の調査研究を継続して行うと

ともに、各種制度の活用などの支援方法を検討して

 まいります。

　農業後継者の第三者継承は、担い手不足の解消に

向けた有効な取組であることから、今後においても

支援体制の整備を図り、後継者対策の拡充に努めて

 まいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　１２番小林啓太君。

○１２番（小林啓太君）　我が町の農家戸数が減少

している事実については、さきにお示ししたデータ

でも分かるのですが、町民の方と話していても、多

くの方が実感として持っており、不安に思われてい

 る方が多くいるという認識を持っております。

　一方、農地の集約化が進むと同時に、スマート農

業なども推進されており、農家戸数が減り、１経営

体当たりの耕作面積が増えているという事実に関し

ては、必ずしも悪いことばかりではないと感じてお

 ります。

　１点目と２点目については、そのような現状、町

長がどのように感じておられるのか、また、今後し

ばらくは続いていくことが予想されるこのような状

況について、理想とするバランスや、また超えては

ならない危険推域のイメージなどがあれば、ぜひ共

 有できればと考えて質問させていただきました。

　そして現状このような状況になっていく要因とし

て、後継者不足が深く関係しており、この先、農家

戸数現象が深刻化してしまった際には、どのような

未来が待っていると町長がお考えになっているのか

 を確認させていただきました。

　そこで、１点目の質問に関して、町長の認識とし

ても１経営体当たりの面積が増加していくことにつ

いては、最適な規模の面積拡大を基本に、大区画化

を生かした経営の効率化と併せて労働力の確保が必

要であるという認識であるとお伺いしましたが、あ

る程度の規模に達するまでは、現状の傾向は一概に

悪い状況ではないという理解でよろしかったでしょ

 うか。お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　ある程度の最適な規模に向かっている途上の経営

体に関しては、その方向、集約化、面積を適正規模

にいくまでのその方向は、決して悪いことではない

 と考えております。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　そのように確認させてい

 ただきました。

　２点目の質問に関して、御答弁でも言われていた

ように、上富良野には様々な経営体のスタイルがあ

り、一概に理想とする経営体数や耕作面積を示すこ

 とは、確かに難しいと感じております。
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　ただ、３点目の質問に対する御答弁でも言われて

いるように、後継者不足が深刻化すると、農地の流

動化が限界を迎え、耕作放棄地が発生する。同時に

農業生産力が低下し、農業が衰退する。また、農村

地域においては、人口減少の加速により、地域コ

ミュニティーが衰退、崩壊し、社会基盤の劣化につ

ながることが予測されるため、いつまでも農家戸数

の減少を受け入れていてはいけないということに関

しては、共通の認識を持てているかと考えますが、

 その点に関して町長の考えをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　ある程度集約が進んで、農家戸数が減っていく。

これは適正な面積というのは、そこが一番収益が高

いところ、そこを目指していくと。ある程度集約化

して農家戸数が減るというのは、これは許容しない

といけないと考えております。ただ、今後におい

て、その結果集約されたところが、おっしゃるとお

り後継者がいなくなった場合とか、そういうのが非

常にリスクといいますか、危惧する面はあります。

集約の結果、コミュニティーが、その問題もあるの

ですが、ちょっと集約化というのはそれが非常に合

理的で、農政の面ではそういうふうに目指していく

と、それは、そういう方向というのは当然といいま

すか、そういう流れなのですが、農政とは別問題だ

と思っています。コミュニティーをどう維持するか

というのは、コミュニティーを維持するために効率

の悪い面積でやるというのもちょっと本末が転倒し

ますし、効率いい面積でやるとコミュニティーが、

数が減っていくというのも、そういう事実がありま

す。農政とコミュニティーを維持するのは、ちょっ

と別問題かと考えております。当然コミュニティー

を維持するということも、また別の政策が必要なの

かもしれませんが、それも農政と同じように重要な

 課題という考えを持っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいま御答弁でいただ

いた農政とこのコミュニティーの衰退というのは、

また少し毛色の違う課題であるという部分に関して

 は、私も理解しているところであります。

　以前、同僚議員が質問していたように、今後もし

かしたら住民会やそういった再編なども含めて、ど

うやって地域コミュニティーを維持していくかとい

うのは、農業の効率化とはまた別の課題としてある

かと思っております。一方で、ただ地域に住む農家

自体がどんどん少なくなっていくことによって、そ

こで紡がれてきた文化が崩壊してしまうことなども

 同時に懸念されると考えております。

　ただいまの御答弁でも、やはり後継者不足が深刻

化する前に手を打っておかなければならないという

ことに関しては、共通認識が持てているのかと考え

ております。このまま深刻化してしまうのは、およ

そ何年先ぐらいということを、町長はどのようなイ

 メージを持っているかお伺いさせていただきます。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　何年先かというのは具体的な数字といいますか、

もっと大ざっぱかもしれませんが、今、現役で営農

されている方の年代が６０代、７０代なのか５０

代、それによって、多分６０代、統計は手元にない

のですけれども、それによって６０代の方が主で大

きな面積で耕作しているのであれば、あと１０年、

２０年はもたないだろう、そういう感覚で思ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいま町長の御答弁

で、およそ今、現役として活躍されている方々が引

退するまでの時期が恐らくデットラインと町長は捉

 えていらっしゃるのかと感じました。

　この後継者不足が深刻化する時期に関して、私は

ある農業委員の方とお話ししたことが非常に印象に

残っております。その方のお話では、あと数年は一

旦この隣接農家が土地を買い取り、面積を拡大させ

ていくことで、差ほど問題にはならないであろう

が、現在、４０歳から５０歳の経営者が１０年後ぐ

らいになって自身も離農を考え始めたときに、いよ

いよ土地を買い受けることができなくなっていくの

ではないかと不安を口にされていました。一番深刻

なのは、土地利用型の営農スタイルで広大な面積を

耕作している農家が、離農する際に土地の引き取り

手がいないことであるということで、これがおよそ

１０年後ぐらいではないかということをおっしゃっ

 ていました。

　この話を他の農家と話した際にも、この点に関し

 て共感されることが非常に多かったと感じました。

　確かに自身も遠くない未来に離農することが分

かっていて、自身が離農するときに近隣に土地を

買ってくれる農家がいないと分かっているとき、多

少余力があったとしても規模の拡大に躊躇するの

は、これはこれで合理的な判断であると感じており

 ます。

　この話を受けて、私はおよそ１０年以内に広大な

面積を耕作でき、かつ長期に耕作を続けられる経営

体が土地や事業を継承できるよう対策を講じていく
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べきではないかと考えましたが、この点に関して町

 長のお考えをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　おっしゃるとおり、ひょっとしたら１０年後ぐら

いにそういう集約、引受け手がなかなか、今の面積

を維持するために引受け手がという問題が、継承者

がという問題が出てくるかと思います。そのときに

何が始まるかというと、多分、条件のいい土地は耕

作してくれる人がいますが、少しでもやはり農地に

順番といいますか、不利なところがどんどん、いわ

ゆる耕作しなかったり、そういうところが丸まま離

農した後、そこがすぽんと穴が空くというイメージ

よりは、そこの中でも取捨選択が起きて、条件のい

いところばかりに、それは当然そうなのですけれど

も、そうすると条件の悪いところが耕作放棄地とし

て発生してくるのではないかと考えておりますし、

そうなる前にやはり後継者が、そのまま維持できる

ように農家戸数を、労働者といいますか、農家戸

数、経営体をある程度維持する、どのような作物で

も構わないのですけれども維持をする。そういうこ

とが喫緊のといいますか、まず第一に１丁目１番地

といいますか、それはやってくれる人といいます

 か、それが重要なのかと思っております。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいまの御答弁で、町

長がどのようにこの先の未来を考えているのかを一

 片垣間見ることができました。

　現状確かに、現状でも耕作に不利と言われている

ような土地で営農されている方の御苦労は、本当に

 計り知れないものだと感じております。

　一方で、そういった僕らが不利というような土地

で耕作が行われていることによって、この一帯は丘

陵地帯であったり、この美しい景観、農村景観だと

言われていることが観光資源になっていたりするこ

ともあるので、現在、不利と言われているような土

地に関しても、可能な限り今と同じような活力で耕

作が続いていくことを私個人としても期待している

 ところであります。

　さらには、このおよそ後継者不足が深刻になる時

期というのに関しても、地域によってもやはり期間

の猶予に差があり、既に差し迫った地域に関して

は、近年中に後継者不足が深刻化するのではないか

と考えているので、町としては可及的速やかに後継

者対策に策を講じていくべきであると考えていま

 す。

　そして、その一つの有効な手段が、最近では耳に

することも多くなってきた第三者に対して経営権や

所有権を引き継ぐ農業経営の第三者継承ではないか

 と考えております。

　４点目の質問に対して、町長の御答弁では、第三

者継承の利点に関しては既に研究が進んでおり、そ

の取組については意向調査なども進めている段階で

あるということでしたが、具体的にどのような手法

 で意向調査を進めているのかお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　具体的な調査というのは、おのおのといいます

か、聞き取り調査等含めて、意向も含めて調査して

 いるところです。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ちょっと具体的な話に

なってしまうのですが、調査方法というのが、実際

に出向いて聞き取りを行っているのかなど、あとは

アンケートをファクスで送ってアンケートに答えて

もらったりしているのかなど、ちょっと細かい点で

 すが、その点に関して御質問いたします。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○１２番（安川伸治君）　１２番小林議員の質問に

 お答えさせていただきます。

　この第三世継承の対象となります方の調査に関し

ての御質問ということで、農業者の方へのアンケー

 トとしまして実施しているところであります。

　今年度、今後の１０年間を予定した形で地域計画

 というものを作成するという予定であります。

　その中で、今後、その１０年間において離農され

る方また経営規模を縮小される方ということでアン

ケート調査を実施したところであります。その中に

おきまして、第三者継承に興味、関心があるという

方についても意向の調査をしたところでございま

 す。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいまの御答弁だとア

ンケートで調査を行っているということで、それは

書面で、ファクスか何かで行っているという理解で

 よろしいでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の

 御質問にお答えします。

　アンケート調査ですので、書面で回答していただ

 いているということになります。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　町長にお伺いいたしま

 す。

　この点に関して、やはりアンケート調査という
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か、意向調査は、かなりこの後継者不足に関して、

特に第三者継承を考えるのであれば、本当に肝にな

 る部分だと考えております。

　このことで、もちろんアンケート調査をした後に

回答があったところにまたお話を伺いに行くという

ことは理解できるのですが、内容が人によっては非

常にデリケートな部分も出てくるので、ここは面倒

かもしれないですけれども、やはり直接出向いてお

話を伺うというほうがより有効なのではないかと考

えますが、町長はこの点に関してどう考えられる

 か、お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　アンケートを統一フォームで取るというのは、一

定の方向、傾向を知る上では非常に有効な手段だと

考えております。その裏には、詳細まで把握しよう

とすると、やはりおっしゃるとおり個々の面談がな

いとさらに細かいところまでは見て取れませんの

で、現段階、アンケートで大まかな、議員もおっ

しゃるとおり後継者がいないという方が相当、７

割、８割いるという、そういう大まかな問題点とし

て浮き彫りになっておりますので、アンケートはア

ンケートでそれなりの効果、完璧に把握するのであ

れば委細面談が今後必要になってくるとは思います

が、その辺は今後考えながら、面接もインタビュー

も必要なのどうかも含めて、それは今後十分検討を

 考えて、手法を考えていきたいと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　この点に関してちょっと

細かく追及させていただいたのが、農業者の方とお

話ししているときに、今回のこのアンケートではな

いと思うのですが、農業振興課からこういう聞き取

りがある際に、一方的にファクスが送られてきて、

返信してくださいという内容で、ついつい忙しくて

忘れてしまうこともあるし、そのままになってしま

うこともあるといったようなことを伺ったのと同時

に、なかなか農業振興課の方々の顔が見えづらい部

分があるとおっしゃっておりましたので、この点は

町と農業者との関係をさらに強くしていく上でも、

こういったことは直接お話を伺うというのは、一見

非効率的かもしれませんが、目的を達成するために

は必要ではないかと私個人は考えますので、よろし

 く御検討いただければと思います。

　４点目の質問の御答弁に、令和７年度の地域おこ

し協力隊の募集から第三者継承のモデルケースとし

て、既に協力隊活動の農業支援に協力されている事

業者の中から第三者継承を要件として募集を開始を

進めるところとありましたが、この点少し分かりに

くかったので、この事業者とは誰を指すのか、また

実際にどのような方に来てもらって、どのような任

期を過ごしてもらうイメージで募集をするのか、再

 度御説明をよろしくお願いいたします。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の

 御質問にお答えします。

　地域おこし協力隊のモデルケースということでの

第三者継承の募集の関係についてでございますが、

今現在、検討している段階でございまして、その内

容としましては、今後、離農が発生されるという方

への形態としましては、土地利用型小麦・大豆を作

られる土地利用型ということで、耕作面積が大きい

方を対象としまして、そちらの方が今、協力隊の支

援を行っていただいているという方がおりますの

で、その方に継承する際の要件等を確認しまして、

その要件で募集を進めていこうという、そういった

 準備を行っているところであります。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいまの質問で回答が

得られなかったと感じている部分が、どのような方

に要は応募してもらって、その方がどのような３年

間を隊員期間として過ごすのかという部分ですの

で、事業者の方というのは、現状の農業者の方を指

しているのか、それとも農業で働いていて、今後継

承者として希望するような方を指しているのか、そ

の辺りが明確にならなかったので、再度御答弁よろ

 しくお願いします。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の

 御質問にお答えさせていただきます。

　一応、希望者は、先ほど申し上げました協力隊の

支援いただいている方ということで、継承される希

望者、こちらのほうに来て継承するという方に関し

ては、今、地域おこし協力隊ですので、そういった

募集する方は、経験がある、なし関係なしに募集す

 るという予定でおります。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　その応募されてきた方

は、経験がある、なしにかかわらず、この方が今回

応募して採用した後にどのような３年間を、つまり

これまでの地域おこし協力隊農業振興に来られた方

とは違う過ごし方をするのか、その辺のイメージが

既にあるのであればお答えいただきたいと思いま

 す。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁願いま

 す。

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の
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 御質問にお答えします。

　地域おこし協力隊の方がこちらの隊員となられた

後については、今現在進めています特産農作物支援

の形で３年間ということで地域おこし協力隊として

活動していただくことになりますが、その間、第三

者継承される先の事業者のところで研修を開始して

いただくという予定でありまして、基本的にはその

３年間での研修を終えた後に継承していくという、

そういうことで想定して募集をする予定になってい

 ます。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいまの説明を私なり

に解釈すると、既にもう継承してもいいよという継

承元を一つピックアップして、またそこを継承した

いと望む方が応募されて３年間を研修期間として過

ごし、その後そこを継承するといった流れになる

と、そういう募集を今後行うという理解でよろしい

 のか、再度確認させてください。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の

 御質問にお答えします。

　議員のおっしゃるとおり、そのとおりの予定でお

 ります。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　また後に触れますが、今

回出してもいいという方とそれを引き継ぎたいとい

う方のマッチングというのがやはり町の大きな役割

になってくるかと個人的には感じておりますが、既

に町に来られている協力隊員の方などに関しても、

今後自分がどのような形で営農していくかというの

を検討する際に、もう既にこういう継承してくれ

る、継承元があるといったような情報とかがあれ

ば、ではそこを継承することを前提にこれから先の

期間を過ごしてみようかといった選択肢も広がるの

ではないかと個人的に考えますが、今回の募集にお

いて取りあえず、今、進めようとしているこの事業

に関しては、また継承したいという方を新規に求め

ていくということで、既に来られている隊員の方と

は対象にはならないという理解でよろしいでしょう

 か。

○議長（中澤良隆君）　農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（安川伸治君）　１２番小林議員の

 御質問にお答えさせていただきます。

　今現在おられる地域おこし協力隊の方も対象には

なりますが、今おられる隊員の方が就農を希望して

いる時期にあえば、今後、話は進めていくことにな

りますが、その希望の時期が違う場合については、

また新規の募集される方を対象にしていくという形

 を取る予定であります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　ただいまの御説明で、少

し安心した部分があるといいますか、既に隊員とし

て頑張られている方が、そういう条件のところがあ

るのだったら自分がそこを継承したかったと、た

だ、そうならないような形で情報提供を行っていっ

 てほしいと考えておりました。

 　５点目の質問に関して再質問いたします。

　現在、町で調査検討を進めているということを

伺ったところ、この第三者継承に係る後継者対策に

関して、町の役割として、継承元のヒアリングを丁

寧に行うと同時に、この事業を受け継ぐ継承者を地

域おこし協力隊であったり、このあたりを広く募

り、この両者をマッチングさせていくことこそが町

の重要な役割であるという、この私の考えと町長の

考えに関しては、これは共通認識を持てていると感

じておりますが、その点に関して町長の考えをお伺

 いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　町が第三者検討に関してマッチングというのは、

非常に重要な役割、第三者継承は非常に重要ですの

で、町としてはやれることは、先ほどの質問にあり

ました地域おこし協力隊もそのツールの一つだと

思っておりますし、それ以外にもしあれば調査研究

して、いろいろな形で第三者の継承、ヒアリングし

ていろいろな条件、移譲する場合の条件とかいろい

ろあると思いますので、その辺のマッチングはどの

ような形であれ必要なことといいますか、重要なこ

 とだと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　１２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君）　この点で町長と共通認識

 を持てたことは、非常に嬉しく感じております。

　私は、兼ねてから自身の経験も踏まえ感じている

ことがあります。それは、農業未経験の人間が就農

を目指して農作業を始める時点では、自分がその後

どのような営農スタイルで就農し、農業経営を行っ

ていくことがベストであるかということに関して

は、具体的なイメージを持てている方は非常にまれ

 であると思っております。

　現在、協力隊として活動している農業支援員の方

も、様々な作物に触れる中で自分の作りたい物が決

まっている方もいれば、現在まだ模索中の方もいる

と聞き及んでおります。また、彼らが上富良野の募

集に応募した際に、何を作るかということがその時

点では限定されていないのがよかったと言われてい
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 る方もいました。

　また、このような段階において、いざ自分が認定

農業者となって農業経営を開始する上では、どのよ

うな土地で、どのような条件で営農できるのかとい

うことが、自分が何を作っていくかを決定させてく

れることも往々にしてあり得るかと感じておりま

 す。

　なので、もし仮に町内に事業継承の良質な情報が

豊富にあり、その中から何件か直接顔を合わせて話

をしたり、実際にそこで働いてみるなどのことがで

きる環境があれば、双方にとっても制度の高いマッ

チングが可能になるのではないかと考えます。なの

で、つまり私の考えとしては、さきにこれから募集

する際の話でもありましたが、１対１のマッチング

をいきなり行うのではなく、現行の地域おこし協力

隊募集の際などに、第三者継承の情報も提供しつ

つ、この３年間の任期中にどのように新規就農する

のかを第三者継承も選択肢の一つとして農業支援委

員の採用を行っていくのが有効ではないかと考えま

 す。

　もしかすると、さきに町長もおっしゃっていまし

たが、現在、農業振興課が行っている農家に対する

意向調査自体も協力隊員が直接行うことで、町内の

農家と直接コミュニケーションが取れるのではない

のかと考えております。また協力隊員に限らず、既

に上富良野で農業に従事していて、条件次第では新

規就農の意思のある方に対しても、これらの情報提

 供を行っていってもいいかと思います。

　このように、様々な手法を新たに講じて、第三者

継承に係る後継者対策に町としてスピードを上げて

本気で取り組んでいくべきと考えますが、町長の考

 えをお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１２番小林議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　地域おこし協力隊の募集に関して、今まで条件を

付しておりましたが、今回も第三者継承ということ

である程度条件を付すのですが、結果、３年後必ず

それをしなければならない、３年後はフリーですの

で、フリーといいますか、そういう意味でまず来て

もらって、募集するにはある程度こういうものをと

いう募集しなければ、ただ農業をと言っても何だろ

うという、そういうことは避けるためにある程度、

過年度、以前であれば特産品の栽培、ホップとかそ

ういうもの、今回であれば第三者、先に入った人が

第三者に３年後移行することもあるかもしれません

し、第三者継承で入った人が将来継承移譲した作物

を必ずやらなければならないという、そういう縛り

は将来がんじがらめにするものではありませんの

で、当然一つのきっかけと捉えております。そうい

うきっかけといいますか、マッチング、そういうも

のは、先ほどの話ですと１０年という、あっという

間にスピードを上げないと来るのではないかという

危機感は、小林議員とこれは共有しているのかもし

れませんが、それを含めていろいろなあらゆる手段

を調査研究しながら、こういうものをやってみよ

う、ああいうものをやって見よう、トライをするの

は、もちろん十分検討してトライをしますけれど

も、それは全然否定しないといいますか、どんどん

 やっていかなければならないと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　以上で１２番小林啓太君の

 一般質問を終了いたします。

　次に、２番荒生博一君の発言を許します。 

○２番（荒生博一君）　私は、さきに通告しており

ます３項目１２点について、斉藤町長にお伺いいた

 します。

　まず１項目め、高齢者の福祉対策についてお伺い

 たします。

　高齢化に対応する社会づくりの中長期的な方向性

を示す高齢社会対策大綱が令和６年９月１３日に閣

議決定され、年齢にかかわらず支え合う社会の構築

や、身寄りのない人や認知機能に変化がある人も安

 心して暮らせる社会の実現を掲げました。

　現在、日本の人口に占める６５歳以上の割合は２

９％に上り、高齢化率は世界で最も高くなっており

ます。また、当町における現在の６５歳以上の高齢

化率は３４.１％となっており、国の平均値を大き

く超えており、２０５０年には４３.８％に達し、

おおよそ１０人に４人が高齢者になると見込まれて

 おります。

　高齢者の福祉対策については、我が町における喫

緊の課題であると考え、以下４点について町長の見

 解をお伺いいたします。

　まず１点目、高齢者福祉は、社会の変化や高齢者

のニーズに応じて常に進化を続けています。物価高

騰が続いている中、例えば上下水道料金の軽減制度

を設けるなど、高齢者世帯の経済的な負担軽減策が

必要と考えますが、町長の見解をお伺いいたしま

 す。

　２点目、総務省の統計によると、６５歳以上の独

り暮らしの高齢者の数は年々増加しており、２０４

０年には約９００万人に達すると予測されていま

す。このような状況下で、独居高齢者の安全と生活

の質を確保するための様々な支援策が求められます

が、当町においての現在展開されている施策と、今

後考えられる施策についての具体的な見解をお伺い

 いたします。
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　３点目、テクノロジーを活用した福祉サービスの

導入は、高齢者福祉の新たな可能性を開くものであ

ります。現在、町においてもウェアラブルデバイス

などを用いた健康管理サービスなど、将来的にテク

ノロジーを活用して、高齢者の生活の質を向上させ

るための新しいサービスの検討はなされているのか

 見解をお伺いいたします。

　４点目、近隣市町村では、継続的な福祉灯油の支

給やプレミアム付商品券発行事業などが、物価上昇

に疲弊する高齢者などへの生活支援策として行われ

ております。物価高騰により生活がより一層圧迫さ

れる中においては必要とされる支援策と考えます

が、当町では本年度中に行わないのか見解をお伺い

 いたします。

　次に２項目め、今後４年間のまちづくりについて

 お伺いいたします。

　町長は、１１月２６日に告示されました上富良野

町長選挙にて無投票により再選が決まり、その後の

インタビューにおいて、初心を忘れず町民が幸せに

なるための町政を目指していくと、２期目の力強い

決意を語られました。そして、報告会の挨拶では、

地方の市町村が置かれている状況は非常に厳しいと

指摘した上で、次の４年間、人口減少や過疎化には

決して負けないまちづくりに向け頑張っていくと、

 意気込みを語られております。

　今後の４年間は、七つの政策の実現に向けセカン

ドステージに途中に突入しますが、この４年間でど

こまで実現を目指すのか、具体的な方向性について

 以下４点町長にお伺いいたします。

　１点目、宿泊施設の拡充などによる滞在型観光の

推進とはどのような内容なのか、具体的にお伺いい

 たします。

　２点目、医療従事者やエッセンシャルワーカーな

ど必要不可欠な働き手の確保については、どのよう

 な施策を展開していくのかお伺いいたします。

　３点目、道の駅設置についての今後４年間の具体

 的な取組についてお伺いいたします。

　４点目、人口減少や過疎化には決して負けないま

ちづくりとは、具体的に今後４年間でどのような対

 策をお考えかお伺いいたします。

　最後に３項目め、町の公有財産の管理についてお

 伺いいたします。

　町の所有に属する財産、いわゆる公有財産は、行

政財産と普通財産に分類されます。そして、行政財

産以外の公有財産である普通財産は、貸付、交換、

売払い、譲渡、出資の目的とすること、信託するこ

 と、私権を設定することができます。

　現在、町においては、廃校となった学校や教員住

宅などがその対象となり、一部普通財産において

は、貸付などを行っております。しかしながら、公

有財産の中でも長年放置され経年劣化が著しい建物

があり、景観や周辺施設への悪影響などが非常に懸

 念されます。

　そこで、現在の管理体制や貸付状況及び今後の解

体など具体的計画や方針について、以下４点町長に

 お伺いいたします。

　１点目、旭町の教員住宅は、これまでの間、お試

し暮らし住宅などで使用されてきましたが、現在は

未利用となっております。今後の町の方針について

 お伺いいたします。

　２点目、旧東中中学校や旧江幌小学校など、現在

の管理状況や利用状況はどのようになっているのか

 お伺いいたします。

　３点目、古くなり入居者がいない公営住宅の今後

の維持管理や解体など、具体的な計画についてお伺

 いいたします。

　４点目、昭和４４年に設置された上富良野町衛生

センターは、平成１５年３月にその役目を終え、既

に稼働閉鎖から２１年が経過しております。この

間、解体については多額の費用を要するとのことで

見合わせたと聞き及んでおりますが、今後について

はどのような対応を図られるのか、お考えをお伺い

 致します。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の３項目の御

 質問にお答えいたします。

　まず、１項目めの高齢者の福祉対策についての４

 点の御質問にお答えいたします。

　関連がありますので、１点目と４点目の御質問を

 併せてお答えいたします。

　物価高騰に対する助成につきましては、１１月２

２日に閣議決定された国が実施する経済対策では、

非課税世帯への３万円の給付をはじめとした物価高

 騰への支援が盛り込まれました。

　本町における高齢者や低所得者に対しての支援策

につきましては、国が実施する経済対策のほか、地

域づくり総合交付金を活用し福祉灯油事業を実施す

 るよう取り進めてまいります。

　次に、２点目の独居高齢者の安全対策としては、

在宅福祉事業における緊急通報システム設置や生活

支援体制整備事業にて電話サービスを行っておりま

 す。

　また、民生児童委員による高齢者実態調査にて独

居高齢者だけではなく、６５歳以上全ての世帯の状

況を調査するとともに、支援が必要な方には地域包

括支援センターが中心となり必要な機関へとつなげ

 ております。
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　今後におきましては、現在実施している施策の継

続を基本としながら、新たなコンテンツについても

 情報収集しながら検討してまいります。

　また、現在の具体的なものといたしましては、現

在実施している緊急通報システム設置については、

電話の一般回線を使ったサービスであり、携帯電話

の普及が進み一般電話の契約が減少している状況と

なっていることから、今後における同等のサービス

維持についての検討を行っているところでありま

 す。

　次に、３点目のテクノロジーを活用した福祉サー

ビスの導入につきましては、現在、様々なデジタル

コンテンツを活用したサービスが開発されており、

スマートスピーカーを用いた見守りサービスなど、

緊急通報システム設置に代わる媒体について情報収

集を行っているところであり、具体的な検討までは

至っておりませんが、現代のニーズにあった福祉

サービスについて検討していきたいと考えておりま

 す。

　次に、２項目めの今後４年間のまちづくりについ

 ての４点の御質問にお答えいたします。

　まず、１点目の宿泊施設の拡充などによる滞在型

観光の推進内容についてでありますが、近年コロナ

禍が落ち着き、本町においても各種イベントが再開

されたこともあり、国内外から観光客は増加傾向と

なっております。一方、ツアーを受け入れる大型宿

泊施設は、需要に対し絶対数が不足していること、

また周遊型観光コンテンツの不足などによって、本

町は富良野美瑛の大型観光圏の中心に位置しながら

も、旅程内での一時的、限定的な立ち寄りが観光入

り込みの多くを占め、限られた時間内に本町の魅力

を堪能していただくこと、また購買、体験による消

費をしていただくことが十分にできないということ

が、先般策定いたしました第３次上富良野町観光振

興計画においても大きな課題として捉えておりま

 す。

　ジオパークを含め持続可能な観光資源が多数存在

する中、観光客のニーズに応えるべく通過型から滞

在型への転換が必要であると考えており、一つの打

開策として、近年ウェブ仲介サイトでの募集やＡＩ

による翻訳制度の向上に伴う運営面の課題解消な

ど、ビジネスモデルとして十分成熟を見せている簡

易宿泊所や民泊といった小規模宿泊事業に関する問

合せも多く寄せられていることから、新たな観光導

線の再考や用途地域の検討を行い、民間事業者の事

業展開につなげることで、夏季・冬季を通じた宿泊

 事業の取りこぼしを減らしたい考えであります。

　これにより、本町をゴールとし、また本町をス

タートとすることで、町内観光施設や景勝地をじっ

くり周遊し、消費していただく滞在型観光の推進に

つながるものと大いに期待するところでございま

 す。

　次に、２点目の医療従事者やエッセンシャル

ワーカーなどの確保対策についてでありますが、ま

ず保育士については、通常保育に必要な保育士につ

いては充足されておりますが、一部の保育サービス

の保育士配置については足りていない部分もあり、

今後においても多様なサービスの実施に向け、保育

士確保対策が必要と考えており、その対策案につい

ては、教育・保育施設連絡協議会にて協議を行い、

保育士家賃補助や保育士就労支援金の実施について

は、令和７年度からの実施に向け、現在、検討を進

 めているところであります。

　また、その他医療従事者等のエッセンシャル

ワーカーや地域産業の担い手となる人材の確保につ

きましても、奨学金返還支援補助を実施していると

 ころであります。

　引き続き、働き手の確保対策について、有効な施

 策について研究してまいります。

　次に、３点目の道の駅についての今後４年間の取

組についてでありますが、今年度は機運醸成に向け

た取組としてワークショップ等の開催、令和７年度

においては町民と各地の道の駅を巡る見学会などを

検討しているところでありますが、令和８年以降に

つきましては、旭川十勝道路の進捗状況などを踏ま

えた上で取組内容を検討してまいりたいと考えてお

 ります。

　次に、４点目の人口減少や過疎化に負けないまち

づくりについてでありますが、日本全体の人口が減

少する中で、本町も自然減、社会減により人口が減

少していくことをとどめることは大変難しいと認識

しております。このような状況の中で、自治体とし

て持続可能な町を維持していくためには、農業、商

工業、観光などの経済的な基盤が整い、自衛隊駐屯

地が存続し、医療、福祉、介護、教育や行政サービ

スなどが人口規模に見合った規模で存在しているこ

 とが必要と考えております。

　現在でも１万数千人の人口規模で広域に多くの人

が分散して暮らしていた当時のままの政策や公共施

設などが存在しています。持続可能な町を目指すに

は、これらの施設や事務事業等の選択と集中によっ

て人口規模に応じたものにしていかなければなりま

せん。またスケールメリットの必要なものについて

は、広域連携も必要であり、このたび取り組んだ中

富良野町との葬斎場の共同利用などもその一例と考

 えています。

　ただ、人口に見合ったものとして縮小や集約だけ

では、町民が生き生きと活力あるまちづくりにはな
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らないものと考えておりますので、移住、定住、交

流人口の増など活性化につながるものについては、

しっかりと選択をし、生かしていかなければとも考

 えております。

　いずれにいたしましても、現在行っている町政の

全てを人口減少社会に対応したものにしていかなけ

ればならないことは明白でありますので、次期４年

間についても、各議員の御意見を伺いながら取り進

めてまいりたいと存じますので、御協力と御理解を

 賜りたいと存じます。

　次に、３項目めの町の普通財産の管理についての

 ４点の御質問にお答えいたします。

　町は、今後の人口減少や厳しい財政状況を踏ま

え、将来的な財政負担の軽減や費用の平準化を図

り、公共施設等を維持管理するため、公共施設等総

合管理計画を策定し、長期的な視点に立ち、総合的

 に公共施設を管理することといたしました。

　以降、公共施設につきましては維持管理、更新を

行い、使用する見込みがない施設については、除却

や売却を行ってきたところであり、また、令和４年

３月の本計画の見直し、本年６月には遊休財産の処

理方針を改定し、改めて施設ごとに現状と課題の整

理、劣化状況の調査を行いながら、旧教員住宅等の

使用する見込みがないものについては、用途変更、

除却や売却など具体的な処理方法を定め、進めてい

 くこととしているところであります。

　まず、１点目の旭町教員住宅についてであります

が、現在、旭町教員住宅は１５棟３０戸のうち２棟

４戸が教員住宅として活用されており、残り１３棟

２６戸については普通財産に移管され、この間、移

住定住施策として移住準備住宅、お試し暮らし住宅

として活用してきたところですが、令和元年におき

まして、民間共同住宅の有効活用と旧教員住宅の老

朽化に伴い、民間アパートを活用したシーズンステ

イ住宅事業に移行したことから、現在は活用されて

 いません。

　今後の方針ですが、当該施設については、一体的

に活用することが有効と考えているところであり、

まだ教員住宅に居住されている方がいることから、

 解体、売却等の処理方法は持ち合わせていません。

　次に、２点目の旧東中中学校、旧江幌小学校の管

理及び利用状況についてでありますが、まず利用状

況ですが、行政財産の目的外使用に関する使用料徴

収条例に基づき、両施設の一部を有償にて貸付を

行っているところです。また管理状況ですが、周辺

の草刈り、伐木等を行っているほか、建物火災保

険、消防用設備保守点検等の管理を行っており、そ

の費用については、貸付に伴う収入を充てていると

 ころです。

　次に、３点目の公営住宅の今後の維持管理につい

てでありますが、令和６年度において９団地３９５

戸の公営住宅があり、延べ７８棟を行政財産として

 所有しております。

　公営住宅の管理については、公営住宅等長寿命化

計画を策定し、長期的な管理の見通しを立て、計画

に基づいた維持管理、更新を図っております。計画

期間末戸数は３０３戸としており、９２戸２４棟が

 用途廃止の予定となっております。

　３０３戸の公営住宅について、現在空き家となっ

ている場合でも、入居希望に応じて入居ができるよ

う管理を行うとともに、それ以外のものについて

は、今後、用途廃止や財産の処分等を行いますが、

その時期につきましては、現在の入居状況と財政状

 況等を総合的に判断し、適切に行ってまいります。

　次に、４点目の旧衛生センターの今後の対応につ

いてでありますが、議員御質問のとおり、稼働終了

から２１年が経過している施設となっており、現在

は敷地の一部を道路維持用の資材置き場等として活

 用しているところです。

　今後の対応については、試算はしていませんが、

解体費用、廃棄物処理費用等、相当多額の経費がか

かることが予想されていること、跡地利用が決まっ

ていないことから、今後の処理方法は持ち合わせて

 いないことを御理解願います。

　いずれにいたしましても、今後も地域の意向も考

慮した上で、使用する見込みがないものにつきまし

ては、有効な活用方法や除却、売却など多角的な面

から研究を進めてまいりたいと考えておりますの

 で、御理解を賜りたいと存じます。

○議長（中澤良隆君）　ここで、暫時休憩といたし

 ます。

────────────────── 

 午前１０時１７分　休憩

 午前１０時１９分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　ここで、休憩を解いて、改

めて１０時４０分まで暫時休憩といたします。 

────────────────── 

 午前１０時１９分　休憩

 午前１０時４０分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

　再質問ございますか。 

　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　まず、１項目めの高齢者の

 福祉対策についての再質問をさせていただきます。

　今回、私の４点の質問に対し、御答弁では１点目
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と４点目を関連があるとのことで併せてお答えいた

だいておりますが、私の趣旨としては、１点目の質

問に関しては、中長期的なビジョンで、今後１０人

に４人が高齢者になる、６５歳以上になるというこ

との中で、恒久的な支援策について伺ったつもりな

のですが、聞き方が悪かったということで、そこは

仕方ないとしますが、４点目、私は今回２事業を挙

げた中で、今年度内どのような取組をお考えかとい

 うことで質問をさせていただいております。

　福祉灯油に関しては、的確に御答弁いただいてお

りますが、プレミアム付商品事業に関しての御答弁

がございません。昨日、同僚議員が、今回、同じプ

レミアム付商品券事業に関して５名の議員が町民の

声を聞き質問をすると言いましたが、私の分はカウ

 ントされていないのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　プレミアム付商品券は、先日お話ししたとおり、

まだ未定ということで、答弁漏れになっておりま

 す。大変申し訳ございません。

　プレミアム付商品券につきましては、新聞には見

送りかと。一言も言ってないのですけれども、国の

補助事業と併せて検討中ということで御理解いただ

 ければと思っております。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　では、１点目の恒久的な施

策の例で挙げました、いわゆる高齢者に対しての上

下水道の要は負担軽減というのは、近隣の北海道の

滝川市の実例を参考例として挙げさせていただきま

した。また、全国で様々な高齢者の福祉対策という

ことで例が挙がっておりますが、町長、この先、

我々も確実に６５歳以上の高齢者になり、将来に備

えるということであれば、これあくまでもほんの一

例ですが、上下水道の料金を負担ずっと軽減し続け

るというのは維持に対してもすごく大変であります

が、様々な角度からやはり検証、検討が必要と考え

 ますが、その辺のお考えをお伺いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　御質問の水道料は一例ということで、それに具体

的に答弁はしておりませんが、恒久的な策といたし

ましては、高齢者でくくっていいのか、それともも

しくは低所得でくくっていいのか、それは今後の検

討ですが、そういう社会になっていく中で、何らか

の高齢者に特有のものであれば、身体的なものは高

齢者ですので、そういうものを含めて高齢化社会に

向けて、今後は他市町村の例を参考にしながら、我

が町にどういうものが必要なのか、どういうものな

のが有効かというのは、調査研究は引き続き続けて

 いかなければならないと考えております。

 　以上です

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　では、１点目に関してはこ

の後研究を重ねていただけるということで、１と４

合わさっていますので、４点目のプレミアム付商品

券に関しての再質問をさせていただきますが、昨

日、３人の議員が同じ内容で、町長の先ほどの答弁

でも、新聞報道では見送りなんていうことがありま

したけれども、昨日、議会が終わった後、質問した

３名の議員、何かすごい安堵の表情が見受けられま

して、３者３様にそれぞれ後の、国庫支出金を頂い

た後に、町長はきっと検討してくださるということ

で非常にポジティブな受け止めをしておりますが、

私も同様にポジティブに受け止めてよろしいでしょ

 うか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　プレミアム付商品券のいい点、悪い点、長所、短

所、昨日答弁いろいろさせてもらいましたが、それ

らを勘案しながら、どういうものがいいのか、経済

対策は国から来る補助金等で何らかの形で必要な方

にしっかりと届けていかなければなりませんので、

その案の内容として、施策の一つとして、決してプ

レミアム付商品券は否定しなかったつもりなのです

けれども、昨日は。それも当然考慮し、頭の中に先

例もありますので、そういうものも含めて経済対策

 はしっかりと考えてまいります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　町長は、やはり財政的な理

由から、非常に財政が厳しい中、一般財源を用いて

は今回プレミアム付商品券事業に関しては厳しいと

いう見解で、昨日は難しいという理由をずっと答弁

で述べたような受け止めをしております。一方で、

厳しいこういった財政状況というのは、町長が就任

の４年前から、もちろん町立病院の建て替えやこど

もセンターの新設等々で、当然ながらその状況に関

しては予測ができたと考えます。その中で、町長は

事業を取捨選択して、町民の皆様のためにやはり優

 先順位をしっかりと決定すべきと考えます。

　町長、選挙を振り返りますと、事務所の上に大き

な看板で「町民みんなの声でかみふらのをつくる」

ということで、昨日来５名の議員が同時にこの事業

に関してやはり発言をするということは、これは切

なる町民の声であります。マニフェストに掲げてい
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る町長です。もう一度町民の声を聞いて、ぜひプレ

ミアム事業も含めた上富良野の未来をつくっていた

だきたいと思いますが、それに関して御答弁願いま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　財政状況は４年前と変わっていないのではないか

という御質問ですが、１８０度変わったと、そのぐ

らい変わったと言っていいと思います。これには、

病院とこどもセンターはほぼ関係ございませんとい

いますか、起債ですのでまだ償還がそれほど始まっ

 ておりません。

　何が原因かというのは、物価高騰です。あとは人

件費、最低賃金上がりましたし、あと人事院勧告。

やはり当初は町民の方といいますか、一般の方、商

業をされている方、物価高騰で価格を転嫁するのが

なかなか難しい状況で、大変苦労されていて、それ

がだんだん進んできたのかもしれません。やはりタ

イムラグがあって、とうとう我々の行政のほうに物

価高騰、人件費の高騰の影響が去年から出始めてい

たのですけれども。ですので、財政状況は４年前と

 大きく変わっている状況であります。

　その中でいかに、おっしゃるとおり町民の皆様の

意見を反映していくか、望むもの、幸せのためにど

れを取捨選択して入れていくかというのは、大変苦

慮しておりますし、熟慮して選択していかなければ

 ならないものと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　これに関しては再質問はせ

ず、次の２点目の独居高齢者の支援策についてです

が、現在、使用している緊急通報システムの設置、

いわゆる電話回線の一般回線を使ったサービスは、

御答弁でもございました携帯電話の普及が進み一般

電話の契約が非常に減少している中、昨今を鑑みた

 場合、正直、時代に即していないと考えます。

　現在、同等のサービス維持について検討を行って

いるとの御答弁でしたが、具体的にどのようなサー

 ビスを検討されているのかお伺いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　議員おっしゃるとおり、普通の回線がそのまま契

約されていれば何ら問題はないのですが、携帯電話

の普及と同時に契約そのものをやめる方が多いで

す。それに代わるものとして、携帯電話、そういう

ものがいいのか、Ｗｉ－Ｆｉ等を使用したものがい

いのか、機種はどういうものを選定して考えている

のか、要するに有線に代わるもので同じような見守

り機能を維持するにはどういう機種がという観点

で、今、どういうものが可能か担当課でしっかりと

 検討しております。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　北海道内では、現在、十勝

の広域消防局が１１９番通報の際、手持ちのスマー

トフォンから現場の映像をリアルタイムに送信する

ことで、例えば誤報をなくし、また現場には早急に

駆けつけることができるということで、いわゆるラ

イブ１１９というシステムがありまして、この令和

６年、本年の７月１日から運用が開始されておりま

す。当然、このエリアでは、まだこの後の検討事項

になると思いますが、やはり画像を素早く分析する

ことでリアルタイムに状況判断ができる、火災にお

いても、また救急搬送においても、その必要性に関

しては非常に効果的だということで言われておりま

す。ぜひこのような先進事例等を調査研究いただ

き、将来の運用に向けた取組をいただきたいと考え

 ますが、その辺についての見解をお伺いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　携帯電話は、今おっしゃるとおり、救急等には非

常に有効です。画像を送信できます。非常に有効な

手段である一方、高齢者の方、独居とか高齢者の方

なのですが、操作性がどうなのかというのは、やは

りいま一つ、デジタルの過渡期でありますので、そ

の辺も含めて、携帯電話のよさ、便利さというのは

分かるのですが、今、アナログでボタンですので、

それに代わるものとして携帯の操作性がどうなの

か、高齢者向きなのか、その辺も重要な課題だと

 思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　先輩議員から伺った話です

が、十数年前に遡ります。上富良野町内の本町で緊

急通報システムを設置していた高齢者ですが、独居

の方です。死後２日経過した後に発見されたとい

 う、非常に痛ましい事例が実際にございます。

　今般、いろいろニュースで、お風呂の中でお亡く

なりになった例とか、ヒートショックなどなど言わ

れている中、実際ボタンまで行き届く前に力尽きる

ということが本当に非常に多いので、町長も後にや

はりスマートフォンなど操作を皆様に周知した中

で、最終的にはそのような形に今後はシフトしてい

 かなければならないのではないかと私も考えます。

　これまでの緊急通報システムは、設置条件として

課税世帯には６,０００円、また生活保護世帯は無
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償で非課税世帯が３,０００円といった料金設定あ

りますけれども、先進事例ですと東神楽町等々で、

命を守るツールということで、これも段階的な設定

です。課税世帯４００円、これは月額ですが、そう

いったレンタル料というのを受益者の方から頂きな

がら、新しいデバイスを提供していくというような

ことも実際にやっております。ぜひそういったとこ

ろも学んだ上で、今後痛ましい事故が、事象が起こ

 らないような施策を展開いただきたく思います。

　次に、２項目めの今後４年間のまちづくりについ

 て再質問をさせていただきます。

　まず、１点目の宿泊施設の拡充などによる滞在型

観光の推進についてでありますが、現在、簡易宿所

や民泊など小規模宿泊事業について新たな観光の導

線の再興や用途地域の検討を行いと御答弁でありま

したが、この問題は我々宿泊業及び旅館組合でも昨

今、話題となっております。その中で、今、問題さ

れている事象というのが、確かに町長のお考えの夏

季・冬季を通じた宿泊事業の取りこぼしを減らした

いというお考えは非常にすばらしく、また観光の、

また交流人口、宿泊人口も伸びるということは、ま

ちにとって非常にポジティブな考えで、発想はすば

 らしいと思います。

　ただし、現に近隣の市町村でも、現在、一般住宅

に見ず知らずの宿泊者が頻繁に出入りをすることに

よる近隣トラブルによる治安の問題ですとか、ごみ

出し、そして深夜の騒音問題など、やはりインバウ

ンドの方が多くて、注意をするにも言葉が通じない

とか、非常にそういったところがいわゆる住宅街エ

リアの課題として取り上げれております。また昨今

では清掃衛生、市町村でも感染症対策というのも、

これまたチェックアウト後に様々な、要は感染症を

置いたままお出になられるという海外の方も多いと

いうことで、この問題に関しては、非常にデリケー

トであり、また地元住民の理解であるとか、我々宿

泊業者の意見などもぜひ参考にしていただきなが

ら、今後、町長の考えをともにいい結論を導き出せ

るよう、ぜひ我々に相談いただきたいと考えます

 が、いかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　議員おっしゃるとおり、役場といいますか、私の

一存で決められる問題とは考えておりません。当

然、一般住宅に住んでいるのは町民ですので、その

方の御理解、そして同業者の方、そういう御理解を

合意を得た上でないと、これは進めていけない問題

 だと思っております。

　騒音問題とかいろいろな問題、必ず発生するわけ

ではありませんが、発生しているところもあるとい

うのはこれ事実ですので、それらのことをどう対応

していくのかも含めて、これから皆さんと方向が決

まれば話合いといいますか、合意形成は進めていか

なければ、なかなかこれは実現できないと思ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　ぜひ我々と協議の上、また

当然住民の方の周知、御理解も含めた中で、思いの

実現に向け何がベストかというのは、この後ぜひ、

 ともに検討させていただければと考えます。

　次に、２点目の医療従事者やエッセンシャル

ワーカーなど必要不可欠な働き手の確保について

は、令和７年度から例えば保育士確保対策と新たな

施策を講じるということで、ぜひ保育士の皆様に限

らず、同様に介護人材や医療従事者に対してもさら

なる具体的な支援策を講じていただきたいと考えま

すが、その辺の考え、お持ち合わせなのかどうか確

 認させてください。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　７年度は、保育士の確保に向けて一歩踏み出すと

いう形になっております。保育士、皆さん御存じで

すけれども、民間で今やっております、民間のそう

いうところでもエッセンシャルワーカーをちゃんと

行政がある程度支援をして進めていかないと、直営

はもちろんありませんので、もう民間に１００％

頼っておりますし、そこの保育園というのは自由価

格設定できません。公的価格で決まっている中で

やっていく、そこは行政がしっかり支えていかない

と結局は町民の方が不利益を被ると考えておりま

す。その中で、ほかの病院とか介護、その辺につき

ましても、たまたま今は病院、民間の診療所でもあ

りますけれども、病院とハイツは直営でやっており

ますが、それらも含めて処遇待遇、そのほか何かあ

れば、人材確保に向けてはしっかりと進めていきた

 いと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　では、次に３点目の道の駅

 についてであります。

　令和７年度においては、町民と各地の道の駅を巡

る見学会、これは非常にアイデア的にはすごいすば

らしく、どのような内容かによっては私も参加した

 いと思います。

　その中で、現在、北海道には９月４日時点で１３

６の道の駅がございまして、当然広い北海道、道北
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エリア、道東、道南など各地を、全部巡るなんてい

うことは当然不可能ですが、その中で例えばコンセ

プトであるとか、テーマとかということを重要視し

た中で、我が町にはどのようなものが理想かという

ところで、かいつまんで数か所をピックアップした

としても、日帰りとかだとハードにはならないのか

ということで少し心配がありますが、現在もし具体

的なこの見学会というものに関して、泊まりなの

か、日帰りなのか、また参加費というのは費用が例

えば２,０００円なのか、また幾らなのかというよ

うな具体案をお持ちでしたら、ぜひお聞かせくださ

 い。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　一例として、これ具体的に見学会をやるかどうか

は、まだ案の本当に私の頭の中、予算もこれからで

すけれども、仮にやった場合は、当然多くの人に参

加してもらいたいので、遠くに、北海道広いですか

ら、１泊２日になると、なかなか参加する人も少な

くなるか、そういうことも考慮しなければなりませ

んし、計画性をなく近いところを回ればいいか、そ

ういう問題でもありませんので、おっしゃるとおり

典型的な特徴のある道の駅をピックアップして、何

か所か、我々と当然上富良野と何か共通の農産物と

か、そういうものがあるところであれば、そういう

ところをピックアップしたり、いろいろ参考になる

ような、そういうふうに思われるようなところを数

 か所回れればと、参加費等々は全然これからです。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　ぜひツアー実現に向けて、

いろいろなアイデアを組み合わせた中で、本当に応

募がものすごい町民の方多ければ２度３度というこ

とがもしかしたらあるかもしれませんが、ぜひせっ

かくの思いですので、実現いただければと思いま

 す。

　また、先般、報道等では、隣の中富良野町にも道

の駅のようなものみたいな報道がなされており、何

となく美瑛にも２か所、また富良野にはマルシェが

あったりとか、当町はあくまでもこの間、斉藤町長

の答弁は、旭川十勝道路の進捗がやはり設置箇所に

よって非常に左右されているということは十分理解

します。しかしながら、一方で、この２期目の４年

間という、今後の４年の取組の重要性というのは町

長も十分認識されておりますが、やはりもし見学会

が実施された暁には、参加町民から御意見等々賜

り、ぜひ令和８年度には具体的な道の駅設置に向

け、例えば場所の選定であるとか内容等々の検討に

は早急に入るべきと考えますが、やはりまだ進捗は

 どうしても優先事項になるのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　高規格通路の進捗、具体的に工事が完成するまで

待つわけではございません。ルートが決まることが

重要、ルートの中でもインターチェンジがどこなの

かというのは、非常に重要な問題だと思っておりま

す。交通の流れがあるので、それによって、まだ場

所も決めておりません。郊外がいいのか、それとも

士別市とか美瑛町みたく町の中がいいのか、それに

よって当然内容もどういう内容がふさわしいのか、

郊外だったら大きな、南富良野町みたいな子供が来

れるような遊戯施設とか置けますし、小さい町なか

だとそれはなかなか難しい。いろいろ内容も場所に

よって内容が変わってきていると思いますので、場

所等も含めてこれから町民の皆さん、関係団体の皆

さん、御意見を賜りながら、ルート、特にイン

ター、これが決まってからでも十分間に合うと思っ

ておりますし、それが決まらないとなかなか場所と

か内容も決まらないのではないかと考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　ぜひ町民皆が期待しており

ますので、早期設置に向けた、この４年間での取組

の中においては大きな位置づけとして事業展開を望

 みます。

　次に、４点目の人口減少や過疎化に決して負けな

いまちづくりについては、今回、御答弁では非常に

熱い今後の４年間の取組ということで、具体的な内

容には触れておりませんが、やはり全ての施策につ

いては、人口減少対策に合わせて展開していかなけ

ればならないということですが、もう少し何でしょ

う、人口減少に向けた具体的な策、例えばどのよう

な内容でも結構です、持ち合わせていれば確認させ

 てください。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　人口減少にも耐えられる町というのは、先ほどの

エッセンシャルワーカーではありませんけれども、

ただ単に今のまま小さくなって高齢化が進んでいき

ますと、この地域社会を支える人がいなくて相当こ

のままでは困ると思います。このままただ単純に縮

小していくとです。ですので、小さい、人口が減少

して高齢化になっても、しっかりとこの町を維持す

るにはやはり産業であったり、人であったり、そう
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いうもの、ただ単にコンパクトシティにして、コン

パクトにして財源をそれなりに見合ったものという

意味ではなくて、内容もしっかり、人とか産業の内

容もしっかりこれから考えていかなければならない

 と考えております。

　具体的な策というのは、先ほどのエッセンシャル

ワーカーの確保ですとか、そしてベッド数を増やす

と交流人口が増えて経済の活性化等に、そういう小

 さなものを積み重ねだと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　お考えは一通り理解させて

 いただきました。

　次に最後の３項目め、これについては１点目、旭

町の旧教員住宅は、現在３０戸あるうち、たった４

戸の使用しかないということで、例えば政策的にこ

の４戸に入居されている対象者をよりいい民間のア

パート等にぜひ引っ越しをいただいて、面として一

体的にあのエリアを何かにするなんていうのがやは

り政策的なものだと考えますけれども、そういった

具体策というのは、現在持ち合わせていますでしょ

 うか。お伺いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　現在は、入居されている方の意向はちょっと、喫

緊のどういうやり取りしているか具体的なところま

では承知しておりませんが、面として移転しても

らってそこをどう活用するかという具体的な策まで

 は、持ち合わせていないところです。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　４戸なので、今の教員住宅

の住環境というところにおいては、ほかの民間のア

パートに移っていただいたほうが非常に快適に生活

を送れるのではないかということで、ぜひ４戸のた

めに政策が前に進まないのであれば、次年度の課題

等々に位置づけていただき、今後をぜひ見据えて事

業転換をいただきたいということで考えておりま

 す。

　次に、２点目の旧東中中学校、そして旧江幌小学

校は、一部を有償にて貸し付けており、その有償貸

付の代金をいわゆる管理費用に充てているというこ

 とでお聞きします。

　有償貸付と申しましても、多分、金額的には非常

に少額であるということで認識しておりますが、こ

の間、様々、いろいろな引き合いがあったというこ

とは聞き及んでおりますが、ぜひこういった大きな

普通財産も、今後、売却に向けてしっかりとＰＲが

必要と考えますが、改めてそういったＰＲに関して

 町長の見解をお伺いします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　僭越ですが、旭町のことについても補足で説明さ

せていただきたいのですが、２棟４戸ですか、今住

んでおられる方、居住権は一応尊重して住んでも

らっているのですけれども、旭町が例えば同じよう

な状態で公営住宅にもそういうことが散見されるの

で、あまり居住権を無視したような強権的なこと

は、なかなかそれはいかがなものかという、こっち

は管理するものなのですけれども、そういうのも十

分留意しながら進めてまいりたいと思いますので、

 どうか御理解を賜りたいと思います。

　そして、大型の施設の売却等については、なかな

か老朽化、耐震が古いものについてはないとか、い

ろいろ買うほうにしても、更地なら売れるのかもし

れませんが、建物付というのはなかなか、学校の構

造、ＲＣ、鉄筋コンクリートで仕切られている構

造、なかなか利用するのは難しいのか、買い手側か

らしてそういうこともあって、老朽化ですとか、構

造上、あと金額が非常に多額になると思いますが、

その点も含めてなかなか難しいところではあります

が、努めて何かに利用しなければ、管理費がかかっ

てきますので、その辺は十分考えて、アプローチも

といいますか、問合せも全くゼロではありませんの

で、チャンスといいますか、機会があればぜひいい

方向に向かうように深まっていきたいと、ＰＲして

 いきたいと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　時間もありません。３点目

の公営住宅、先ほどの入居者がいるということで居

住権の話をされていましたので、そのような同様ど

ういうような考えということで受け止めさせていた

 だきます。

　最後、４点目です。たまたま昭和４４年というこ

とで、私の生まれ年ということで、施設も５５歳、

私も５５歳になりまして、この間、先輩議員から、

平成１９年に、建物の閉鎖後４年後になりますけれ

ども、同様な質問をさせていただいた際、時の町長

は、やはり壊すにも２,０００万円程度の費用を要

し、現在の要は解体処理の時期というのは、財源が

ないため見合わせざるを得ないということで、また

その一方、利用地に関しては、敷地の一部について

は建設資材や道路管理機材の保管場所として使用し

 ています。何ら１７年前と変わっていないのです。

　景観とかそれがどうかというと、なかなかのあの

建物に今、周りが木が生い茂っているので、そんな
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に気づきがあるかというとそうではないように思い

ますが、一方で、１７年前にも時の町長は、やはり

そのままではいけないということで御答弁されてい

る中で、解体はしたいけれども先立つものがないと

いうことですが、やはり１７年たってもお考えは変

 わらないのでしょうか。確認させてください。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　考えが変わらないというより状況が変わらないと

言ったほうがいいかもしれません。おっしゃるとお

り、景観の問題ですとか、危険性の問題は、最小限

そういうことにならないように管理はしっかりさせ

てもらっておりますが、大型の公共施設、旧小学校

とか旧中学校とかそういうものも含めて、同じよう

に今後の利用についてまだ未定でありますので、そ

の辺も非常に除却するのかどうか、そのまま売れる

のかどうかも含めて、今後の使い方、利用も併せ

て、１９年、昔と変わらないのですが、今後もそう

いうふうに、何か動きがあるまではそのような形で

 管理させていただきたいと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　最後に１点だけ確認させて

ください。この旧衛生センターは、これまでの間、

例えばその用地を含めた売却などのそういったお話

があったのか、ないのか。学校はあったということ

で聞き及んでおりますが、それだけ最後確認させて

 いただき、質問を終わります。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　旧衛生センターについては、今のところそのよう

 な話は聞き及んでいないです。

○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、２番荒

 生博一君の一般質問を終了いたします。

 　お諮りいたします。

　休憩中に議会運営委員会が開催され、議事日程の

組替えについて議会運営委員長より報告がありまし

た。日程第１８　議案第１６号上富良野町財政調整

基金の一部支消についてを日程第３とし、以降の日

 程を繰り下げることといたしました。

　これに御異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、議事日程を組替えすることといたしま

 す。

　日程第１８　議案第１６号上富良野町財政調整基

金の一部支消についてを日程第３とし、以降の日程

 を繰り下げることといたしました。

 　暫時休憩といたします。

────────────────── 

 午前１１時１７分　休憩

 午前１１時２０分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、暫時休憩を解い

て、会議を再開いたします。 

 　次に、４番米澤義英君の発言を許します。

○４番（米澤義英君）　私は、さきに通告しており

 ました点について町長に質問いたします。

 　第１点目は、物価高騰対策の問題です。

　生活に今、多くの町民が物価高騰で悩んでいると

いう状況にあります。生活に必要な食料品や資材な

どの価格の高騰は、町民の生活を追い詰めていま

す。民間の調査では、円安、原油高、食料品の値上

げなどで、令和６年度は５年度に比べて家計の負担

は１０万円を超えると試算しているところもありま

 す。

　この物価高騰の中で、町内においても多くの町民

が生活費を切り詰めながら生活をしている状況が伺

えます。２３年度の食料品の値上げ品目は約３万

２,０００品目、２４年度は約１万２,５００品目に

 も及んでいます。

　６月議会では、私は物価高騰に対する町長に質問

いたしました。質問に対して町長は、今後の動向を

 見ながら対策を講じたいと述べています。

　町においては、物価高騰で苦しんでいる町民の生

活を支えるための対策を早急に実施すべきと考えま

 すが、次の点について町長の答弁を求めます。

　一つ目には、燃油高騰に困っている生活困窮者に

対する福祉灯油の実施について、どのようにされよ

 うとしているのかお伺いいたします。

　二つ目には、町内の消費を喚起する対策としてプ

レミアム付商品券やクーポン券の発行が必要と考え

 ますが、町長の明確な答弁を求めます。

 　次に、子育て支援について伺います。

　国立社会保障・人口問題研究所の調査では、少子

化の要因として、子育てや教育費にお金がかかり過

ぎるなど、生活への不安があることが要因だと述べ

ています。国においては、子育て支援の充実が必要

だとして、幼児教育の無償化に踏み出し、３歳以上

の保育料は無償化になりましたが、３歳未満時の保

 育料は保護者負担があります。

　また世帯の年収によって保育料の算定も変わる状

況があり、軽減の対策から外れる場合もあります。

収入の多い世帯は高い保育料を納めている、そんな

中、３歳未満時の保育料の無償化を進める自治体も

増えてきているというのが現状であります。町にお
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いても所得制限の見直し、安心して子育てができる

ためにも無償化に踏み切るべきと考えますが、この

点について、またその際に必要額について答弁を求

 めます。

　次に、パートナーシップ制度についてお伺いいた

 します。

　ＬＧＢＴＱなど性的少数者へのカップルを公的に

認めるパートナーシップ制度が開始されています。

 今、この広がりが出ているという状況もあります。

　私は、この問題で３月の定例議会で、パートナー

シップ制度を町として実施するように質問をいたし

ました。これに対して町長は、相談もないことから

国の動きを注視し、また富良野沿線市町村とも取組

について研究したいと述べるにとどまりました。し

かし、今、全道では約２８自治体、全国でも約４７

 ０自治体までに広がっています。

　１０月には、東京高裁が同性同士の結婚を認めな

いことは差別的であり、憲法に違反するとしまし

た。昨年の３月の札幌高裁に続いて２度目の高裁で

 の違憲判決です。

　また、北海道市町村会が道に対してパートナー

シップ制度を要望しています。市町村会が要望した

ということは、パートナーシップ制度を求める世論

の広がりを軽視できなくなってきていることを示す

ものと考えますが、次の点について町長の答弁を求

 めます。

　一つには、北海道市町村会が道に対してパート

ナーシップ制度の要望をしていますが、どのように

 受け止められているのか伺います。

　二つ目に、町においてもパートナーシップ制度を

実施すべきと考えますが、町長の明確な答弁を求め

 るものであります。

 　次に、保育行政について伺います。

　保育、医療、介護、福祉などケア労働者の現場で

は人手不足が深刻な状況になってきています。町の

こども園においても同様であり、こども園では町の

支援と併せて園独自の対策を取りながら保育士の配

置のやりくりをして、乳幼児の受入れをしていると

いう状況で運営しているというのが状況でありま

 す。

　６月の議会で保育士確保の支援対策について質問

しました。それに対して、町は、他の自治体の事例

を研究し、園と協議の上、今後の保育士確保対策に

ついて検討していると答弁していましたが、この

 間、どのように協議、検討しているのか伺います。

　申し訳ありません、訂正させていただきます。市

町村会と述べましたが、市長会と訂正させていただ

 きます。申し訳ありません。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の４項目の御

 質問にお答えいたします。

　まず、１項目めの物価高騰対策についての２点の

 御質問にお答えいたします。

　まず、１点目の生活困窮者に対する福祉灯油の実

施についてでありますが、１１月２２日に閣議決定

された国が実施する経済対策では、非課税世帯への

３万円の給付をはじめとした物価高騰への支援が盛

 り込まれました。

　本町における高齢者や低所得者に対しての支援策

については、国が実施する経済対策のほか、地域づ

くり総合交付金を活用し福祉灯油事業を実施するよ

 う取り進めてまいります。

　次に、２点目のプレミアム商品券事業の実施につ

いてでありますが、従来のプレミアム付商品券事業

は、商工振興策として町の経済団体の要望に応える

形で、毎年、主に年末年始に向けて平成３１年度ま

で実施しておりました。また令和２年度から昨年度

にかけては、新型コロナ感染症に伴う消費の落ち込

みや収入の減少に対応する商工振興策として、国の

補助金を原資としてプレミアム率を上乗せして実施

したところであり、いずれも年末年始の家計負担を

和らげる効果は非常に高く、町民の皆様にも大いに

活用いただき、御好評を得た施策であったと考えて

 おります。

　一方、消費喚起を期待する商工振興策としては、

これまで灯油やガソリンなどの燃料費の支払いなど

経常的な費用の支払いが大半を占めるなど、町内専

用の商品券を用いた町内消費の拡大に関して、その

効果は非常に限定的と言わざるを得ない状況であ

り、一般財源を用いた施策としての継続は困難な状

 況でありました。

　また、プレミアム分が上乗せされるとはいえ、一

時的に高額な費用を捻出する必要があることから、

所得の低い御家庭ではその利益を最大限受けること

が難しいなど、町民の最低限の暮らしを守るという

 福祉の観点からは課題を抱えているところです。

　このような状況から、今後、国庫補助金などによ

り実施する見込みがある場合、地域経済振興対策と

しては、紙媒体での商品券発行、販売に限らず、ス

マートフォンアプリを活用した電子マネーによる同

様の施策など、生活費負担軽減対策としてはセーフ

ティーネットとしての効果をより多様かつ所得の多

寡によらず効果のある手法について導入を検討した

いと考えておりますので、御理解をお願いいたしま

 す。

　次に、二項目めの子育て支援についての御質問に

 お答えいたします。

　子育て支援における保育料につきましては、現在
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は３歳未満時の保育料については保護者負担となっ

ており、市町村民税所得割非課税世帯については全

額減免、それ以外の世帯については国基準の２割か

ら３.５割の減免を行っているほか、２人目が半

額、３人目以降を無料としているところであり、令

和６年度の利用者負担額の見込みについては、約

 １,３００万円となっております。

　今後においても、少子化対策について、国等の動

向を注視していきながら、子育てに関する支援や保

 育料の設定について引き続き検討してまいります。

　次に、３項目めのパートナーシップ制度について

 の２点の御質問にお答えいたします。

　まず、１点目の北海道市長会が道に対して行った

要望についてでありますが、どういった経緯で要望

されたものなのか承知しておらず、特に申し上げる

ことができませんので、御理解をお願いいたしま

 す。

　次に、２点目のパートナーシップ制度の導入につ

いてでありますが、性的マイノリティーの方が抱え

る生きづらさの解消や地域における理解を進めるこ

とで、誰もが自分らしく生活できる町を実現するた

め、富良野圏域５市町村が連携し、共通したパート

ナーシップ宣誓の取扱いとするため、富良野市が主

体となって取り組んでおり、令和７年４月１日導入

 に向けて検討しているところであります。

　本町においても令和７年４月１日から施行するよ

う、パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

 を令和６年１１月に制定したところであります。

　また、このパートナーシップ制度に法的効力はあ

りませんが、これまで限定されていた行政サービス

の範囲は広がることとなります。その取扱いについ

ては今後検討してまいりますので、御理解を賜りた

 いと存じます。

　次に、４項目めの保育行政についての御質問にお

 答えいたします。

　本町における保育士の状況といたしましては、現

在は通常保育に必要な保育士については充足されて

おりますが、一部の保育サービスの保育士配置につ

いては足りていない部分もあり、今後においても多

様なサービスの実施に向け保育士の確保対策が必要

 と考えております。

　これまでの協議研究の内容としましては、近隣及

び全道において確保対策を実施している市町村につ

いての調査を行い、本町にて実施する対策案につい

て、教育・保育施設連絡会議にて協議を行っており

 ます。

　協議の経過といたしましては、保育士家賃補助や

保育士就労支援金の実施については、令和７年度か

らからの実施に向け、現在検討を進めているところ

 であります。

○議長（中澤良隆君）　再質問ございますか。 

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　プレミアム付商品券につい

 てお伺いいたします。

　この間の答弁でも、町長はこの商品券の発行につ

いては否定的とも思われるような、そういう発言も

しておりますが、全てではないと思っております。

この点で再度確認したいのですが、この商品券のプ

レミアム付商品券の発行によって、この間、その経

済的効果というものは、町長自身効果があると認識

 しておりますか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　プレミアム付商品券の経済効果ということで、商

工振興策としてはどうなのかということでは答弁し

たとおりです。経済効果はあると思っております

が、それが一部に偏っていると。結果としてガス、

燃料費ですとかそういうものに偏っているので、全

体的には効果はあるのですが、全体的な効果が本当

は満遍なく経済効果があればいいのですけれども、

それがちょっと偏っているということを述べさせて

 もらっております。

　プレミアム付商品券を物価高騰対策として受ける

側、住民にしてみれば、これは十分経済効果で助

 かっているのではないかと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　経済的効果があると。けれ

ども一部の人にしか経済的な効果がないと。ここの

答弁では、いわゆる生活所得の少ない方については

その利益があるかどうかというのは難しい話ではな

 いかというようなお話だったかと思います。

　そこで、さらに併せてお伺いしたいのは、それよ

りも、紙媒体よりもスマートフォンアプリを活用す

るなど、いわゆる電子マネー等を活用したほうがよ

り経済的効果もあって、こういったいわゆる所得の

多い、少ない関係なく、より等しく公平にこういっ

た受領されるのではないかという答弁だったと思い

ますが、このスマートフォンのほうが、電子マネー

のほうがより経済的な効果が生まれるのか、それと

もいわゆる所得の少ない人にも恩恵が行き渡るとい

 う判断でしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　紙媒体を電子ポイントとかそういうものに変えた

ら経済効果が増えるのかどうかというのは、むしろ
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それより偏在です。紙媒体にした場合の偏在とかを

解消するために、完全な解消になるかどうかはあれ

ですけれども、近隣の状況等を研究してみないとで

すけれども、町内でもちろん紙媒体でもポイントで

も町内で基本的、そういうルールは設けなければな

らないのですが、その中で偏在をどう解消していく

かという、そういう観点に立って、何がいいのかと

いうのは検討していかなければならないと思ってお

 ります。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　そうしますと、電子マ

ネー、このアプリ等利用についても、現状ではその

経済的効果あるいは広く多くの人たちに所得の少な

い方に対してもその恩恵があるかどうか、まだ判断

 がつかないという形ですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　経済効果幾ら使う、そこに予算をつぎ込むかとい

うその効果は、パイといいますか、それは電子を使

うにしようが紙でしようが、その効果は、それは大

きく変わらない、基本的には同じと考えておりま

す。ただ使いやすさ、ポイントは電子にすればその

偏在をもうちょっと是正できるのではないかと。ま

た、低所得者がポイントを使ったからさらに買いや

すくなるとか、それはまた別の話かと思っておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　結局、いずれにしても、そ

ういった差というのでしょうか、いわゆる所得の少

ない方にも行き渡るかどうかというのは、なかなか

難しいところではあると思います。いわゆる町が

行っている制度についても、そういった差がゆがみ

というか、ひずみというか、そういうものがあると

 思って私は考えているのです。

　ですから、私はこういうことを考えたときに、そ

うであればきちんとした所得の少ない人に対する対

策も講じながらこのプレミアム付商品券を発行し

て、それで補えないのであれば、他の対策も取りな

がらしっかりとした経済を回す業者の人が、今、御

存じのように物価高騰の中で仕入れ価格が上がって

利益も上がらない。そして、一般の労働者の方も切

り詰めて切り詰めて生活をしているというこの現状

があるわけですから、そういうことを考えたとき

に、しっかりと両方含めた、今、町長がやるべきこ

とは、対策をしっかり行うべきだと思いますが、こ

 の点、町長はどのようにお考えですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まさにそういうことを答弁させていただきまし

た。単純に１人の上限幾らで発行すると、昨日も申

し述べさせていただきましたが、上限まで一遍にお

金を用意できない低所得の方、そういう家庭もおり

ますので、プレミアム付商品券の電子にするのか、

紙にするとか、それとは別に、貧困世帯が満額まで

買える、その恩恵を普通の家庭と同じくらいに、機

会の平等といいますか、そういうものも検討しなが

ら、プレミアム付商品券に限定したことではなく

て、経済対策としてしっかりそういう方もおられる

ということを十分考慮して政策を進めていかなけれ

ばならないという言い回しで答弁させていただいて

 おります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　今やるべきところはいろい

ろあり、もう１点伺いたいのですが、高額な費用を

捻出する必要があるので、今の財政事情を考えたと

きに、この高額なというか、必要な財源を捻出する

 ことはなかなか難しいとも言っております。

　しかし、今、物価高騰の中で困っている人たちが

いるということになれば、行政がそれに対して財源

のやりくりをして、率先して対策を打って、そして

消費喚起を行う、町の住民、町民の暮らしを守る、

そういった対策が必要だと思うのです。その財源と

して私は提案したいのですが、財政調整基金や、あ

るいはそういったことを行ってやはりやりくりをす

る、また無駄なもので言えば、この間、泥流地帯の

映画化で約二千四百数万円ぐらいの投資を支消して

おりますから、そういうものをやめれば、こういっ

たところに財源が充てられるわけです。そういうこ

とをやりながら、財源がないだとかいろいろなこと

を言うけれども、結局、町民のそういう苦しい思い

をしっかり町長自身が認めていない、心から受け止

めていない、そういうことではないですか。伺いま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　財政調整基金を使うことは、もちろん理論的には

可能ですが、御承知のとおり財政調整基金の残額も

この２年間で半分近く減っております。ですから、

財政調整基金を使ってこういうプレミアム付商品

券、経済対策を恒久的事業としてその財源として財

政調整基金を使うことには、少し持続可能な事業と

 はなり得ないのではないかと考えております。

　もう一つ、少し誤解されているのかと思っており
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ますが、泥流地帯の映画化には、一般財源は投入さ

れておりません。一般財源といいますか、集まった

寄附金でやっておりますので。ですので、たとえ泥

流地帯の映画化をストップしても、その寄附金は経

済対策には使えませんので、何らキャッシュフロー

は発生いたしません。そういう誤解が少し多いの

 で、ここで答弁させていただきます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　そういう財源も町の貴重な

浄財ですから、やはり町民にいろいろと、職員を配

置してこの５年間でしょうか、６年、正確ではあり

ませんが、先の見えない、効果が出ない、これは財

政の行革の対象になると思うのです。やはりそうい

うことも含めて財源の見直しを行って、困っている

町民の暮らしを支える、こういった商品券等の発行

 などに結びつけるということが必要だと思います。

　次に、この点について財源をどうするかという話

で、私は財調などを取り崩しながらそれを活用すべ

きだと思いますが、もう１回確認いたしますが、こ

ういったものについては町長は否定しませんか。駄

 目だと。それでも駄目ですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　答弁の繰り返しとなりますが、財調を使うこと

は、別に理論的に矛盾とか違法なものではございま

せんが、限界があると。持続可能ではないと思って

 おります。それが事実だと思っております。

　泥流地帯の寄附金は、寄附した方の意向、それ以

外の事業に使うことは、それは信義則に反しますの

でそれはできないと。職員がエネルギーを使ってい

るではないかと言いますが、職員云々は、職員がそ

れをやらなかったからといって、そこから予算が余

るというわけではございません。職員費というのは

そういう性質ではありませんので、泥流地帯の有無

 とは全く一切関係ないと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　確かにその目的に沿った寄

附金ですから、使えないことはもう既に分かってお

ります。しかし、町民から見れば、それも一緒なの

です。職員を配置しながら、そういったものであれ

ば、きっちりと財政の見直しを行ってということの

 話です。

　それで、併せて財政調整基金を使うことは否定し

ないということでありますから、当然のことだと思

います。多いに使って、この経済対策に支消すべき

 だと思っております。

　例えば今、政府が行っている重点支援地方交付金

の中に、昨日でしたでしょうか、協議会でも申し上

げましたが、物価高騰対策に対する支援、この交付

金を使って火急に困っている住民の生活を守るため

の可能な限りの予算化に向けた検討をしてください

という方針が出ていると思いますが、確認いたしま

 す。それでよろしいですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　政府の経済対策について、今、庁舎内といいます

 か、事務方でいろいろ検討は進めております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　その中に、こういういろい

ろな項目があります。小・中学校における学校給食

の無償化やプレミアム付商品券や地域で活用してい

る、今、町長が言うマイナポイントだとか、そうい

うもの、あるいは事業者に対しては、中小企業者に

対してはエネルギー、あるいは農業者に対しては肥

料等の高騰に対する対策、また医療やいわゆる介護

保険施設、こういったところにも対応できるもの、

水道料の減免にも対応できるものの項目等が上がっ

ています。私は、このことを考えたときに、重点政

策の交付金が来るということも併せてこの財調を使

いながらプレミアム付商品券の発行に結びつける、

これで足りないとあれば、やはり必要な業者に対す

る、そういった事業者に対する支援も結びつけて支

援する、こういうことが、今、行政に求められてい

ると思うのですが、このことは否定しませんか、町

 長。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　現在取り進めておりますので、いろいろな使い

道、方法があろうかと思います。それは検討してお

ります。それに財調を入れるかどうかというのは、

財調は私としてはそういう個別の施策というより

は、今年度も当初予算に財源不足として入れさせて

もらいましたが、そういうことが控えている中で財

調基金は、そういう財源不足、本当の全体的な財源

 不足に充当するべきと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　なるべく、確かに町の財政

を負担を軽減するということは、絶対必要だと思い

ます。同時に、やはりこういった必要なメニューが

あるということで、国からもこういった文書等が出

ているわけです。これは時期が、もうそろそろ国会
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が終わった時点で出てくるかと思っておりますが、

分かりません、私もこれは。ただ、やはりこういう

ものがメニューとして上がっている以上、先取りし

てやはり一定程度これを、いつの時期になるか分か

りませんが、年内になるのか、それとも年明けに早

急にこういった対策を取れるようなやはり財源の確

保、また国からのこういった交付金が下りてくるの

であれば、早急にこういったものを併せてこういっ

たプレミアム付商品券や他の業者の支援にも結びつ

けていくということが、今、求められていると思う

のです。町長、この点、そういった交付金が来た場

合、早急にこれ、どの時期になるか分かりません

が、年度内に対策を取るべきだと思いますが、この

 点確認しておきたい。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　国のスケジュールがどうなるかというのは全く分

かりませんが、いつ来てもいいように準備だけは

しっかりと進めて、早急にといいますか、もう国の

ほうが決まったら、なるべくといいますか、時間を

置かずにタイムラグを置かないように、すぐできる

ということが我々しなければならないことだと思っ

ておりますので、その辺は今から準備をしっかりと

 進めております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　お昼をまたぐと思われます

が、このまま４番米澤義英君の質問を続けたいと思

 います。御了承いただきたいと思います。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　町長からこの物価高騰対策

については、速やかにこういった国の交付金が来る

ことも想定しながら、この対策を今から練って、そ

ういった困っている人たちの町民の物価高騰で困っ

ている人たちの対策を取りたいという答弁、明確な

答弁をもらいましたが、これでよろしいですか。再

 度確認いたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　そのとおり、早急に準備を進めておりますので、

 そのときは速やかにできるように行います。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　次に、子育て支援について

 お伺いいたします。

　今、多くの自治体で子育て支援というのは取り組

まれていて、学校給食やこの保育料の無償化に踏み

出すと、全面的に踏み出すというような自治体が増

 えてきているというのが状況であります。

　そこでお伺いしたいのですが、今回のこの間の国

の制度でも、所得制限等があって、そこで子供が２

人いたとしても１人しかいわゆる軽減の対象にされ

ないだとか、そういった実態が出てきているので

す。上富良野町でもそういう実態というのは、町

長、お分かりでしょうか。あるのか、どうなのか、

 確認いたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　私も十数年前、子供３人実際通っておりましたの

で、２人目、３人目がどうなるか、それは承知して

いるつもりです。現在の詳しい、今の誰がどうのこ

うのとか、そういうのではなくて、制度としてそう

 いうものがあるということは承知しております

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　そういった制限があって、

例えば子供が中学に上がった、２人いるけれども、

保育所に子供がいるけれども中学生になった、こう

いう場合の料金設定等も違ってくるという状況に

 なっています。

　私は、こういうものも含めて、やはり今の料金体

系をさらに、３歳未満時も含めて軽減策も実施され

ておりますが、無料化へと踏み出す、そういう時期

 に来ているのではないかと思います。

　多くの子育て中の皆さん方は、多く園を利用して

いる方が大多数であります。特殊な事情で確かに利

用されていないという方もいるのかもしれません

が、そうしますと今やはり国立社会保障・人口問題

研究所の調査でも、子育てには教育費やお金がかか

り過ぎて生活が不安だという、こういう状況の中で

子育てをしなければならないという状況がこの上富

 良野町でもお話を聞くことがあります。

　そういう意味では、やはり町においても３歳未満

児に対してもそういった踏み込んだ保育料の免除だ

とか、減免対象枠をさらに率を拡大するだとかしな

がら負担軽減につなげていく、そういった時期に来

ていると思いますが、この点について、町長はどの

 ようにお考えでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　その時期に来ているかどうかというのはともか

く、負担がもちろん軽減されれば子育て世帯にとっ

ては喜ばしいことだという、それはそう思っており

ます。ただ、それが実現できるかどうか、それはな

かなか難しいと思っております。それこそ選択と集

中ではないですけれども、当然これも全く最初から

考えていないというわけではございません。こうい
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うのも考えながらどうしていくかというのは、今後

研究して、もちろん近隣市町村の調査、そういうの

も調査研究して、こういうのも考慮しながら予算編

 成を務めていきたいと考えております。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　ぜひ引き続き、答弁の中に

も国の動向を注視ながらと、今、答弁いただきまし

たが、さらにそういったところも考慮しながら今後

検討をしてまいりますというような話だったかと思

 います。

　やはり今、どの世帯においても生活が大変だとい

うのが共通されています。今、賃金が上がったとは

いえ、必ずしも中小の企業や個人事業主に雇用され

ている人たちというのは、なかなか厳しい環境の中

で生活をせざるを得ないという状況があります。そ

ういうことを考えたときに、やはりこういった制度

の中で、いろいろな生活保護者や非課税世帯の方は

当然対象になるということを前提で話ししておりま

すが、そういうことも含めて、やはり今後こういっ

た問題にしっかりと取り組んでいただきたいと思い

 ますが、この点、確認いたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　しっかりとこの辺を考慮しながら予算、政策を進

めてまいりたいと思います。結果的に予算に計上で

きなかったとしても、全く考えていなかったという

わけではございません。本当にそれだけは誤解のな

いように、熟慮してこの辺は政策、予算計上してま

いりますので、どうか御理解を賜りたいと思ってお

 ります。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　次に、ＬＧＢＴＱのパート

 ナーシップ制度についてお伺いいたします。

　前回の質問では、相談がないという状況の中では

なかなか難しいということの判断で、明確にこの

パートナーシップ制度を上富良野町でも導入するこ

とは否定的な側面がありました。しかし、今回、答

弁書の中にも、この富良野圏域の市町村とも協力

し、令和７年４月１日から施行するよう検討してい

 るという話であります。

　再度確認いたしますが、今、多くのいろいろな自

治体でも話を聞きましたら、やはり国がこういった

問題にしっかりと向き合っていないという状況の中

で、こういった同性婚、同性の方がカップルとして

あったとしても、いろいろな恩恵が受けられないと

いうゆがみが出てきているという形の中で、それで

は地方自治体では法的拘束力はないけれども、こう

いったところをお互い見極め合う、やはり多様な社

会の中でいろいろな社会が動いているということを

考えたときに、これは当然の在り方ではないかとい

うことで検討が始まって現在に至っているという状

況があります。こういった同性カップル等含めた性

的少数者については、町長も社会的にこういう人た

ちは、どんな迫害やいろいろな差別を受けることは

あってはならないとお思いですか。確認いたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　なかなか夫婦と同等の権利、これはなかなか法律

があって難しいかと思いますが、決してそれを理由

に差別とか偏見、それは許されないといいますか、

私としてもそれはあってはならないことだと思って

 おります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　大いに、まだ取扱いの要項

等については、まだきちんとした、制定したところ

でありますということで、詳細についてはちょっと

分からないので何とも言えませんが、ぜひこれに基

づいて、町においても当然こういったことを実施す

るということになると、職員の皆さん方に対しても

こういう問題に対するやはり勉強会を開くなどの対

策を講じながら、総合的にこういう問題に対する対

策を取らなければならないと思っていますが、そう

いう対策も含めてパートナーシップ制度、来年の４

月１日から実施するという方向で現在進めていると

 いうことでよろしいでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　パートナーシップ制度は、あってもなくても、人

としてといいますか、差別はもちろん駄目なことで

すので、その上でパートナーシップ制度、宣誓書の

取扱いについてが非常に大きなところだと思いま

す。パートナーシップの方にとって何が面倒くさい

か、時間がかかるか、引っ越しするたびにそこでま

た宣誓したり、それがまたそこで偏見とかがあるの

かもしれません。そういうのが煩わしいというの

が、非常にアンケートといいますか、調査の中で一

番の問題点、そこを富良野圏域で一つの宣誓書で認

めてもらえばそれを使えるということで、それは非

 常に大きな進歩だろうと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　ぜひ、私も今、勉強中で

す、こういう問題に対して。大変失礼ですが、けれ
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どもやはり私の今、感じている部分に率直に町長に

申し上げながら、差別や偏見のないこういう性的少

数者に対する対策というのが、全国でも、地方自治

体でも、この上富良野町でも、きちんとした対策を

取れなければならないという形で、ぜひ令和７年度

４月１日から進めていただきたいと思っておりま

 す。

　次に、保育の労働者の確保の問題についてお伺い

いたします。この間の質問でも、関係機関と協議し

ながらどういう形がいいのかということで協議する

 ということの答弁がありました。

　今回の答弁の中では、いわゆる近隣市町村の動向

だとか全道的な動きも調べたのだと思いますが、こ

の保育士の家賃補助や保育士就労支援金の実施等を

来年度から向けて実施したいということでの答弁で

あります。大いに、こういった点ではぜひ前へ進め

 ていただきたいと思います。

　併せて、この間、協議の中で、これ以外にいろい

ろ課題提起だとか問題提起だとかあったと思います

が、そういった問題というのはどういった問題が

あったのか、分かる範囲でもよろしいですが、お答

 えいただければと思います。

○議長（中澤良隆君）　保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君）　４番米澤議員の御

 質問にお答えさせていただきます。

　保育士確保に関する課題については、現在、今、

答弁ありましたとおり、そういった家賃の補助制度

だとか、あと就労支援金の実施についてということ

で検討はしておりますけれども、必ずしもこれが決

定的にこれをやれば確保できるというのは、やはり

現場に聞いてもなかなかはっきりとした答えが出て

 こないというのが実際のところでございます。

　意見として少しお話させていただくと、やはり保

育士の資格を習得して就職するとなったときに、ど

うしても大都市にそういった就職が集中するという

のがまず一つ今の現状かと思っていますので、その

中でこういった上富良野町にいかにしてそういった

資格者を誘致できるかというところについて園とも

協議しておりますが、それが今回のきっかけといた

しましてこういった制度設計をした中で、どれだけ

これに見ていただけるかというところもやりながら

ですので、こういった事業を行いながら、さらにま

た新たな施策が必要であれば、それに基づいてまた

施策については検討したいと考えておりますので、

 御理賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　このケア労働者に対する問

題、人手不足というのは、単純な話ではありませ

ん。こういった政策を取ったから根本的に解決でき

るという問題ではありませんが、やはりこういう政

策を取りながら支えるということが必要だと思いま

 す。

　上富良野町に保育所や他のケア施設についてもそ

うなのですが、なければ安心して子供を預けて働く

こともできないという状況というのは、実際そうで

す。ですから、こういう人たちを、保育所をしっか

りと守りながら、やはり働く人たちのケアやいろい

ろな確保対策を取りながら地域の保育所を守るとい

うことが、支援するということが、今、求められて

 いると思っております。

　今、いろいろ園に話を聞きましたら、いわゆる支

援員を、町の力を借りながら雇用し、保育士の労働

休日保障だとか代替保障をしながらやりくりをし

て、何とか今、回っている状況だと。ただ、これ以

上預けたいという保護者の方が来たら、もう本当に

そのやりくりもできない、もう限界に来ているのだ

というような、そういう状況に、今、至っていると

いうことです。ですから、こういった現場の状況

は、当然町長御存じだと思いますが、もう一度どの

 ように認識しておりますか、お伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　私もいろいろ園の関係者から今年の春段階で聞い

ておりまして、ぎりぎりの人員でやっていると。余

力がないという状況ですので、子育ての政策の中で

も保育所、預けるところというのは、もう本当に核

心に近いといいますか、これができないと移住、定

住もそういうところにも影響してきますので、かな

り大事な部分だろうとそのときに思っておりました

ので、今年の春の町長指示、ヒアリングのときに担

当課に指示いたしまして、いろいろ協議を繰り返し

 て現在に至っております。

　来年度予算にどう組み込むか、この最後の作業に

なっておりますが、先ほど申し上げたとおり、これ

をやったから１００％解決できるという、そんな単

純な生易しい問題ではないかもしれませんけれど

も、いろいろな手をつくしてやはりそういう、単な

る移住、定住、さらにエッセンシャルワーカーと言

われる人、もうこれ社会を維持する人がいないとま

ちづくりとしてなっていきませんので、非常に重要

 な部分だと思っております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　ぜひこういう人たちの声を

聞いて、いろいろな行政の課題を前に進めていただ

くことを願って、私の質問を終了させていただきま

 す。
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○議長（中澤良隆君）　以上をもちまして、４番米

 澤義英君の一般質問を終了いたします。

　これにて、町の一般行政についての質問を終了い

 たします。

 　ここで、昼食休憩といたしたいと思います。

 　再開は１３時３０分といたします。

────────────────── 

 午後　０時１５分　休憩

 午後　１時３０分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　昼食休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３　議案第１６号 

　日程第４　議案第　１号 

○議長（中澤良隆君）　日程第３　議案第１６号上

富良野町財政調整基金の一部支消について、日程第

４　議案第１号令和６年度上富良野町一般会計補正

予算（第８号）について、関連がございますので、

 一括して議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　総務課長。

○総務課長（上村正人君）　ただいま上程いただき

ました議案第１号令和６年度上富良野町一般会計補

正予算（第８号）につきまして、提案の要旨を御説

 明申し上げます。

　１点目は、人事院勧告に伴う特別職及び一般職の

職員の給与等の条例改正及び会計間移動に伴う職員

 給与費の補正を行うものであります。

　２点目は、教育・保育給付費負担等の全年度実績

に係る国交補助及び道費負担の精算に伴う補正でご

 ざいます。

　３点目は、エネルギー価格などの高騰に伴う施設

の燃料費及び光熱水費の補正を行うものでありま

 す。

　４点目は、４月、８月に発生した大雨に伴う町道

維持委託料、小規模災害復旧の増加に伴う補正を行

 うものであります。

　５点目は、教科書改定による中学校の指導用教科

 書購入費の補正を行うものであります。

　６点目は、各事業費確定に伴う執行残等の補正を

 行うものでございます。

　以上、申し上げた内容を主な要素とするととも

に、他の既決予算についても、各事業における事業

費の確定及び執行見込みに伴い、所要の補正を行

い、継続する物価高騰、人件費の上昇等の影響によ

る経費の増大という状況から、不足する額について

は、一定程度、財源調整のための財政調整基金に財

源を求めざるを得ない結果となったところでござい

 ます。

　なお、不足する２４万３,０００円につきまして

は、予備費を充用し一般会計補正予算を調製したと

 ころでございます。

　それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略させていただきますの

 で、御了承願います。

 　議案第１号を御覧ください。

　議案第１号令和６年度上富良野町一般会計補正予

 算（第８号）。

　令和６年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

 ８号）は、次に定めるところによる。

 　歳入歳出予算の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億１,４０４万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８５億９,５５８万９,

 ０００円とする。

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　１款町税３９４万円。

 　１５款国庫支出金６１９万４,０００円。

 　１６款道支出金３６８万８,０００円の減。

 　１７款財産収入１２７万２,０００円。

 　１８款寄附金６６万円。

 　１９款繰入金１億３７８万８,０００円。

 　２１款諸収入１８８万１,０００円。

　歳入合計は１億１,４０４万７,０００円となりま

 す。

 　２ページを御覧ください。

 　２、歳出。

 　１款議会費３０万７,０００円。

 　２款総務費４５７万８,０００円。

 　３款民生費３,２０１万円。

 　４款衛生費３９３万８,０００円。

 　６款農林業費７６０万円。

 　７款商工費８,０００円。

 　８款土木費５,１２１万円。

 　９款教育費１３４万８,０００円。

 　１０款公債費１０万円。

 　１１款給与費１,２７０万５,０００円。

 　１２款予備費２４万３,０００円。

　歳出合計は１億１,４０４万７,０００円となりま

 す。

　次に、令和６年度一般会計補正予算（第８号）に
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併せて一括上程させていただきました、議案第１６

号上富良野町財政調整基金の一部支消について、提

 案の要旨を申し上げます。

　本議案は、上富良野町財政調整基金条例の規定に

基づき、議会の議決を経ようとするものでございま

 す。

　以下、議案を朗読し、御説明とさせていただきま

 す。

 　議案第１６号を御覧ください。

　議案第１６号上富良野町財政調整基金の一部支消

 について。

　上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す

るため、上富良野町財政調整基金条例第６条第３号

 の規定により、議会の議決を求める。

 　記。

 　１、支消金額。１億円。

　２、使用目的。その他必要、やむを得ない理由に

より生じた経費、喫緊な地域課題に向けた財政需要

 の財源に充てるため。

 　３、使用年度。令和６年度。

　以上で、令和６年度上富良野町一般会計補正予算

（第８号）及び上富良野町財政調整基金の一部支消

 についての説明といたします。

　御審議いただき、議決くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　大まかな点についてお伺い

 いたします。

　３５ページということで、こどもセンターの燃料

費等、全般についてお伺いいたしますが、こどもセ

ンターの燃料単価、当初よりはどのぐらい上がって

いるのかという点と、この会計そのものでどのぐら

いの燃料費の費用額になっているのかお伺いいたし

 ます。

　次、４５ページです。町道維持費という形で、こ

の説明資料を見ますと１３４か所の被害という形に

なっております。この図面の被害を受けた写真等は

掲載されておりますが、ここは比較的毎年度被害を

受けるところかなと見受けられますが、これについ

ての公共対策等というのは、どのような対策が打た

れているのか。また可能なのか、また何回も繰り返

すというような状況だと思いますが、お伺いいたし

 ます。

　あと、給与費の６３ページでありますが、今回の

給与改定に伴った正規職員や会計年度職員の給与改

定部分だと思いますが、相対的にそれぞれ正職員や

会計年度職員というのは、対象になるこの算定の基

礎になっていると思いますが、何名ぐらいそれぞれ

 いるのかお伺いいたします。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（三好正浩君）　４番米澤議員のこ

どもセンターの施設管理費に係る補正予算について

 の御説明とさせていただきます。

　施設管理費につきましては、４月から供用開始し

ましたこどもセンターにつきまして、実際に運用し

ていかないとなかなかこういった燃料費だとか電気

代だというのは、ちょっと試算が難しかったところ

でありますが、設備業者のほうで試算いたしました

金額について、令和６年度については予算させてい

ただいたところでございますが、まず燃料費に灯油

や軽油につきましては、これは燃料高騰による部分

の増額ということで、単価が幾らというよりも全体

的な経費としては上がっているというところと、あ

と電気料につきましては、当初、予算していたもの

よりも実際にそんなに電気を節約したわけではない

のですけれども、その辺で実際に運用していたとこ

ろ電気代があまりかかっていないというような実情

の中、今回補正予算をさせていただいたところでご

 ざいます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（菊地　敏君）　４番米澤議員の町

道維持費に対しましての補正の対応についての御質

 問にお答えさせていただきます。

　大体、全部が全部ではないですけれども、１３４

か所、大体常習的な箇所も約半分ぐらい見られるの

かと。その対応といたしまして、恒久的ではないで

すけれども、予防的な対策といたしまして、側溝、

トラフを撤去してそこに土砂だめ的なためを作るで

すとか、農地からの土砂流出を防ぐように一定程度

取付道路とかに土のうを設置するなどの対応は取っ

ておりますけれども、どうしようもない場所は、毎

年、毎回同じように土砂除去だとか砂利道の整正で

 すとかを行っている状況でございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　４番米澤議員の御質問

 にお答えさせていただきます。

　一般職の算定対象人数なのですが、会計年度任用

職員が１０６名、職員が１０９名となっているとこ

 ろでございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　質問ございますか。 
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　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　議案第１６号で、一応１億

円を基金から繰り入れたということなのですけれど

も、こちらの第１号議案を見ると、基金の繰入金が

１億４００万円となっている。この４００万円ほど

の繰入金は、またどこから出ているのか教えていた

 だければと思いますが。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　９番島田議員の御質問

 にお答えさせていただきます。

　議案第１号、１８ページ、１９ページを御覧いた

だきたいのですけれども、こちらに１９款繰入金の

中の第２項基金繰入金といった形のところに、それ

ぞれ四つ基金の繰入額が掲載させていただいている

 ところでございます。

　この中で、先ほど議案１６号で御説明させていた

だきましたのが、財政調整基金の繰入金１億円と

なっているところでございます。その後ろが公共施

設整備基金の繰入れが１７０万円の減、児童生徒教

育振興基金の繰入れが２２０万円の減、森林環境譲

与税基金繰入金が８０２万円の増、これを合わせま

すと１億４１２万円となるような補正予算となって

 いるところでございます。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　１５ページの財産収入の関係

 でちょっとお伺いいたします。

　今回、東中中学校、その公営住宅を売却した収入

が載っております。この代金については、算定にす

るのには、いわゆる評価するのには、どのような方

法でこの代金、売ったときの金額が算定されたのか

お伺いしたいと思います。土地と建物を分けてお願

 いします。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　８番中瀬議員の御質問

 にお答えさせていただきます。

　こちらは、建物、土地、それぞれに不動産鑑定評

価をさせていただきまして、その鑑定評価額を基に

予定価格を設定させていただいたところでございま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　土地と建物と分けて評価され

 たのですか。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　８番中瀬議員の御質問

 にお答えさせていただきます。

　土地と建物それぞれに評価をしていただいている

 ところでございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　いわゆる評価された土地の分

は幾ら、それから建物は幾らかということをお聞き

 しているのです。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　８番中瀬議員の御質問

 にお答えします。

　大変失礼いたしました。土地の分につきましては

鑑定評価額が２０万円、建物につきましては２９万

 ７,０００円となっているところでございます。

 　以上です。

 （「もう３回、終わってしまった」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君）　すみません、８番中瀬議

 員の御質問にお答えします。

　評価をした金額がそのまま予定価格というか、最

低の金額ではあったのですけれども、希望者がおり

ましたので、札を入れていただきましてこの金額に

 なったということでございます。

○議長（中澤良隆君）　中瀬議員、よろしいです

 か。

 　そのほか。

　島田議員。（発言する者あり）一番初めのときに

１点、２点、３点とか、そういう形で聞いていただ

 きたいと思います。

 　そのほかは、ございますか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１号令和６年度上富良野町一般会

計補正予算（第８号）は、原案のとおり可決されま

 した。

 　次に、議案第１６号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１６号令和６年度上富良野町財政
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調整基金の一部支消については、原案のとおり可決

 されました。

────────────────── 

◎日程第５　議案第２号 

○議長（中澤良隆君）　日程第５　議案第２号令和

６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

 （第３号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君）　ただいま上程いた

だきました議案第２号令和６年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、

 提案の要旨を御説明申し上げます。

　１点目は、給与条例改正及び会計間移動等に伴う

 職員給与費について所要の補正を行うものです。

　２点目は、令和５年度の保険給付費等普通交付金

及び特別交付金の精算額確定による所要の補正をす

 るものであります。

　３点目は、国民健康保険各事業及び負担金額の確

定による一般会計からの繰入金について、所要の補

 正を行うものです。

 

　以上の内容を主な要素とし、不足する財源につい

ては予備費を充当し、補正予算を調製したところで

 ございます。

　以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

 だきます。

　なお、議決項目部分について説明し、予算の事項

別明細につきましては省略させていただきますの

 で、御了承願います。

 　議案第２号を御覧ください。

　議案第２号令和６年度上富良野町国民健康保険特

 別会計補正予算（第３号）。

　令和６年度上富良野町の国民健康保険特別会計の

 補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

 　歳入歳出予算の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１２７万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１２億４,６６０万３,０００円とす

 る。

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

　第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

 み申し上げます。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　３款道支出金９３万円。

 　５款繰入金２２０万円の減。

 　歳入合計は１２７万円の減であります。

 　２、歳出。

 　１款総務費４,０００円。

 　３款国民健康保険事業費納付金ゼロ円。

 　５款保険事業費９３万円。

 　８款諸支出金２３万６,０００円。

 　９款予備費２４４万円の減。

 　歳出合計は１２７万円の減であります。

　以上で、議案第２号令和６年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）の説明といたし

 ます。

　御審議いただきまして、議決くださいますようよ

 ろしく申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第２号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第２号令和６年度上富良野町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

 り可決されました。

────────────────── 

◎日程第６　議案第３号 

○議長（中澤良隆君）　日程第６　議案第３号令和

６年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算

 （第２号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　町民生活課長。 

○町民生活課長（山内智晴君）　ただいま上程いた

だきました、議案第３号令和６年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

　１点目は、会計年度職員の条例改正、勤務時間の

 変更による報酬の所要の補正を行うものです。

　２点目は、広域連合市町村事務負担金及び保険基

盤安定繰入金の確定に伴い、所要の補正を行うもの

 です。
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　以下、議案の朗読をもって説明に代えさせていた

 だきます。

　なお、議決項目部分についてのみ説明し、予算の

事項別明細書につきましては省略させていただきま

 すので、御了承願います。

 　議案第３号を御覧ください。

　議案第３号令和６年度上富良野町後期高齢者医療

 特別会計補正予算（第２号）。

　令和６年度上富良野町の後期高齢者医療特別会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

 る。

 　歳入歳出予算の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５１２万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億９,２０４万７,０００

 円とする。

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

　第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

 み申し上げます。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　３款繰入金５１２万２,０００円の減。

　歳入合計は５１２万２,０００円の減でありま

 す。

 　２、歳出。

 　１款総務費７０万６,０００円。

 　２款広域連合納付金５８２万８,０００円の減。

　歳出合計は５１２万２,０００円の減でありま

 す。

　以上で、議案第３号令和６年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明といた

 します。

　御審議いただきまして、議決くださいますようお

 願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　少し分からないので教えて

いただきたかったのですけれども、歳入歳出それぞ

れ繰入れの中で、一体的実施事業ということで７０

万６,０００円。見ると栄養士の報酬ですとか職員

手当の共済ということで、これは分からないので教

えてほしかったのですけれども、新しい事業なの

か、それとも栄養士に関わるところの処遇改善に、

そこの賃金が上がったところなのか、もしよろしけ

れば事業の内容とか教えていただければと思います

 けれども。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）　５番金子議員の御

 質問にお答えします。

　恐らく歳入歳出分だと思いますが、こちらは保健

福祉課の管理栄養士が９月退職いたしましたので、

その分の補充の分を健診事業費として後期高齢者の

医療会計で持つということで、今回７０万６,００

０円の補正を行ったところです。新しい事業ではご

 ざいません。（「分かりました」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　そのほか、質疑ございませ

 んか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第３号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第３号令和６年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、原案のと

 おり可決されました。

────────────────── 

◎日程第７　議案第４号 

○議長（中澤良隆君）　日程第７　議案第４号令和

６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第３

 号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　保健福祉課長。

○保健福祉課長（三好正浩君）　ただいま上程いた

だきました議案第４号令和６年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案

 の要旨を御説明申し上げます。

　１点目は、給与条例改定に伴う保険給付費の補正

 であります。

　２点目は、給与実績見込みに伴う保険給付費の補

 正であります。

　３点目は、令和５年度地域支援事業費の実績報告

に伴い、国及び北海道から概算で交付されている地

 域支援事業交付金を返還するものであります。

　４点目は、令和５年度低所得者保険料軽減負担金
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 額確定に伴う繰出金の補正であります。

　５点目は、令和５年度介護給付費負担金の実績報

告に伴い、国から概算交付されている介護給付費負

 担金を返還するものであります。

　なお、増額補正する金額につきましては、予備費

から２,６３９万７,０００円を計上し、対応するも

 のであります。

 　以下、議案を朗読し、説明といたします。

　なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説明

し、予算の事項別明細書につきましては省略させて

 いただきますので、御了承願います。

 　議案第４号を御覧ください。

　議案第４号令和６年度上富良野町介護保険特別会

 計補正予算（第３号）。

　令和６年度上富良野町の介護保険特別会計の補正

 予算（第３号）は、次に定めるところによる。

 　歳入歳出予算の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１１億８,４３６万９,０００円とす

 る。

　２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

 は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

　第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

 上げます。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　　７款繰入金７,０００円の減。

 　歳入合計７,０００円の減。

 　２、歳出。

 　１款総務費７,０００円の減。

 　２款保険給付費１００万円。

 　３款地域支援事業費７９万９,０００円。

 　６款諸支出金２,４５９万８,０００円。

 　７款予備費２,６３９万７,０００円の減。

 　歳出合計７,０００円の減。

　以上、議案第４号令和６年度上富良野町介護保険

特別会計補正予算（第３号）の御説明といたしま

 す。

　御審議いただき、御議決くださいますようお願い

 申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第４号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第４号令和６年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可

 決されました。

────────────────── 

◎日程第８　議案第５号 

○議長（中澤良隆君）　日程第８　議案第５号令和

６年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補

 正予算（第２号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　ラベンダーハイツ次長。 

○ラベンダーハイツ次長（吉河祐樹君）　ただいま

上程していただきました議案第５号令和６年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

２号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

 ます。

　１点目は、寄附採納３件１６万円がありましたの

 で、介護用備品として所要の補正を行うものです。

　２点目は、エネルギー価格等高騰に伴い、当初予

算で計上していました燃料費に不足が生じることか

 ら、所要額の補正を行うものであります。

　３点目は、給与条例改正及び会計間移動等に伴

い、当初予算で計上していました給与費等に不足を

生じることから、所要額の補正を行うものでありま

 す。

　４点目は、ただいま説明いたしました３項目の契

機を一般会計から繰入れを行うとともに本年度末ま

でに介護サービス等の推計をした結果、収入源が見

込まれることから、その不足分について一般会計か

 ら繰入れを行うものであります。

 　以下、議案を朗読し、説明といたします。

　なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説明

をし、予算の事項別明細書につきましては、省略さ

 せていただきますので御了承願います。

 　議案第５号を御覧ください。

　議案第５号令和６年度上富良野町ラベンダーハイ

 ツ事業特別会計補正予算（第２号）。

　令和６年度上富良野町のラベンダーハイツ事業特

別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところ
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 による。

 　歳入歳出予算の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,９２６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億７,７５３万２,００

 ０円とする。

　２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

 は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

　第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申し

 上げます。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　１款サービス収入２,０８５万６,０００円の減。

 　３款道支出金１９万８,０００円。

 　６款繰入金３,９９１万３,０００円。

 　８款諸収入１万３,０００円。

 　歳入合計１,９２６万８,０００円。

 　２、歳出。

 　１款総務費８２３万３,０００円。

 　２款サービス事業費１,１０３万５,０００円。

 　歳出合計１,０２６万８,０００円。

　以上、議案第５号令和６年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号）の御説

 明といたします。

　御審議いただき、御議決くださいますようよろし

 くお願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　何点か質問いたします。 

　まず、歳入のところに関わる４ページ、５ページ

で、サービス収入がそれぞれデイサービス、ショー

トステイ、特養部分でマイナスとなっておりまし

て、２,０８２万６,０００円ぐらいなのかな、合わ

せて自己負担金が４３８万６,０００円の減という

ことで、これ今現在でどれぐらいの人数がそれぞれ

不足していてこの積上げになるのかということがま

ず１点目で、２点目については、繰入金の部分にな

るのですが、もろもろ条例の改正や燃料費の高騰が

あって、今回３,９９１万３,０００円の補正をする

中において、経営安定分が２,０６４万５,０００円

となっておりますが、合計１億１,４７２万８,００

０円のうち、今年度の経営安定分に関して幾らなの

 か教えてください。

○議長（中澤良隆君）　ラベンダーハイツ次長、答

弁。 

○ラベンダーハイツ次長（吉河祐樹君）　５番金子

 議員の御質問についてお答えしたいと思います。

　まず、歳入のサービス収入の積立てなのですけれ

ども、今現在４３名の入所者がいまして、もちろん

入院している方もいらっしゃいますので４１名とい

うぐらいの今月の実績も含めて、その計算を基にそ

れ以降についても４１名ということで積算をしてお

 ります。

　あとデイサービスについては、目標１８のところ

ですけれども、今現在１６ということなので、１６

 名の部分で今後の部分を積算しています。

　ショートステイについては、３.５人ということ

で一応実績が今月になっていますので、その部分を

含めてその経過、同数字で積算してきているところ

 であります。

　あと不足分として言われています２,０６４万５,

０００円につきましては、全体の経費、サービス収

入が減った部分と、あとは歳出の部分を含めて積算

した結果、２,０６４万５,０００円という積算に

なっているのかと思います。（「それ分かってい

 る。それは今、聞いたよね」と呼ぶ者あり）

　総額が全部でいくと２,６６４万５,０００円が総

額となる。（「何で。経営安定分ですよ」と呼ぶ者

 あり）

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩といたします。 

────────────────── 

 午後　２時１５分　休憩

 午後　２時１６分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、暫時休憩を解い

て、会議を再開いたします。 

　ラベンダーハイツ次長。 

○ラベンダーハイツ次長（吉河祐樹君）　５番金子

 議員の御質問にお答えします。

　赤字補塡分につきましては、当初は赤字補塡分と

いうことで補正はしていなかったのですけれども、

６月に６００万円、今回の２,０６４万５,０００

円、合わせて２,６６４万５,０００円が赤字補塡分

ということで繰入れしているということです。６月

の補正で６００万円、今回の補正で２,０６４万５,

０００円、合わせて２,６６４万５,０００円という

 ことです。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　分かりました。 

　まず、最初の１点目のデイ、ショート、特養の部

分で、入院されている方は、これはもう仕方ないで

すよね。当然ベッド、その人の帰ってくる可能性も

あるから空けられないというのは理解できますが、
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今まだ１２月なので、残り３月までは経営努力はな

さらないという判断をしていいのですか。この今の

人数で推移していくという考えでこの１２月で補正

するということですよね。本来であれば、もう少

し、１人でも２人でも増やそうとして、ましてや赤

字の補塡分を２,０６４万円入れるということであ

れば、残り３か月の間でデイなりショートなり特養

なりを、入所者を増やすという言い方はおかしいか

もしれないですけれども、そこが待機の人がいらっ

しゃるのかもしれないし、何とかラベンダーハイツ

としてそこの収入源を少しでも確保しようとするの

が補正の在り方であって、今、１２月の第４回定例

の中において、３月の年度末の分まで見越してここ

で今補正するというのは、ちょっと甘いのではない

かと思いますけれども、これは私個人の考えですけ

れども、そこに経営努力というのは何かないので

 しょうか。

　あともう一つ、年間の収支の表が、今、手元にな

いので一概に言えないのですけれども、６月の補正

で６００万円、１２月に２,０００万円、恐らく年

度末にどどんと最終赤字分が入るのかと思っており

ますが、今回、この３月の補正で、今の収支分のマ

イナスを見越すということは、３月の一般財源の繰

入れを入れると、年間で赤字補塡分は幾らと予想し

 ていらっしゃるのか教えてください。

○議長（中澤良隆君）　総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君）　５番金子議員の御質問

にお答えさせていただこうと思うのですけれども、

申し訳ありません、繰出しのルールというか、その

部分にもなりますので、私からお答えさせていただ

 ければと思います。

　令和５年度もそうだったのですが、１２月のタイ

ミングでおおむね見えている入所者の数をもって最

低限の、今回で言いますと１０月現在の入所者の数

を御説明させていただいております。いろいろな事

情がありまして、目標４８.５人のところ、ラベン

ダーハイツでいうと４０人弱ぐらいになっている

と。これが最低限の入所者数と考えた上で、今後も

ちろん経営努力として入所者のほうはもちろん入れ

ていくのと併せて、地域福祉のためにどんどん、

今、潜在的にいらっしゃる方たちは入れていく形に

はなりますが、これを最低限として考えた場合にど

ういった赤字経営になっていくのかという計算をさ

せていただいて、今回、１２月でまず繰出金として

赤字補塡分を計算させていただいております。なの

で、３月の議会において赤字補塡分をまた補正する

 ことをお願いする予定はしておりません。

　そして、これが最高の悪い状況といったふうに見

させていただいて、流れでいきますと令和７年度の

今度６月議会になりますが、繰越金の計算が決算に

おいて見えてくると。それでその繰越金の部分につ

いては、赤字補塡分が全てになりますので、その分

は一般会計に戻していくといった形で考えていると

 ころでございます。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　質問ございますか。 

（「２,６００万円でいいということですよね。い

いです、分かりました。２,６００万円と確認しま

 した」と呼ぶ者あり）

 　そのほか、質疑ありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第５号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第５号令和６度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第２号）は、原

 案のとおり可決されました。

────────────────── 

◎日程第９　議案第６号 

○議長（中澤良隆君）　日程第９　議案第６号令和

６年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号）

 を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地　敏君）　ただいま上程いた

だきました議案第６号令和６年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第２号）につきまして、提案の要

 旨を御説明申し上げます。

　１点目は、給与制度改正に伴う給与・手当等の増

 額補正をお願いするものであります。

　２点目は、不足する給与・手当等を予備費より充

当することから、総予算の増減は伴わない内容に

 なっております。

　それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

 す。

 　議案第６号を御覧ください。

　議案第６号令和６年度上富良野町水道事業会計補

 正予算（第２号）。

 　総則。
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　第１条、令和６年度上富良野町の水道事業会計の

 補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

 　収益的収入及び支出。

　第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

 の予定額を次のとおり補正する。

　以下、款項別の名称及び補正額のみ申し上げま

 す。

 　支出。

 　第１款水道事業費用ゼロ円。

　第１項営業費用１１２万５,０００円。 

 　第４項予備費１１２万５,０００円の減。

　議会の議決を経なければ流用することのできない

 経費。

　第３条、予算第７条第１号中「２,４３６万９,０

 ００円」を「２,５４９万４,０００円」に改める。

　なお、次ページ以降につきましては、説明を省略

 させていただきます。

　以上で、議案第６号令和６年度上富良野町水道事

 業会計補正予算（第２号）の説明といたします。

　御審議いただきまして、議決いただけますようお

 願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第６号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第６号令和６年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

 れました。

　もし暑い方は、上着を取っていただいて結構で

 す。

────────────────── 

◎日程第１０　議案第７号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１０　議案第７号令

和６年度上富良野町簡易水道事業会計補正予算（第

 １号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地　敏君）　ただいま上程いた

だきました議案第７号令和６年度上富良野町簡易水

道事業会計補正予算（第１号）につきまして、提案

 の要旨を御説明申し上げます。

　補正の概要ですが、１点目は収益的収入におきま

して給水工事申請手数料の収入増に伴います簡易水

道事業収益の増額補正をお願いするものでありま

 す。

　２点目は、収益的支出におきまして、給水装置撤

去手数料の増に伴います簡易水道事業費の補正をお

 願いするものであります。

　３点目は、資本的支出におきまして、給水装置新

設に伴う浄水器の購入及び取付手数料の増に伴いま

 す補正をお願いするものであります。

　これら増額した補正額につきましては、予備費を

調製し、総予算の増減は伴わない内容となっていま

 す。

　それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

 す。

 　議案第７号を御覧ください。

　議案第７号令和６年度上富良野町簡易水道事業会

 計補正予算（第１号）。

 　総則。

　第１条、令和６年度上富良野町の簡易水道事業会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

 る。

 　収益的収入及び支出。

　第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

 の予定額を次のとおり補正する。

　以下、款項別の名称及び補正額のみ申し上げま

 す。

 　収入。

 　第１款簡易水道事業収益７万３,０００円。

　第１項、営業収益７万３,０００円。 

 支出。

 　第１款、簡易水道事業費用７万３,０００円。

　第１項営業費用６万２,０００円。 

　第２項予備費１万１,０００円。 

 　資本的収入及び支出。

　第３条、予算第４条本文括弧書き中「不足する額

２,５７２万円」を「不足する額２,５８０万３,０

００円」に、「引継金２１万８,０００円」を「引

継金２９７万４,０００円」に、「当年度損益勘定

留保資金２,０４２万円」を「当年度分損益勘定留

保資金１,７７４万,７０００円」に改め、資本的支

 出の予定額を次のとおり補正する。

 　支出。

 　第１款、資本的支出８万３,０００円。
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　第１項、建設改良費８万３,０００円。 

 　棚卸資産購入限度額。

　第４条、予算第９条本文中２６万２,０００円を

 ３１万８,０００円に改める

　なお、次ページ以降につきましては、説明を省略

 させていただきます。

　以上で、議案第７号令和６年度上富良野町簡易水

道事業会計補正予算（第１号）の説明といたしま

 す。

　御審議いただきまして、議決いただけますようお

 願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第７号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第７号令和６年度上富良野町簡易水

道事業会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可

 決されました。

────────────────── 

◎日程第１１　議案第８号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１１　議案第８号令

和６年度上富良野町公共下水道事業会計補正予算

 （第１号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　建設水道課長。 

○建設水道課長（菊地　敏君）　ただいま上程いた

だきました議案第８号令和６年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

 て、提案の要旨を御説明申し上げます。

　１点目は、給与制度改正に伴います給与・手当等

 の増額補正をお願いするものであります。

　２点目は、不足する給与・手当等を予備費より充

当することから、総予算の増減は伴わない内容と

 なっております。

　それでは、以下、議案を朗読し、説明といたしま

 す。

 　議案第８号を御覧ください。

　議案第８号令和６年度上原町公共下水道事業会計

 補正予算（第１号）。

 　総則。

　第１条、令和６年度上富良野町の公共下水道事業

会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

 よる。

 　収益的収入及び支出。

　第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

 の予定額を、次のとおり補正する。

　以下、款項別の名称及び補正額のみ申し上げま

 す。

 　支出。

 　第１款、下水道事業費用ゼロ円。

　第１項、営業費用８９万７,０００円。 

 　第４項、予備費８９万７,０００円の減。

　議会の議決を経なければ流用することができない

 経費。

　第３条、予算第８条第１号中「２,４３２万８,０

 ００円」を「２,５２２万５,０００円」に改める。

　なお、次ページ以降につきましては、説明を省略

 させていただきます。

　以上で、議案第８号令和６年度上富良野町公共下

水道事業会計補正予算（第１号）の説明といたしま

 す。

　御審議いただきまして、議決いただけますようお

 願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第８号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第８号令和６年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

 おり可決されました。

────────────────── 

◎日程第１２　議案第９号 
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○議長（中澤良隆君）　日程第１２　議案第９号令

和６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

 号）を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　町立病院事務長。

○町立病院事務長（長岡圭一君）　ただいま上程い

ただきました議案第９号令和６年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第２号）につきまして、提案の

 要旨を御説明させていただきます。

　１点目につきましては、給与条例改正の給与条例

の改正及び移動等に伴いまして、所要の補正をお願

 いするものでございます。

　２点目につきましては、病院改築整備事業に係る

継続費の総額及び年割額につきまして、人件費・資

材費の高騰による事業費の見直しをＪＶ側と協議し

た結果、変更が生じたことにより、所要の補正をお

 願いするものでございます。

　３点目につきましては、地中熱設備導入事業に係

ります補助金の交付額が確定したことによる所要の

 補正をお願いするものでございます。

　４点目につきましては、病院改築整備事業に係る

企業債等借入利率が確定したことに伴います利息の

 補正をお願いするものでございます。

　以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

 す。

 　議案第９号を御覧ください。

　議案第９号令和６年度上富良野町病院事業会計補

 正予算（第２号）。

 　総則。

　第１条、令和６年度上富良野町の病院事業会計の

 補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

 　収益的収入及び支出。

　第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

 の予定額を、次のとおり補正する。

 　補正予定額のみ申し上げます。

 　収入。

 　第１款、病院事業収益２,９０６万１,０００円。

　第１項、医業収益２,０６１万３,０００円。 

 　第２項、医業外収益２１４万８,０００円。

 　第３項、介護保健施設事業収益６３０万円。

 　支出。

 　第１款、病院事業費用２,９０６万１,０００円。

　第１項、医業費用２,２３７万２,０００円。 

　第２項、医業外費用２１４万８,０００円。 

　第３項、介護保健施設事業費用４５４万１,００

 ０円。

 　資本的収入及び支出。

　第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

 の予定額を次のとおり補正する。

 　補正予定額のみ申し上げます。

 　収入。

 　第１款、資本的収入８,７７３万４,０００円。

　第１項、出資金３０万４,０００円。 

　第２項、補助金３,３１３万円. 

　第３項、企業債５,４３０万円。 

 　支出。

 　第１款、資本的支出８,７７３万４,０００円。

 　第２項、建設改良費８,７７３万４,０００円。

 　企業債。

　第４条、予算第５条に定めた企業債の変更は、

 「第１表　企業債補正」による。

　議会の議決を経なければ流用することのできない

 経費。

　第５条、予算第８条第１号中「６億６,９１２万

９,０００円」を「６億９６４万２,０００円」に改

 める。

 　継続費。

　第６条、継続費の変更は、「第２表　継続費補

 正」による。

 　裏面を御覧ください。

 　第１表、企業債補正。

　（１）変更。町立病院改築整備事業に係ります企

業債につきまして、限度額を５,４３０万円補正、

し補正後の額を３９億８００万円とするものでござ

 います。

 　第２表、継続費補正。

　（１）変更。町立病院改築整備事業に係ります継

続費につきまして、建設費増額分１億６,９３５万

円を補正し、補正後の総額４７億３,８７１万３,０

 ００円とするものでございます。

　次ページ以降につきましては、説明を省略させて

 いただきます。

　以上、議案第９号令和６年度上富良野町病院事業

会計補正予算（第２号）の御説明とさせていただき

 ます。

　御審議いただきまして、御議決賜りますようよろ

 しくお願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 
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 　これから、議案第９号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第９号令和６年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決さ

 れました。

 　ここで、暫時休憩といたします。

 　再開は１５時、午後３時といたします。

────────────────── 

 午後　２時４２分　休憩

 午後　３時００分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、会議を再開いた

 したいと思います。

────────────────── 

◎日程第１３　議案第１０号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１３　議案第１０号

 上富良野町副町長定数条例を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　総務課長。

○総務課長（上村正人君）　ただいま上程いただき

ました議案第１０号上富良野町副町長定数条例につ

 いて、提案の要旨を御説明申し上げます。

　当該条例において、副町長の定数は１人とすると

定められております。これを今般の行政課題の複雑

化、ニーズの多様化への対応を求められていること

から、副町長を２人まで配置することを可能とし、

住民の福祉の増進に寄与するため、さらなる組織強

化及び諸施策への推進を図るよう全部改正をするも

 のでございます。

　以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

 す。

 　議案第１０号を御覧ください。

 　議案第１０号上富良野町副町長定数条例。

　上富良野町副町長定数条例（平成１８年上富良野

 町条例第２７号）の全部を改正する。

 　定数。

　第１条、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１６１条第２項の規定に基づき、副町長の定数を

 ２人以内とする。

 　事務の担任。

　第２条、全条の規定により２人とする場合におい

 ては、事務の担任を明確に定めるものとする。

 　施行規定。

　第３条、この条例の施行に関し必要な事項は、規

 則で定める。

 　附則。

 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。

　以上で、議案第１０号上富良野町副町長定数条例

 の説明といたします。

　御審議いただき、議決くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

　６番林敬永君。 

○６番（林敬永君）　副町長定数条例の全部改正に

 ついてお伺いさせていただきます。

　大変唐突に、私的には唐突に出てきた条例案だな

 と理解してございます。

　今回、先ほどの提案説明にございました行政課題

の複雑化、住民ニーズの多様化ということでござい

ますが、現副町長ずっと頑張っていらっしゃって、

本当に頑張っていると私は理解しておりました。で

すけれども、このたび２人制の必要性の中に行政課

題の複雑化、住民のニーズの多様化ということで、

そうしたことを理由に町長は提案をされております

けれども、今の副町長１人で駄目なのか、理由をも

う少し分かりやすく教えていただきたいと思いま

 す。

　また、１人増になるということは、当然ながら人

件費が発生いたします。昨今の一般質問でもござい

ました、厳しい財政状況ということで町長は何回も

使っておりますけれども、その人件費、年間幾ら、

事業の負担もありまして幾らかかるのか、またその

財源をどうするのか教えていただきたいと思いま

 す。

　次に、事務を明確にとありますが、担当させる事

務、またその事務の効果をどのように確保させるの

 かお伺いしたいと思います。

　あともう一つ、配置についてでございます。国の

制度を利用するなりというふうな９月の一般質問で

もございましたが、現職員の一般職から選考する考

えも持ち合わせているのかどうか確認をさせていた

だいて、あと本事案について政策調整会議にかけら

れたというふうに思っておりますが、その結果を教

 えていただきたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　まず、現行１人の副町長ということで頑張っても

らっております。１人でこなしている、それが全然

能力がという、そういう問題ではありません。１人

より２人のほうがさらに効率、スピードといいます
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か、条例の提案要旨にも申し上げさせていただきま

した行政ニーズの多様化、あと昨今の問題といたし

まして少子高齢化ですとか人口減少、それらが非常

に多岐の複数の課にまたがって行ってくるという、

 そういう課題が複雑になってきております。

　限られた数の職員でこなしてはきましたが、さら

にスピードが求められておりますので、指揮系統を

しっかり、マネジメントをしっかりして、効率的に

組織を運用してこれらの諸課題に当たっていってい

 くというのが複数、多く、狙いの一つはそうです。

　もう一つは、やはり財政的に今後厳しい地方自治

体に置かれている状況、非常に厳しい状態ですの

で、歳入に関しても相当研究していかなければなら

ないと考えております。国や道の制度、補助金、交

付金等を含めて相当制度を研究していかなければな

りませんし、交付税についても特別交付税等を含め

ていろいろ研究していくと。リーダーシップ、当然

理事者である私なのですが、その手足として一番近

 いところをサブを２人と考えております。

　それと、やはり他課にまたがる、今、課長がおり

ますが、複数の課にまたがる事案というのは非常

に、先ほどの複雑化と関係してきますが、例えばラ

ベンダーハイツ、現業ですけれども、それと保健福

祉課の地域の福祉計画の関係、それと教育委員会と

福祉、これは子供の関係ですが、あとジオなどはそ

うですね。今、企画にあって、商工観光、教育分野

もあるということで昨日の一般質問にありました

が、あと食と農なんか、これらは当然、今でも課長

同士の調整で進んでいるのですが、さらに担当の副

町長を置くことによって、調整は一発でスピード

アップしてさらに大胆にといいますか、適切な施策

 を素早く、そういうことを狙って考えております。

　そして、分担はどのような分担にするかというの

は今のところは考えておりませんが、近隣の市町

村、統一的なものはございませんけれども、任命し

た際には分担を明らかにしないと指揮系統が混乱し

ますので、それは必ず何を分けるか、それはしなけ

 ればならないものと考えております。

　あと財源は、副町長を例えばプロパーの職員か

ら、それと国とかの派遣、人材の活用、それらの場

合は、一応財源とかそれはありますけれども、プロ

パーの場合は一般財源ということになりますけれど

も、一般財源、人件費総額の中で、これから人事配

置、全体の管理職の数がどうなるのかというのもこ

れから決めていきますので、確かに１人分プロパー

で副町長にした場合は、そこは増えますけれども、

全体的にどうなるのかという全体的な予算の中の人

件費というのは、それは一定の財政規律をもって

 やっていかなければならないと考えております。

　少し答え、先走りましたが、職員から上げるの

か、それとも派遣なのかというのは、さきの一般質

問でもお答えしましたが、それは両方あり得ると考

えております。それぞれメリットはあると思いま

 す。

　以上です。（「政策調整会議には」と呼ぶ者あ

り）政策調整会議にはかけておりません。私の指示

 です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林敬永君）　私は冒頭、唐突的な条例と言

いましたけれども、それは今年の９月に同僚議員が

質問されました、地方創生人材支援制度を活用した

複数制度をという御質問で、その中で町長が答えた

のは、今後のまちづくりを担う体制づくりの中で、

現在、職員定数の管理計画、組織機構の在り方を検

討中ですと。その中で２人体制を考えてまいりたい

と思いますという答えをしていて、この短時間によ

 く検討できたなと思ったからであります。

　政策調整会議にもかけていない、自分たちで決め

たルール、今の町長になってから決めたルールでは

ありませんけれども、事務事業については１００万

円以上のものについて政策調整会議にかけるという

ルールがまだあるかと思います。まさに町長が独断

で配置を決めたかのように私は聞こえてしまいまし

た。多分そうではないのだろうとは思いますけれど

も、先ほどの答弁であればそういうふうに聞こえて

 しまいます。

　９月に同僚議員の一般質問に答えた、その職員定

数の管理計画、組織機構の在り方、その結果はどの

 ようになっているのか教えていただけますか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　職員の管理計画はまだこれからですが、当然副町

長は職員の管理計画の定数の中には入ってきません

ので、特にそちらは、予算は少し影響すると思いま

すが、定数管理は、またそれとは別かと思っており

 ます。

　あともう一つ、、政策調整会議にかけなかったの

が独断ではないかと。いや、そんなことはないと

思っています。あくまでも調整ですので、やはり

しっかりと私の指示、もちろん職員の方が理解され

て特に違法性とかそういうことが厳しく、それは問

われると思いますけれども、それ以外についてはで

きる限りといいますか、可能なものは調整会議は事

業の優先度とか、その辺は財源の問題とか調整する

場ではありますが、今回の定数２人、複数は特に政

策調整会議を経なくても問題はないだろうと考えて

 おります。
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 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　６番林敬永君。 

○６番（林敬永君）　全然問題ないというふうに御

自身御理解されているようでありますけれども、私

は大問題だと思っております。こうしたことという

のは、さっき町長が言ったとおり。組織の仕組み、

それが急に変わるなんていうことは職員にあっては

受け入れられるものではないと思いますし、まちづ

くりというのは、長期的な観点でものを考えないと

いけない。だから、こういう理由だから副町長を２

人体制にしたい、また厳しい財政難、あるいは人権

費高騰で大変だ、大変だと言っている中で考えれ

ば、もう少し精査をした中で提案するものではない

 かと思います。

　財源もまだ、先ほどの答弁の中に全体的な枠の中

というふうに言っていらっしゃったかと思いますけ

れども、全体的な枠、無限ではないことは町長もよ

く御存じだと思います。だからこそ、しっかり副町

長に２人体制にする前に、部長制を検討するとか、

本来はそうしたことをするから、９月の一般質問の

答弁でも町長は職員定数の管理計画や組織機構の在

り方という答えを同僚議員に答弁したのだと私は

思っておりましたけれども、それが違うということ

であれば、全く私自身は理解できるものではないと

 思います。

　もう一度町長にお伺いしますけれども、そうした

地方創生人材支援制度などを利用した、そうした方

を任用するという考えが先ほどないという答えでご

ざいましたけれども、もう一度任用についての考え

 方を伺いたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　６番林議員の御質問にお答

 えしたいと思います。

　トップダウンのそれを受け入れられないのではな

いか、受け入れるか、受け入れないかは、職員次第

で、もちろん受け入れられなかったら、それは最終

的にそういう政策ができなかったので、それは理事

者に跳ね返ってくる問題だと思っておりますので、

特にそれが違法性とかそういう問題ではないと考え

ておりますし、十分話し合ってこの間、一般質問の

答弁の後からですけれども、私は複数制というのは

町長になったときから頭にありましたけれども、一

般質問を機に、やはりそういう議員の皆様、町民の

皆様にもそういう考えがあるのだなということを確

信いたしまして、今回のことになったわけでござい

 ます。

　部長制をなぜその前にしかないのだということに

なりますけれども、部長制と特別職、全く目的が違

います。部長制は、しくとしたら課長の上にしくの

ですけれども、それはトーナメントで指揮系統、

トーナメントの山が一つ増えるのですけれども、そ

うすると副町長を１人、複数にするよりさらに人件

費は多分かかると思いますし、今の役場で言えばど

ういう部長制をしくのかはあれですけれども、それ

ともう一つ、部長制を先ほど申し上げました指揮系

統のトーナメントの表ですので、そうすると、先ほ

ど申し上げた基本的な今回の上程の理由ですが、他

課に渡るもの、例えば教育委員会と福祉、そういう

ものが部長制でカバーできるのか。多分、それ以上

に部長制でもカバーできないだろうということは、

もう明らかでしたので、それでは部長制を考えるよ

りは、やはり指揮系統を強力に副町長を複数置いた

 ほうがいいだろうというのが結論です。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　他に質問ございますか。 

　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　今回、今の同僚議員の質問

に際しては、プロパーから、もしくは派遣という形

で国もしくは道からということで、現在まだ決めか

 ねているということで受け止めております。

　その中、地方自治法では、条例その他の案件が新

たに予算を伴うものであるときは、町村長はその措

置が的確に講ぜられる見込みがあるまでは議会に提

 出してはならないという規則がございます。

　この辺に関して、しっかりとそのビジョンが定め

られる、プロパーから１名をその副町長に任命した

いので議会で図ってくれというような形で、その副

町長の複数制というのが本来それとセットで提出さ

れるべきだと思いますが、その辺に関しての見解は

 どうですか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　予算とセットではないのかという疑念ですが、そ

れはありません。あくまでも、当然人事案件を上げ

たときはそうなるかと思いますが、今２名以内です

ので、それは全然予算の裏づけがなくても条例は別

に特に地方自治法に反すというものではございませ

 ん。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　それであれば結構なのです

が、そもそも何もこう、ぼんやりと、要はプロパー

とか道、もしくは国からの派遣などなど決まってい

ない段階で、なぜ先に２名以内という条例の設置の

 必要性があるのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。
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　議会の承認を経ず先に今回は副町長の人選に入っ

た場合、議会の承認を経られなかった場合どうなる

のかというのは明白ですので、そういうのは慎重に

皆さんの御承認を得てから今後どういう人選をする

のかというのは進めるべきだと思っておりますの

で、今現在では人選については全く白紙と申し上げ

 て、そういう答えになります。

○議長（中澤良隆君）　２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君）　今回、この条例の施行期日

が来年の４月１日になっています。当然これから人

選をする中で、４月までに決まらないということは

往々にしてあると思います。その中で、来年になっ

ても決まらない、再来年になっても決まらないなん

ていう可能性は、ゼロではないですよね。でした

ら、はっきりとしっかりとしたビジョンを定めてか

らでも僕は遅くないのではないかと思いますけれど

 も、そのような見解を求めます。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　２番荒生議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　ビジョンはしっかりしております。ただ相手があ

ることですから、来年になっても相手がイエスと言

わなければ、皆さんがイエスと言わなければ、任命

できませんので、そういうことで、そのときになっ

てからでいいのではないか、来年になってもいない

のにどうしたのだ、なかなか相手があることなので

難しいとは思いますが、常にそういうビジョンはで

きているので、これから、来年の４月に間に合わな

いかもしれませんけれども、そういうふうな動き

は、結果として複数人にならない、相手がいますか

ら、ならなくても、そういう動きは常に続けていく

と。その段階になったら、皆さんに人事案件ですと

 か補正はお示しできるかと考えております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　何点かお伺いいたします。 

　町長の答弁聞いてますと、２名以内ということ

で、２名にするか１名にするかは、はっきり現段階

では分からないというような答弁がありました。本

当に町長が、組織改革あるいは財政の問題でも諸課

題が他の部署に回る問題でもあるとするならば、そ

ういった問題に対応するためにどういう組織改革を

して、どういう副町長が役割分担するのかというこ

とも含めて、もう既に大枠でも決めなければ、決め

ておかなければならないと思うのですが、仮に今年

決まった後にどういう形でどういう人たちを選任す

るか分かりませんが、しかし、そういうことであれ

ば、もう既にどういう派遣、あるいは道だとか町職

員からいわゆる選任するのかというところも、きっ

ちりとした明確な方向が示されなければならないに

もかかわらず、その明確な方向すら現状では私は聞

 き取れなかったという形になっております。

　もう１点は、なぜ１人でも職員のいろいろな政策

調整会議やそういった力を借りれば乗り切れる部分

もあるのではないかと思いますが、そういった意味

で非常に２人体制になったとしても、それが乗り切

れるかどうかというのは非常に不透明な部分がある

 と感じています。

　それと組織改革をするのだということであります

が、この間、町は定数条例の見直しでさらに定数の

見直しをしようという動きが行政財政改革を見てま

したら伺えるところもあります。そういう意味で、

こういう組織体制に今後進めるとすれば、副町長が

２人配置されると。そうならば、職員数は一定削減

できるのかという話にも聞こえたのですが、最終的

にそういった組織改革と併せて職員定数は現行より

もさらに削減の方向に向かうのではないかと思うの

ですが、その点はどのようにお考えになるかお伺い

 いたします。

　何よりも今求められているのは、今いる職員の方

たちのやはり力を町長は引き出しているのか、どう

 なのかというところではないかと思います。

　内部での町長と職員との意思疎通、そういうもの

も十分に今後さらに図られれば、そういった、今、

何を町で解決しなければならないのかということも

含めて、管理職とも含めて、やはり話し合って問題

の課題をテーブルに上げて解決、どうしたらいいの

かということも、十分現行の体制でもできるのでは

 ないかと私は思っています。

　今の話で言いますと、はっきり言えば今の現行の

体制では力が及んでないから新たな体制でその組織

改革をしたいというだけの話であって、しっかりと

した将来的な方向性、組織改革の内容やどう職員の

力を借りるのかというところがいまだに明確な答弁

が得られていないというのは、非常に残念でなりま

せん。仮に副町長が２人になった場合、今、行財政

改革という形の中で無駄なものは省こうというよう

な話になっております。私はそういった点でも、や

はり現行の１人体制の中で行えばその財源を他のい

ろいろな重要な財源に回すことができますから、そ

ういうことも含めて、今、考えなければならないと

 思っております。

　これらの点について、町長、どのようにお考えな

 のかお伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　まず方向性、この２人体制による方向性は、１点
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目に述べさせていただきました行政ニーズの多様化

等に対応するために、組織を効率的に運用するため

の副町長の複数制と述べさせてもらったとおりでご

ざいます。複数制と定数の関係、定数を減らすので

はないか、定数の管理はこれとは別に動いて、今年

度中には定数計画、そちらが完成する、できると思

いますが、これを機に定数を減らすとか、それは全

く関係、リンクしておりません。やはり定数は、こ

の業務を今の現状の業務をこなすのに何人必要なの

か、もちろん予算規模、そしてこの仕事量から考え

て、定数はどの辺だということ、副町長が１名であ

ろうが２名であろうが、その答えの導き方というの

 は変わらないと考えております。

　あと行財政改革、私が行おうとしているのは行財

政改革ではございません。何度も言いますが、大変

なのは大変です。ですから、全てを小さく、シュリ

ンクしていっては、それでは町民も役場も自治体、

それは大変ですので、また繰り返しになりますが、

予算のパイを大きくするために国、または道の財源

を、補助金をどのように活用していかなければなら

ないのか、その制度を十分研究して、例えば一番近

いところでは、さきの臨時会で冬のイベントの実証

実験の４,５００万円、あれは起業人の方が提案し

てくれた、持ってきている観光庁の事業ですが、そ

ういうことをしっかりと町に補助金を捕まえて事

業、そうすることによって町がしっかり活力を与え

ていく、たまたま今回起業人の方でしたけれども、

そういうのを常日頃やっていかないと、予算のパイ

を大きく、節約節約ではございません。予算のパイ

を大きくしていかないと町がしぼんでいってしまい

ますので、そういうことを解決するためにも２人、

ぜひ複数制というふうなことをさきにお答えさせて

 いただきました。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　職員の力を借りる、そう

いったところでは、まだまだ引き出せてない部分が

あるのではないか。職員は一生懸命仕事をして、こ

の職務に専念している姿が見受けられます。そうい

う意味では、そういったところというのは町長どの

ように、まだまだ力を引き出しているかどうかとい

 う点ではどのようにお考えなのか。

　さらに、あくまでも財源のいわゆる確保のそれの

ためにもいろいろと勉強し、それに対応できるよう

な人材を複数体制でできるのではないかということ

の背景があって今回の副町長の任命２人以内という

形というような表現になったかと思いますが、現行

でもそういった部分は十分対応ができるのではない

かと思いますが、そこら辺の内部での仕切りという

のが町長の采配にかかってきている部分があると思

うので、そういったことを忠実に質的にも量的にも

町長自身がこういう問題があるからここを改善すべ

きだという、従前からされているとは思うのです

が、さらに町長自身のやはりそういった質的の部分

を、力を上げるということも同時に求められている

 のだと思います。そこはどのようにお考えなのか。

　何よりもやはり現行の体制の中でまちづくりをす

るということ、それといまだにどこの派遣なのか、

道なのか、そういったところから副町長の配置を求

めようとしているのか分からないというような、本

当に曖昧な体制の中でこういう問題を議会に提起し

てきたというところが問題です。もっと内部でもこ

ういったところを考え、やはり議論しながらこうあ

るべきだという、最終的なというかそういう結果だ

とか、方向性も示すべきなのに示されていないとい

うのは、残念です。今の現状の中でやはり複数体制

というのはやめるべきだと考えますが、この点お伺

 いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　職員の力を引き出す、それは理事者、そして特別

職がそうです。一般職員の方１００人、現業、病院

とかハイツを入れたら２００人の方、それぞれ上司

がいて、最終的には町長が皆さんの力を引き出して

まちづくりに邁進してもらうというのは、なかなか

難しいのですが、それはやっていかなければならな

い。ただ、牽引するのも一般職だけで考えれば１０

０名ぐらいおりますが、１人で引っ張るより２人、

２人の当然気づきとか接点が多い。さらに、今１

人、１人ですけれども、もう１人増やすことによっ

てさらに牽引、皆さんをリードしていくという考え

で、また、くどいようですが、先ほどの問題解決に

当たっていくと。これをこなさないと、こなしてい

かないと、この少子高齢化、人口減少に対応するま

ちづくりをしっかりやっていかないと、もうかなり

まちづくりは厳しいのではないか、そういうふうに

 考えております。

　あとは、現行体制でできるのではと。米澤議員の

現行体制でできるより、さらにスピードアップを求

めております。そして新たな、先ほど言いました道

と国、それらの歳入の確保なんかも含めて、これは

現行の課長等よりは、さらに複数の副町長を置いた

ほうが横断的な仕事はできると確信、考えておりま

 す。

　私自身の力量を上げるのはどうなのか、それが私

自身の力量がどうなのか、今どの辺のポジションに

あるかというので自己分析はなかなか難しいのです
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が、もちろん言われるとおり町長自身の推進力とい

いますか指導力、リーダーシップもしっかり勉強し

ながら進めていかなければならないというのが当然

 のことだと思っています。

　あと財源の確保は、先ほどの答えと重なります

が、決して財政改革をやっているわけではございま

せんので、これから財源も確保しながら、しっかり

とその辺は将来的な見通しを考えて進めていきます

し、今まだどっちに、プロパーなのか、派遣なのか

決まっていないからというのが、だから無責任だと

いうことは、そういうことは考えておりません。ぜ

ひこの制度をつくってお認めいただければ、認めて

いただけなければスタートできませんので、お認め

いただければ、先ほど言った目標に対して２人、ど

ちらのほうがどういう人選がいいのかも含めてこれ

から動き出しますので、全部決まってから、皆さん

の御承認も受ける前に動き出すわけで、かなりデリ

ケートな問題ですから、それはないかなと思ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか。 

　１１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君）　今の話を聞いていると、

そうであれば町長、派遣してもらったほうが何か町

のためになるような気がするのです。今現在の町の

中で堂々巡りやるよりも、何かほかの血を入れると

言ったらおかしいけれども、ほかの考えを町に入れ

たほうが、人のつながりもあるし、今言ったように

新しい事業もやるのに、その予算をつけるのにもや

はりそういう道を知っている人のほうが何となくい

いように聞こえるのですけれども、町長、そういう

考えで言っているのではないかと、今、解釈したの

 ですけれども、そこら辺ちょっと答えてください。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　１１番北條議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　その考えもありますし、先ほど申し上げました、

どちらかに決めているわけではございません。そう

いう考えもいい面、メリットありますし、プロパー

の職員でも、それはそういう資質の方がいれば、そ

れはそれでちゃんと当初の目的は達成できるのか

と。まだどちらかにしているというわけではござい

 ません。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　私も今、皆さんの質問等を聞

 いていまして、賛否に非常に迷っております。

　私が確認したいのは、いわゆる副町長を複数制に

している町が道内というか、上川管内だけでもいい

ですけれども、何町村あるのか。そのことによっ

て、複数制にした町が、効果がないということはな

いと思いますけれども、そういったことをやってい

る町の検証はされたのかどうか、それをまず確認し

 ます。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　８番中瀬議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　複数を置いてある、大きな市なんかは副市長なん

かは置いてありますけれども、それ以外、一番分か

りやすいのは上川管内かと思いますが、上川管内で

副町長を置いているところ、置いていたところは、

近年では東川町は現在も置いています。これはどち

らもプロパーの職員、事務担当を分けていますが東

川町、そして東神楽町が、これは庁舎の施設の関係

がありましたので、たしか国からの派遣だったと思

います。２年間、東神楽町。そしてもう４年以上ぐ

らい前になりますか、美瑛町が副町長２人、これも

たしかプロパーだったと思います。いろいろあって

今は美瑛町は１人ですけれども、それが私の知る限

りですし、非常に近隣の町村なので、その結果どう

なったのかというのは非常にイメージしやすいので

 はないかと考えております。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　先ほど町長が、いわゆるこの

副町長制をしくのには、行政ニーズが多様化してい

るということの中身でありました。行政ニーズは複

雑化したのは、今始まったことではありませんよ

ね。大分前からそういう、今の町も国も全てそうで

すけれども、行政ニーズというのは非常に複雑化は

しているのは今始まったことではないと私は思って

 います。

　そんな中で、少しでも町の行政よりよくするため

に副町長制をしきたいという気持ちは分からないわ

けではありません。けれども、そういったことを例

えば今回上富良野町で取り入れようとしたときに、

何らかの大きなプロジェクトとか、こういう目的が

あるからこういうふうにするのだという、やはりそ

の肝の部分というのは、ある程度はっきりしない

と、ただ単に行政ニーズが複雑化しているからそれ

を複数制にしたいということでは、どうも納得はで

きないと私は思っています。ですから、町としては

こういうことを今後こういうふうにしていきたい、

だから複数制は必要なのだという、皆さんを説得で

きるような、そういうような説明があればいいので

すけれども、今の段階ではそういった説明はちょっ

と足りないのでないかという気が私はしますけれど

 も、どうでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　８番中瀬議員の御質問にお
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 答えしたいと思います。

　何かプロジェクトがある場合、副町長、そういう

場合ではないと駄目なのではないかという、それ

は、今、典型的なといいますか、東神楽町の例がプ

ロジェクト、まさに庁舎の改築に伴って国からの派

遣２年間、終わってもういません、１人になりまし

たけれども、それがプロジェクトに関してリーダー

といいますか、副町長任命したのと、それとは対照

的なのが東川町、両方ともプロパーでやっておりま

すが、それはプロジェクト、ある一定の期間だけで

はなくて、もうかなり継続的にやっております。町

の財政、パイを大きくする、にぎやかにするという

仕掛けも含めて２人体制でずっとやってきて、非常

にいい成功例だと思って、見本にしなければならな

 い部分なのか、そういうふうに思っております。

　ニーズの多様化は、昔からニーズというのは、

ニーズに我々のサービスが追いついていかなかった

面は、そういう傾向でニーズに追いかけられていた

という印象は私もありますが、特にやはり昨今に

なって、先ほども申しました教育委員会と福祉、子

供の関係ですとかジオ、このジオパークは商工観光

と教育委員会、郷土館なんかの関係もありました。

あと食と農なんていう、これの関係なんかも含め

て、これは近年発生したものですし、結構これらの

問題が将来の上富良野町の発展のキーになってい

 る、そのような気もいたします。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　最後に確認したいのですが、

基本的には管内で、たまたま上川管内のことで町長

答弁されましたけれども、元は美瑛町が２人体制を

しいていたという話を伺いました。美瑛町は今１人

でやっているということですよね。それは、２人体

制を取ったけれども１人になった。それは、基本的

には２人でなくても１人でできるということだと思

 うのです。

　それは基本的に上富良野町においても２人制にし

て、それである程度、例えば行政ニーズとかいろい

ろなことで対応きちんとできるようになったら２人

を１人にするという基本的な考えで今回の複数制を

しこうとしているのか、それを確認したいと思いま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　８番中瀬議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　美瑛町がどういういきさつでまた１人に戻したか

というのは、隣町、それは私は聞いておりません

し、それなりの事情があったと思いますが、詳しく

語ることはできません。ただ１人に戻したという事

 実はございます。何かあったのです。

　ただ、１人で戻しても、もともと何を美瑛町が２

人で目指していたかというのもちょっと不明な点も

ありまして、現町長ではございませんので、前の町

長のときでしたので、その辺は知る由もないのです

が、たまたまといいますか、さらに近いところ美瑛

町のちょっと、東川町は同じスタイルで今もずっと

継続して、写真の町とかいろいろな町ということ

で、かなり強力に事業を展開したり推進しておりま

すので、プロパーの職員であろうが、プロジェクト

に関して国からであろうが、２人でやることに対し

てそれなりのといいますか、かなり効果は期待して

おります。（「すみません、もう一つ漏れているの

は、もし軌道に乗ったら１人にまた戻す考えがある

 のか」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁願います。 

○町長（斉藤　繁君）　すみません。軌道に乗った

らという、プロジェクトであればまた１人に、プロ

ジェクトが終われば１人に戻すということ、それは

考えあると思いますが、２人でやってそのまま２人

でずっと軌道に乗っていれば、それはあえて１人に

したら問題があるのであればそのまま２人と。何を

もって軌道に乗るか、例えば今回の申し上げまし

た、少子高齢化とかがストップして、人口流出もス

トップして、また元の右肩上がりに戻ればそういう

こともまた１人に戻すとかそういうこともあるのか

もしれませんが、それはケース・バイ・ケースで、

プロジェクトであれば少なくとも数年間ということ

があり得ますが、それ以外については、行政課題を

克服するために２人にするのですので、私の目標と

いうのは先ほど述べました。それが解決されたとき

にどうなのだということの議論になるかと思ってお

 ります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　ほんの一部かもしれません

けれども、町長が言うところのスピードアップとか

サービスの向上、効率のよい町政ということで、２

人体制になるところの一部の話でしょうけれども、

そういうことであれば、業務のＩＴ化ですとか窓口

の自動化、そしてタブレットの導入とか、もっと

もっと効率のいい仕事を提示してから、それからで

も２人体制の話はいいのではないか。２人体制にな

るための、本当に先ほど同僚が言っておりますけれ

ども、まずビジョン、２人体制になったらどうなる

のだよと。だから、こういうのをパソコンを使って

プレゼンテーションをしていただいて、だから２人

体制なのだよみたいな、こういう具体的な説明なし

で、１枚の紙で２人体制にしたいというのは、
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ちょっとまだ時期が早いというか、ちょっとこの問

題については私は考えさせていただきたいと思いま

す。それについて、町長は何か、そんなことはない

 よとか、あるよとかあれば、お願いします

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　ＩＴ化するとかそのスピードアップ、手続のス

ピードアップは、それとは別に、問題解決のスピー

ドアップ、問題が何か、あと町政のスピードアップ

とかそういうこと、あと制度を理解して補助金の該

当するようなメニューで何かやれないかとか、そう

いうことを考えるのは、なかなかＩＴ化だけでは難

しい。そのスピードとこのスピードは別なものと私

 は認識しております。

　そんな中で、やはりＩＣＴとは違った政策決定の

スピードとか、政策の速さ、ぱっとレスポンスのい

い政策の展開、結局その恩恵といいますか、果実を

受けるのが町民ということになりますので、町民に

そういうことを私は考えて、ぜひ２人体制という、

２馬力のツインターボでやりたいと考えておりま

す。島田議員の言うスピードとちょっと違うかと

 思っています。

○議長（中澤良隆君）　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　確かに物理的なスピードと

かいろいろありますけれども、私も決して若くない

ので、今、町長が言われたことを全部理解できてい

るかと言ったら、そうでもないのです。これを私た

ちの住民に伝えるに当たって、やはりもっと具体的

な内容が提示できるようなものがあれば、私たちの

住んでいる町民にもっとその町長のビジョンという

か、こうあるべきだということが伝えられるかと思

うのですけれども、ちょっと私は今この段階では理

解しきれてないと思います。そういうことで、ぜひ

ともそういったビジョンを提出してからというか、

 お願いしたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　９番島田議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　ビジョンは、先ほど口でですけれども、説明させ

ていただいたとおりでございます。そのほかに、既

にペーパーになっている一般質問でもお答えさせて

いただいたとおり、そういうことを目指してやって

 おります。

　今も当時の一般質問の答えと考えていることは同

じです。なかなかビジョン、職員の機構改革も含め

てどうなのかというのは、なかなか皆さんに狙いを

教えられない、目的ですというふうにご提示するの

は、皆さん、もちろんふだんから見ていますので、

それは十分皆さんも御理解できると思いますけれど

も、組織図を見ながらそのビジョンをというのは、

一般町民にはなかなかちょっと難しいかと、このビ

ジョンを。特別なプロジェクトチームとか分かりや

すいものももちろんありますけれども、なかなか難

しい、紙に書くのも、こうなったらこうだというふ

うに言葉にした、この間答弁で言葉、文字になった

ものが全てなのですが、今回改めて述べさせても

らった狙いというのが全てだったので、それをぜひ

 御理解していただきたいと考えております。

　全ては政策のスピードを上げるということが全て

町民のためになると考えていた、そういうことです

し、具体的な話がまだ進まない、人は誰なのだ、そ

ういう話になりますけれども、それはこれからとい

うことです。これからスタート、人選も含めてス

タートしていくということで御理解をいただきたい

 と思っております。

○議長（中澤良隆君）　そのほか質疑ございません

 か。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　質疑なければ、これをもっ

 て質疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１０号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。 

　よって、議案第１０号上富良野町副町長定数条例

 は、原案のとおり可決されました。

────────────────── 

◎日程第１４　議案第１１号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１４　議案第１１号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例を議題といたしま

 す。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　総務課長。

○総務課長（上村正人君）　ただいま上程いただき

ました議案第１１号特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

 す。

　１点目は、選挙執行における職員の報酬について

であります。今般、投票管理者、職務代理者及び投

票事務従事者に対する報酬については、現在の企業



― 88 ―

水準及び従事する時間に乖離があることから、今後

においても多くの町職員に協力を依頼し、安定かつ

適正な選挙事務執行を図るため所要の改正をしよう

 とするものでございます。

　２点目は、執行期間の農業委員会員の報酬につい

てであります。農業委員会法の改正により、農地利

用の最適化の推進が必須業務となり、担い手への農

地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止解消、

そして新規参入の促進を強力に進めていくため、農

地利用最適化交付金が適用され、国から目安として

月額６,０００円が交付対象と示されたことから、

農地等の最適な利用を図る積極的な活動を支援する

ため、農業委員会の委員報酬を改正しようとするも

 のでございます。

　以下、議案につきましては、条例の朗読を省略さ

せていただき、条を追ってその主な改正点を御説明

 させていただければと思います。

 　議案第１１号を御覧ください。

　議案第１１号特別職の職員で非常勤のものの報酬

 及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。

　改正条例第１条は、投票管理者、職務代理者及び

投票事務従事者の報酬額を「１４,０００円」から

「２０,０００円」に改め、令和７年１月１日から

 施行するものであります。

　続きまして、改正条例第２条は、農業委員会委員

の報酬月額を会長は「６９,９００円」に、代理は

「５０,８００円」に、委員を「４４,０００円」に

改め、令和７年４月１日から施行するものでありま

 す。

　以上で、議案第１１号特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

 る条例の説明といたします。

　御審議いただき、議決くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１１号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１１号特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５　議案第１２号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１５　議案第１２号

上富良野町犯罪被害者等支援条例を議題といたしま

 す。

 　提出者から、提案の理由の説明を求めます。

 　町民生活課長。

○町民生活課長（山内智晴君）　ただいま上程いた

だきました議案第１２号上富良野町犯罪被害者等支

援条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

 ます。

　この条例は、犯罪被害者等基本法において、犯罪

被害者等に対し経済的負担の軽減、精神的被害の回

復等に関し、国、地方公共団体及び関係団体等が途

切れることのない支援を実施することとされてお

り、さらに令和３年３月に閣議決定された第４次犯

罪被害者等基本計画では、犯罪被害者等支援条例の

制定が盛り込まれたことを背景に地方自治体での条

例制定が全国的に進み、道内においても１１月現在

５６市町村で制定済みとされ、富良野沿線５市町村

でも来年４月からの施行に向けて準備を進めている

 ところであります。

　上富良野町においても犯罪被害者等基本法に基づ

き、その支援に関して理念を定め、犯罪被害者等が

必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が

受けた被害の早期回復、軽減を図り、安全で安心し

て暮らせる地域社会の実現に寄与するため本条例を

 制定するものです。

　次に、条例の制定の内容につきまして御説明いた

 します。

　犯罪被害者等に支援について、個人の尊厳が重ん

じられるよう配慮し、かつ被害状況、その原因、二

次被害の状況など、その置かれている状況等に応じ

支援を行うとともに、再び平穏な生活を営めるよう

になるまで必要な支援の提供をされるよう、支援の

 内容について条例に定めるものであります。

　その支援の内容につきましては、相談及び情報の

提供等、見舞金の支給、日常生活の支援、居住の安

定、安全の確保として、見舞金の金額など詳細につ

きましては別途規則で定めるものとし、そのときの

情勢に応じ様々な支援ができるよう定めるものとし

 ております。

 　それでは、議案第１２号を御覧ください。

　以下、条例の朗読を省略させていただき、条に沿
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 いましてその概要を御説明いたします。

 　議案第１２号上富良野町犯罪被害者等支援条例。

　第１条につきましては、この条例の目的を規定し

 ております。

　第２条につきましては、用語の定義について規定

 しております。

　第３条、基本理念については、犯罪被害者等基本

法に規定する基本理念を確認するとともに、地域社

会における各主体相互の連携、協力による犯罪被害

 者等の支援の推進について記載しております。

 　第４条、町の責務。

 　次のページをご覧ください。

 　第５条、町民等の責務。

　第６条、事業者の責務につきましては、犯罪被害

者等に対する理解を深めそれぞれが犯罪被害者等の

担い手として自覚を持ち支援を行うことを規定して

 おります。

　第７条相談及び情報の提供等につきましては、支

援窓口の設置及び関係機関との連携をし、犯罪被害

者等が望む情報の提供や助言を行うことについて規

 定しております。

　第８条見舞金の支給については、経済的負担の軽

減から犯罪被害者への見舞金の支給を行うことにつ

 いて規定しております。

　第９条、日常生活の支援については、日常生活の

早期回復のため支援を行うことを規定しておりま

 す。

　第１０条、居住の安定については、町が安定的な

生活のための住宅の支援を行うことについて規定し

 ております。

　第１１条、安全の確保につきましては、町が二次

被害等の防止のための個人情報の管理について規定

 しております。

 　次のページを御覧ください。

　第１２条町民等及び事業者の理解の増進につきま

しては、犯罪被害者等が日常生活などを円滑にで

き、二次被害防止のため町民及び事業者の理解につ

 いて規定しております。

　第１３条、意見等の反映につきましては、犯罪被

害者の支援を適切に行うため意見等を把握し、町の

 支援策に反映することを規定しております。

　第１４条、町内に住所を有しない犯罪被害者等へ

の支援については、町外者が町内で犯罪にあったと

き、その居住自治体との連携について規定しており

 ます。

　第１５条、犯罪被害者等の支援を行わないことを

できる場合につきましては、支援除外についての規

 定をしております。

　第１６条、個人情報の適切な管理につきまして

は、この支援に関しましては町の複数の部署が連携

し実施することになることから、外部へ露呈するこ

とのないよう個人情報の管理について規定していま

 す。

　第１７条、委任につきましては、この条例の運用

に関して必要な事項を町長が別に定めることができ

 るよう規定しております。

　附則につきましては、施行期日及び施行後の経過

 措置について規定しています。

　以上、議案第１２号上富良野町犯罪被害者等支援

 条例につきましての説明といたします。

　御審議いただきまして、議決くださいますようよ

 ろしくお願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　基本的に、この犯罪被害者

の支援条例、大変すばらしいというところで全体的

にはいいのですけれども、８条に関わるところで、

いわゆる見舞金の支給です。今の説明によります

と、見舞金の額、これ遺族の方だったり傷病を受け

た者に対する見舞金の支給、別途定めると書いてあ

 りました。

　伺いたいのは、まずこの遺族の方、それから傷病

を受けた方、それぞれ金額というのはその程度に

よって異なるものなのか、それぞれ一律で決まって

いるものなのかをお伺いしたいということと、それ

に伴いまして、基本的にこの見舞金を拠出する根拠

というのは、恐らくこの犯罪被害者等の基本法に基

づいて、犯罪被害者等給付金というこの政令の中

で、これ非常に私も勉強したのですけれども、申請

から交付まで、給付までが時間がかかって、半年か

ら１年程度かかるというものの中で、この犯罪被害

者等基本法の中での第５条の地方公共団体の責務や

第１３条の給付金の支給に関わる制度の充実等に基

づいた中で、給付金が国から出されるまでの間、お

見舞いという形で経済的な支援をされるということ

 で理解しております。

　それで、なぜこの見舞金の支給額について条例の

ほうでしっかりとうたわないのかというところをお

 伺いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）５番金子議員の御質

 問にお答えします。

　まず、最初の見舞金の金額に関しましては、遺族

見舞金に３０万円、傷病見舞金に１０万円というこ

とで現在予定をしております。ただこの金額につき

ましては、全国一律の最低の金額ということで、高
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いところは６０万円とか１００万円を上限にしてそ

の範囲内というところまで設定しておりますが、現

段階ではちょっとそこまで検討しておりませんの

で、現在、世間上一般情勢の中の最低ラインの見舞

金を設定しております。今後は社会情勢に合わせま

して、その部分は変化するものではないのかとは考

 えております。

　２点目の御質問の条例に規定されていない部分の

前に、国の給付金の部分につきまして、議員のおっ

しゃるとおり、犯罪被害からその給付金が出るまで

に早ければ本当に半年以上、３年とかかかる場合も

ございます。名前は見舞金でございますが、私たち

が考えているのは、生活支援金の一部だと。それま

での間の生活支援金の一部と同じ扱いではないかと

 我々は考えてこの条例を設定しております。

　最後に、見舞金について条例に載せないのかとい

う部分に関しましては、現在この犯罪被害者の条

例、先ほど５本の柱を言わせていただきましたが、

現在この５本の柱の中で明記がないものは見舞金の

部分だけということで、さらにこれに関しまして犯

罪は多様化しておりますので、現段階考えられる条

例の中では規定をする部分はこの見舞金だけです

が、これからいろいろな被害が出てきたときに日常

のサービス、相談サービスとかそういうサービスが

今後さらに増えてくるのではないかと予定をしてお

ります。そのために犯罪被害者に寄り添い生活を安

定させるために、様々な支援を今後考えていかなけ

ればならないという部分で、見舞金だけを条例に載

せるという部分ではなく、５本とも様々な支援が行

 えるよう、今回、別途定めることとしております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　前段の金額については分か

りましたし、その犯罪の種類によって多寡がないと

 いうことも理解させていただきました。

　いわゆる犯罪被害者等に支援をする条例で定める

もののほかの規則で定める中で、見舞金のほかに

様々なものがあるという中には、心理的な負担で

あったりとか精神的なものだったり、いろいろなも

のがずらずらと説明でありましたけれども、そう

いったものというのはいろいろなケースによって、

ケース・バイ・ケースで心の負担だったりとかいろ

いろなものというのは分かるのですけれども、金額

決まっているのだったら、それは今後の社会的情勢

で変わるときにまたしっかり議会でも議決したほう

がいいのかと思って、条例、外出ししたほうがいの

ではないかと思いますが、規定、規則で決めるとい

うのは何か特別なことがあるのか、お伺いいたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）５番金子議員の御質

 問にお答えします。

　先ほど申し上げましたとおり、５本の柱のうち、

見舞金はその一つということで考えております。そ

の５本の柱の、今これを新たに規則で定める部分と

いうのは、現段階の情勢の中では今のところござい

ませんが、そのほか日常生活や居住の安定など、さ

らに安全確保という部分で、今ある行政サービスの

中で包括できるもの以外が出てくる場合も当然想定

されると思います。そういうのを出てきたときに、

さらにまた要綱を新たに定めていかなければならな

いという部分で、この柱を一本なりにするために今

回外出しということで、充実した支援をできるよう

にということで、今回、外出しとして考えておりま

 す。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　分かりました。金額は外出

しないということですね。今の五つの柱の中に絡め

て規則でいろいろ定めて、そのときそのときの社会

的情勢によってしっかりと犯罪被害者に寄り添った

形のものを行政で決めていくということなのです

 ね。

　外出ししない理由は先ほどちょっと聞いてなかっ

たので、それも含めて５本の柱は全て行政にお任せ

 くださいということでよろしいですか。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）５番金子議員の御質

 問にお答えします。

　確かに５本の柱、これからどんどん増えてくると

思います。この犯罪被害者等支援条例ができた背景

もいろいろ犯罪の多様化、一番最初で言えばサリン

事件とか、その後京アニ事件とか、どんどん犯罪が

いろいろ増えてきて、今、考えられる犯罪被害者が

受けるダメージとか、被害がこれから多様化してく

ると考えております。そういう形で今、ほかの支援

が増えてきたときも同じような要綱の中で変えてい

 こうと考えております。

　ただ金額に関しましては、地域情勢がありますの

で、地域格差が出ないような形で今後設定はしてい

く予定なので、上富良野町だけ１００万円したり２

００万円したりとか、そういうことではなく、これ

も犯罪被害者ネットワークの中でお話があるよう

に、地域格差がないように各自治体で考慮してくだ

さいということで言われておりますので、今回はそ

 ういう形で検討させていただいております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 
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○４番（米澤義英君）　お伺いいたします。確かに

いろいろな災害、少し違いますが災害などを含め

て、いわゆる申請基準だとかいろいろな設定がされ

ておりますが、やはりその申請基準、災害にあった

場合、被災した場合があるけれども、実際やはり話

を進めると、家屋の被災だとか含めて、これとは違

います、言っているでしょう、例を挙げているのだ

からちゃんと聞いてください、ちゃんと。そういう

ものも含めて、やはり多種多様な要素がこの犯罪被

害にも出てくると思います。さらに詳しく言えば、

ＳＮＳ等によっていじめが入ってきて、やはりそう

いったものが死に追いやったという形になる可能性

もなきにしもあらずというような状況になっている

 かと思います。

　そこで、そういう多岐にわたる基準を超えたも

の、規則に超えたもの、そういったものは柔軟にこ

の１７条では、この条例に定めるもののほかという

ことも含めてカウントされているのかと思います

が、その点は柔軟に対応できるのかどうなのか、お

 伺いいたします。

　二つ目にお伺いしたいのは、何よりもこの犯罪被

害者の方が一番やはり気を使っているのは、自分の

存在、自らの所在というものがやはり分かったら困

るというような、そういう事例も各種のいろいろな

報道でも挙げられております。しかし、その発信源

が守らなければならない、例えばそういったところ

が何らかの要因で、ちょっとした要因で職員の方が

発信してしまった、そういう事例もあると聞いてお

ります。そういう意味では、職員の方のやはり教育

も含めた体制づくり、そして窓口は、当然今は所管

ということであれば町民生活課になっております

が、主な所管だと思いますが、しかしこれらの問題

は多岐にわたりますから、そういった統括する部署

というのは町民生活課になるのかどうなのかお伺い

 しておきたいと思っております。

　それと１４条の町内に住所を有しない被害の支援

という形になっております。これは例えば他の自治

体、町に出て行って旅行だとかで被害あった場合と

いう形の連絡体制のそういう場合は、状況によって

は通報で警察だとかいろいろな自治体の連絡もその

自治体間で行われると思いますが、そういった場

合、速やかにこれに対応するような体制というのも

当然あってしかるべきだと思いますが、その連携と

いうことになるとなかなか厳しいものもあるのかな

と思いますが、意識としてはきっちりとそういった

他の団体や自治体の連携が当然伴ってくると思いま

すが、そういった連携体制というのは、当然必要に

なってきているかと思いますので、そこら辺はどの

 ようになるのかお伺いしておきたいと思います。

 　取りあえずこれだけです。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）　４番米澤議員の質

 問にお答えします。

　まず１点目の先ほど言われた今の犯罪というか、

今のいろいろな多岐にわたるＳＮＳだとか、そうい

う部分の犯罪被害者の部分に関しましては、まず犯

罪被害者が誰であるか、どういう事象で犯罪被害者

としてなっているかという情報は当然私たちは持ち

得ておりません。その部分に関しましては、今後警

察との連携で、この人はこういう被害にあって犯罪

被害者の支給金の対象にもなりますので、町でも手

厚い支援を行ってくださいというような形で、今後

連携を取りながらやっていく部分と考えておりま

す。ただ、今おっしゃられたＳＮＳ等のいじめに関

しましては、警察でも対象でもグレーの部分という

ところになりますので、判断的にも警察とまた協議

 をしながら進めていく部分となっていきます。

　前の金子議員にお答えした、これから変わってい

くであろう犯罪の多岐というのは、そういう部分も

当然入っていくと思います。今、御質問にあった犯

罪被害者の部分に関しましては、今はっきりとそれ

が犯罪被害者等に当たるかというところはちょっと

グレーな部分ということでは、私の判断ではちょっ

と仕切れないということで御理解いただきたいと思

 います。

　２点目の所管ということでありますが、今回の条

例の設定した部分に関しましても、犯罪被害者が転

入手続を来て、５番、４番、３番の窓口に行くよう

なスタイルではなく、個人情報の関係もございます

ので、ワンストップで、うちの課の所管で多分なる

と思いますけれども、そちらでまとめてやって、必

要な相談、多岐にわたる相談、女性であれば女性相

談とか子供であれば子供相談とかいろいろな部分が

ございますので、そのケース・バイ・ケースに応じ

て相談を行えるような体制づくりをこれからしてい

 かなければならないと考えております。

　最後に、第１４条の関係の町外者が被害にあった

場合という部分でございます。先ほど御説明しまし

た、現在道内でも５６市町村が制定されているとい

うことで、今後また今回のうちのように１２月、３

 月とどんどん増えていくと思います。

　１４条に書かれているのは町外者、上富良野町民

ではない者がここで被害が事件にあったときに市町

村への情報を提供するという部分になっています。

この犯罪被害者支援条例がないところは、恐らくこ

の条例の情報を求められないということになります

し、うちとしては町民が町外で事件にあった場合に

は、速やかにそういう情報がほしいということもあ
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りますので、そこの市町村の条例を定めていただき

まして、協力の上、情報の提供をいただくような形

を整えていきたいと考えております。ただ、こちら

に関しましても、市町村だけではなく、道内の警察

とのネットワークとも当然必要になりますので、そ

の部分に関しましても警察との協力に関しまして今

後また協議を進めていきたいと考えておりますの

 で、御理解いただきたいと思います。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか、質疑ございます

 か。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１２号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１２号上富良野町犯罪被害者等支

 援条例は、原案のとおり可決されました。

────────────────── 

◎日程第１６　議案第１３号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１６　議案第１３号

上富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医

療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議

 題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　町民生活課長。

○町民生活課長（山内智晴君）　ただいま上程いた

だきました議案第１３号上富良野町重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例につきまして、提案の要旨を御

 説明申し上げます。

　令和５年に交付された行政手続における特定個人

を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律により、マイナンバーカードと健

康保険証が一体化され、健康保険証から健康保険資

格書へ移行することから、必要な文言の整備を行う

 ものであります。

 　以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。

　議案第１３号上富良野町重度心身障害者及びひと

り親等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

 る条例。

　上富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例（昭和５８年上富良野町

 条例第３号）の一部を次のように改正する。

　第７条中、「被保険者証、加入者証、組合員証そ

の被扶養者証等の提示（処方せんの提出を含

む。）」を「医療保険各法による被保険者若しくは

 被扶養者たることを証する書類」に改める。

 　附則。

 　この条例は、公布日から施行する。

　以上、議案第１３号上富良野町重度心身障害者及

びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例につきましての説明といたしま

 す。

　御審議いただきまして、議決くださいますようよ

 ろしく申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑ありませんか。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　この問題、今、多く言った

問題、一体化によって、その仕様がなかなか困難と

いう状況もありますが、お伺いしたいのは、このマ

イナンバーカード一体化という形に伴っての制度の

改正でありますが、これはあくまでも任意であると

いうことでよろしいですか。そしてまた、マイナン

バーカードと一体化しなくても現行の保険証制とい

うのが使えるということも聞いておりますが、そこ

ら辺というのはどういうふうになっているのかお伺

 いいたします。

○議長（中澤良隆君）　町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（山内智晴君）　４番米澤議員の御

 質問にお答えします。

　まず、マイナンバーカードをひもづけするという

のは、あくまで任意でございます。ひもづけになっ

ていない場合の方は、被保険者資格書を発行すると

 いうことになっています。

　今回の改正におきましては、証明称する証書なの

で、現段階でもまだ各健康保険証が有効の場合があ

りますので、資格書であっても今の健康保険証で

あってもいいような改正となっております。現在の

条例では、あくまで保険証という形になっておりま

すので、今、資格を喪失して新たに違うところに入

るともう保険証を頂けないので、資格書になります

ので、そっちの分を包括できるような改正となって

 おります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか質疑ございません

 か。
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 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了します。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１３号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１３号上富良野町重度心身障害者

及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

 た。

────────────────── 

◎日程第１７　議案第１４号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１７　議案第１４号

上富良野町公共下水道に関する条例の一部を改正す

 る条例を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　建設水道課長。

○建設水道課長（菊地　敏君）　ただいま上程いた

だきました議案第１４号上富良野町公共下水道に関

する条例の一部を改正する条例つきまして、提案の

 要旨を御説明申し上げます。

　下水道事業は、健全な事業運営に必要な財源確保

のため、使用量水準の適正化を図り、経営の安定化

 を推進するため条例を改正するものです。

　料金改定に至る経過といたしまして、令和元年９

月１８日の総務産建常任委員会におきまして、令和

２年度に７％、令和７年度に７％とする改定につい

て、令和２年１２月の定例会において改定案を提案

し、総務産建常任委員会に付託され、審査の結果、

総務産建常任委員会の審査報告書のとおり、住民負

担軽減のため２回に分けた料金改定が認められたと

 ころでございます。

　既に令和２年１０月１日に１期目の料金改定は終

えており、２期目については令和７年１０月１日に

 ７％の改定をお願いするものです。

　なお、改定となる基本料金と超過料金は、１期目

の改定をする前の令和２年９月末時点の料金単価に

 乗じた額となっております。

　それでは、以下議案を朗読し、説明といたしま

 す。

 　議案第１４号を御覧ください。

　議案第１４号上富良野町公共下水道に関する条例

 の一部を改正する条例。

　上富良野町公共下水道に関する条例（平成２年上

富良野町条例第６号）の一部を次のように改正す

 る。

　別表中「１,３４５円」を「１,４３３円」に、

「１９０円」を「２０３円」に、「２,６９０円」

 を「２,８６６円」に改める。

 　附則。

 　施行期日。

　第１項、この条例は令和７年１０月１日から施行

 する。

 　経過措置。

　第２項、改正後の第１６条の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の下水道

の使用に係る使用料について適用し、施行日前の下

水道の使用に関する使用料については、なお従前の

 例による。

　第３項、この条例の施行の際、現に施行日前から

継続している下水道の使用で施行日から令和７年１

０月３１日までの間に使用料の支払いを受ける権利

が確定するものに係る使用料（施行日以後初めて使

用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日

後であるものにあっては、当該確定したもののう

ち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する

使用料の額を前回確定日（その直前の使用料の支払

を受ける権利が確定した日をいう。以下この項にお

いて同じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を

受ける権利が確定する日までの期間の月数を除し、

これに前回確定日から令和７年１０月３１日までの

期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応

する部分に限る。）については、なお従前の例によ

 る。

　第４項、前項の月数は、暦に従って計算し、１月

に満たない端数を生じたときは、これを１月とす

 る。

　以上で、議案第１４号上富良野町公共下水道事業

に関する条例の一部を改正する条例の説明といたし

 ます。

御審議いただきまして議決いただけますようお願い

 申し上げます

 

　御審議いただきまして、議決いただけますようお

 願い申し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

　これより、質疑に入ります。質疑はありません

 か。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　質問いたします。 
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　今回の料金改定という形で条例が示されました。

これが改定されることによって、料金収入等という

のはどのぐらい確保されるのかちょっとお伺いした

 いのですが、改めてお伺いいたします。

　それと基本使用量よりも少なく恐らく使用されて

いる世帯というのがあるのだと思います。その世帯

というのは、大体何世帯ぐらいあるのか、分かれば

 お伺いいたします。

　僕は何を言いたいかというと、この料金改定のと

きにも、こういう世帯に対する軽減、こういうもの

がないと駄目ですということで反対をしたのです。

ですから、そういうものをやはり筋を通さないと駄

目なので、私も。今、この大変な状況の中で料金改

定が行われるということは、そういう人たちにも影

響を及ぼしますし、一般の利用者にも影響を及ぼす

ということになりますので、こういったところは町

長、どのようにお考えなのか、町長の明確な答弁を

 お願いいたします。

　そういう意味では、そういった軽減世帯に対する

基本使用量よりも、設定トン数よりも利用していな

い方に対する軽減措置というのも当然出てきてしか

るべきだと思いますが、この点についても明確な答

 弁を求めます。

○議長（中澤良隆君）　まずは、建設水道課長、答

 弁。

○建設水道課長（菊地　敏君）　４番米澤議員の今

回の料金改定に伴います収入といいますか、今回、

前回と同じ基本料金８８円の増額をお願いし、今の

世帯数使用量で計算したところ、今回は半年分です

よね、１０月１日から３月ということで約２００万

円、来年からは４月から１年分ということで４００

 万円程度の増収入ということで考えております。

　また、８トン以下の基本料金以内の家庭につきま

しては、申し訳ございません、今ちょっと手元に、

 過去の資料を調べたいと思っております。

（「経営策については。基本使用料よりも少ない」

 と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩とします。 

────────────────── 

 午後　４時３８分　休憩

 午後　４時３９分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩を解きます。 

　今、質問をいただきました４番米澤議員から、後

ほどの答弁でいいということで発言がありました。

一応、それを受けたいと思います。後ほど。（発言

 する者あり）

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩といたします。 

────────────────── 

 午後　４時４０分　休憩

 午後　４時４０分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　それでは、暫時休憩を解い

て、会議を再開いたします。 

 　副町長、答弁。

○副町長（佐藤雅喜君）　４番米澤議員の御質問に

 お答えしたいと思います。

　基本の量に満たないような方々への軽減策という

ことの御質問だと思いますけれども、今回の条例の

上程に当たりましては、前回の総務産建常任委員会

の報告のとおり、７％ずつに２段階に分けるという

ことで、その条例といいますか、今回の料金改定の

中では、特段に軽減策というのは検討しているもの

ではございません。そういった部分では、決まった

とおりの部分での検討といいますか、計算しかして

 いないということで御理解賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君）　それであったとしても、確

かに尊重する、委員会決定ですから大事にされてい

るということは非常によく分かります。ただやはり

そういう、今、利用されている方の実態があるとい

うことなのです。私はこういう人たちを少しでも置

き去りにはしていませんが、されることなくやはり

こういう人たちのための軽減政策というのがあって

もいいと思っていますので、この点、町長、お伺い

 いたします。

○議長（中澤良隆君）　町長、答弁。 

○町長（斉藤　繁君）　４番米澤議員の御質問にお

 答えしたいと思います。

　先ほど副町長から述べられたとおり、当時の委員

会決定を尊重して、今回上げさせてもらいました。

その部分のみですが、それとは別に、これは当時の

決定どおりに上げましたが、それとは別問題、軽減

策を別の問題として状況を十分把握しながら、これ

はこれ、それはそれで検討してまいりたいと考えて

 おります。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか、質疑ございませ

 んか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　それでは、先ほどの答弁。 

 　建設水道課長。

○建設水道課長（菊地　敏君）　４番米澤議員の先

ほどの基本料金、基本使用料以下の世帯数なのです

けれども、約７５０世帯ということで確認ができる

 ところでございます。

○議長（中澤良隆君）　質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１４号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１４号上富良野町公共下水道に関

する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

 決されました。

────────────────── 

◎日程第１８　議案第１５号 

○議長（中澤良隆君）　日程第１８　議案第１５号

財産の取得について（給食配送車）を議題といたし

 ます。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

　教育振興課長。 

○教育振興課長（高松　徹君）　ただいま上程いた

だきました議案第１５号財産の取得について（給食

配送車）につきまして、議案の要旨を御説明申し上

 げます。

　本件は、学校給食センターから町内の小・中学校

及び高等学校への給食搬送用として運行しています

２台の搬送者のうち、平成５年に購入した１台が本

年９月に部品破損により廃車となったことから、代

 替車両として購入するものです。

　現在の車両１台による搬送では、事前の検食や児

童生徒の適正な給食時間の確保、また今後、冬期間

の道路状況によります搬送地などへの懸念から、納

車までに１年程度の期間が必要な新車の購入ではな

く、中古車両の購入により早期の搬送体制の整備を

 図るものであります。

　購入車両の概要につきましては、年式は平成３０

年製、現有車両と同じく最大積載量が２トン、学校

給食に関する衛生管理基準を満たす箱型の荷台を有

し、冬期間の安全走行を考慮し四輪駆動となってお

 ります。

　契約は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

第２号の規定に基づき、令和６年１２月３日に見積

り合せを行い、随意契約により７３０万１,８６３

円に消費税及び非課税の法定費用などを加算しまし

 た本提案の８１０万円となっております。

　以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

 ます。

 　議案第１５号を御覧ください。

　議案第１５号財産の取得について（給食配送車）

を次により取得するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の

 規定により議会の議決を求める。

 　記。

 　１、取得の目的。給食搬送車。

 　２、取得の方法。随意契約による。

 　３、取得金額。８１０万円。

　４、取得の相手方。旭川市末広東１条６丁目１番

８号、株式会社金田自動車、代表取締役、金田一宏

 氏。

 　５、納期。令和７年２月１５日。

　以上で、議案第１５号財産の取得についての説明

 といたします。

　御審議いただき、議決くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 　８番中瀬実君。

○８番（中瀬実君）　この給食車を買うことについ

ては、何も疑義はありません。ただ確認したいの

は、この車を購入する、契約するに当たって、アフ

ターサービスの条件は何かあったのか確認したいと

 思います。

○議長（中澤良隆君）　教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松　徹君）　８番中瀬議員のア

フターサービスに関する御質問ということですが、

この車両購入に当たりまして販売業者とも打合せを

行いましたが、中古車両ということですので、以前

の使用車の使用の状態や走行距離等から勘案されま

す通常考えられる不具合というのはどうしても発生

するということですので、その分についてはアフ

ター保証というものはこちらから求めることはでき

ないということで確認しておりますので、今回の契

約におきましても保証契約という内容の事項は盛り

 込んではいないところであります。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　高額な買い物だと、中古とは

いえ高額な買い物だと私は思っています。私たちが

例えば中古車を買うにしたときも、最低限のアフ

ターサービス、５,０００キロは面倒見ますとか、

何かいろいろ不具合の起きたときに何か月間はとい

う、そういうサービスは多分我々はつけるのです。

けれども、今回は中古車だからそういうことはな

かったという話ですけれども、それは今までもそう

いう物を買ったときには、そういう保証を全くなし
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 でノークレームで買っているのですか。

○議長（中澤良隆君）　教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松　徹君）　８番中瀬議員の御

 質問にお答えいたします。

　これまでの件ではどうだったのかという御質問で

すけども、申し訳ございません、教育委員会として

これまで中古の物品なりを購入したという経緯が、

すみません、私のほうではちょっと記憶していない

ものですから、ちょっと今、当時はこうでしたとい

 うお答えがすることができないところであります。

○議長（中澤良隆君）　８番中瀬実君。 

○８番（中瀬実君）　ほかの部署というより教育委

員会で、いわゆる給食車を前回も買っていますよ

ね。例えば新車で入れたとすれば、新車だったらこ

ういうふうなサービスがつきます、それから、もし

前回の車が中古であれば、そのときも全くノーク

レームで、中古だからこれは保証はつけられません

ということで購入されているかどうかということを

 確認したかったのです。

○議長（中澤良隆君）　教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松　徹君）　８番中瀬議員の御

 質問にお答えいたします。

　これまで給食センターで購入しています搬送車両

は、全て新車の状態で購入しているところでありま

す。では、そのときにどのような保証をつけたかと

いう部分につきましては、申し訳ありません、今、

手元に資料がなくてお答えすることができないとこ

 ろであります。申し訳ありません。

○議長（中澤良隆君）　質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１５号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１５号財産の取得について（給食

 配送車）は、原案のとおり可決されました。

────────────────── 

◎延 会 の 議 決 

○議長（中澤良隆君）　　お諮りいたします。 

　本日の会議は、議事が１７時１５分以降に及ぶこ

とが考えられますので、あらかじめ延長をいたした

 いと思います。

 　これに御異議ございませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、本日の会議時間は、あらかじめ延長する

 ことに決しました。

────────────────── 

◎追加日程第２　議案第１７号 

○議長（中澤良隆君）　追加日程第２　議案第１７

号令和６年度上富良野一般会計補正予算（第９号）

 を議題といたします。

 　提出者から、提案理由の説明を求めます。

 　総務課長。

○総務課長（上村正人君）　ただいま上程いただき

ました議案第１７号令和６年度上富良野一般会計補

正予算（第９号）につきまして、提案の要旨を御説

 明申し上げます。

　本補正予算は、原油価格や電気、ガス料金を含む

物価高騰等により、特に冬期の生活に必要な灯油代

の高騰は、家計に与える影響が大きいことから、高

齢者や障害のある方などで低所得世帯を対象に臨時

福祉生活支援事業を実施することから、所要の補正

 を行うものであります。

　本事業を実施するに当たり不足する額３８６万

８,０００円については予備費を充用し、一般会計

 補正予算を調整したところであります。

　それでは、以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項別

明細書につきましては省略させていただきますの

 で、御了承願います。

 　議案第１７号を御覧ください。

　議案第１７号令和６年度上富良野町一般会計補正

 予算（第９号）。

　令和６年度上富良野町の一般会計の補正予算（第

 ９号）は、次に定めるところによる。

 　歳入歳出の補正。

　第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

 それぞれ８５億９,６０８万９,０００円とする。

　第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

 額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

 　１ページをお開きください。

　第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

 み申し上げます。

 　第１表、歳入歳出予算補正。

 　１、歳入。

 　１６款道支出金５０万円。

 　歳入合計は５０万円となります。
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 　２、歳出。

 　３款民生費４３６万８,０００円。

 　１２款予備費３８６万８,０００円の減。

 　歳出合計は５０万円となります。

　以上で、議案第１７号令和６年度上富良野町一般

 会計補正予算（第９号）の説明といたします。

　御審議いただき、議決くださいますようお願い申

 し上げます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、提案理由の

 説明を終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 　質疑はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　なければ、これをもって質

 疑を終了いたします。

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、議案第１７号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、議案第１７号令和６年度上富良野町一般

会計補正予算（第９号）は、原案のとおり可決され

 ました。

 　ここで、暫時休憩といたしたいと思います。

 　１６時５７分。

────────────────── 

 午後　４時５７分　休憩

 午後　５時０７分　再開

────────────────── 

○議長（中澤良隆君）　暫時休憩を解いて、会議を

 再開いたします。

────────────────── 

◎日程第１９ 

○議長（中澤良隆君）　日程第１９　令和６年第３

回定例会で、厚生文教常任委員会に付託しました、

議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する条例の

 一部を改正する条例についてを議題といたします。

　本件に関し、厚生文教常任委員長の報告を求めま

 す。

 　厚生文教常任委員長、荒生博一君。

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　まず御報告

の前に、一つ前の休憩になりますが、２時４５分か

ら３時の間にこちらの正誤表を皆様のお手元に配付

 させていただいております。

　今回、別添の資料として資料１から４の添付をし

ておりますが、資料１に誤りがございました。正誤

表、正の左側を御覧いただきたいのですが、下段か

ら二つ目、本来片道「５０キロ以上１００キロ未

満」というところが「２５キロ以上５０キロ」に

なっていまして、また下段になります「１００キロ

以上１５０キロ未満」というところが、そのまま

「２５キロ以上５０キロ未満」ということで、お詫

 びをもちまして訂正とさせていただきます。

　なお、審査に際しては、この資料１に関しては、

当初９月に上程された一部改正条例の補足説明資料

に基づいた審査を行っておりますので、審査後に事

務局が改めて１から手打ちで作ったものですので、

審査には影響及んでいないということで御報告させ

 ていただきます。

　それでは、ただいま上程いただきました令和６年

第３回定例会付託議案第８号上富良野町在宅福祉事

業に関する条例の一部を改正する条例について、朗

 読をもって御報告とさせていただきます。

 　１ページをお開きください。

 　厚生文教常任委員会付託事件審査報告書。

　本委員会に付託された事件について、審査の結

果、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の

 規定により報告する。

 　令和６年１２月２日。

 　上富良野町議会議長、中澤良隆様。

 　厚生文教常任委員会委員長、荒生博一。

 　記。

　１、事件名。議案第８号上富良野町在宅福祉事業

 に関する条例の一部を改正する条例。

　２、審査の内容と経過。令和６年９月１２日開会

の令和６年第３回上富良野町議会定例会に提案され

た議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する条例

の一部を改正する条例は、９月１２日付で本委員会

 に付託されました。

　令和６年１０月１日及び１１月６日、１８日、２

１日、１２月２日に本委員会を開催し、慎重に審査

 を進めました。

　審査に当たっては、別添資料１から４に基づき、

条例改正の経過や値上げの場合の影響額、近隣自治

体の実態把握などを所管から説明を受け、検討いた

しました。なお、別添資料１から４につきまして

は、既に御高覧いただいたものとし、朗読は省略さ

 せていただきます。

　３、審査の結果。今回の条例の一部改正は、物価

高騰や人件費の増加に伴い必要経費が増加している

ことから、日常生活に支障がある在宅の虚弱高齢者

等対象とした在宅福祉サービス事業に係る利用料の

改定について、配食サービス及び移送サービス、除
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雪サービス、それぞれの利用料の見直しを行うもの

 であります。

　審査においては、物価高騰や人件費の増加に伴い

必要経費が増加しており、町財政が厳しいこと、こ

のたびの値上げは、サービス利用者の生活を考慮し

た最低限の上げ幅であるとの提案説明を受けまし

 た。

　一方で、サービスを利用している虚弱高齢者等も

同時に物価高騰の影響を受けており、生活がより一

 層圧迫されていることは言うまでもありません。

　また、行財政運営の中で、なぜ在宅福祉事業とい

う高齢者の弱い立場の方々が利用するこの事業だけ

 が見直しの対象になっているのか。

　本来、このような利用料の見直しを行う場合、町

全体の財政計画を示した中で、全ての事業の検証を

 行い、見直しを検討すべきであります。

　これまでの間、町においては、超高齢社会におい

て従来から施設福祉より在宅福祉に重点を置き、住

み慣れた上富良野町で年老いても安心して暮らし続

けられることを目指し、体の状態や安否の確認等を

目的とした在宅福祉サービスに力を注ぎ、推進され

てきております。そして、利用料においても、８年

から１９年間値上げをせず、利用者の負担軽減を

図ってきたことは、大いに評価に値しますが、この

物価高騰に歯どめが効かない中、福祉サービスの弱

い立場の高齢者等の方々に対して利用料を上げると

いうことは、「福祉の町かみふらの」を標榜する我

 が町の信頼を失いかねない。

　したがって、町においては、２０２１年の後半か

ら続いている物価高騰がこの先安定するまでの間

は、本事業の利用料の改定を行わず、現行のサービ

ス利用料を維持した中においても事業を継続するこ

とが可能と判断し、委員全会一致で原案に反対すべ

 きものと決定した。

　なお、今後も在宅福祉事業の継続は必要不可欠で

あり、持続可能なサービスを維持することにおいて

は、一定程度利用料の値上げの検討はすべきと考え

るが、その実施時期については２年半後に見直しさ

れる上富良野町第１０期高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画策定時において社会情勢などに鑑み見

直しの検討を行うべきということを申し添え、厚生

 文教常任委員会付託委員長報告とする。

 　以上であります。

○議長（中澤良隆君）　ただいまの報告に関し、審

 査の経過、結果に関して御質疑があれば賜ります。

　１１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君）　この審査結果なのですけ

れども、５日間にわたりやったと思うのですけれど

も、その中で町長部局との説明の中で、令和７年度

について、このサービスの中で在宅、この福祉サー

ビスをやることによって、反対することによって、

 ほかの福祉には影響しないのか。

　もう１点、これで反対することによってやめると

いうような意見はなかったのか、そこら辺を聞かせ

 てください。

○議長（中澤良隆君）　厚生文教常任委員長、荒生

博一君。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　１１番北條

 議員の質問にお答えさせていただきます。

　まず、審査の中において、令和７年度の予算ベー

スでのこの事業がそのまま現行のまま進んだ場合の

試算というのを事前に聞いております。町の持出し

が約１,６８８万９,２１４円となっており、本年、

令和６年度、現行のままこの事業を継続した場合、

１,６５５万１,１５０円ということで、約３０万円

程度の持ち出し等で７年度は実施が可能であること

というのを所管課から確認をさせていただきまし

 た。

　また、２点目のこの事業をもしストップした場

合、この事業の継続について、要はどうなのかとい

う審議においては、説明員からの説明においては、

もし今回の可否によりこの事業の利用料値上げが認

められなかった場合においても、次年度以降もこの

在宅福祉サービスはずっと継続していきますという

ことで、しっかりとその事業の将来性は確認させて

 いただいております。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか。 

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　まずは５回の慎重審議、大

 変御苦労さまでございました。

　その付託の委員会において担当所管の課長からの

説明を受けたということですが、肝心の執行権者で

ある町長をその委員会にお呼びして、それらの思い

というか、内容について伺ったことがあるのかとい

うのがまず１点目と、２点目が、いわゆるこういっ

たもの、自助・公助・共助の原則の中で、公平、公

正という使用料、利用料に関するところの原則を考

えまして、全ての町民が対象ではない一部の利用者

への事業へ値上げをしなかった場合に、一般財源か

らの持ち出しの偏り等の懸念というのは、委員会で

はお話しされたのか、されたかったのか、お伺いい

 たします。

○議長（中澤良隆君）　厚生文教常任委員長、荒生

博一君。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　５番金子議

 員の質問にお答えさせていただきます。

　今回の５回の委員会の審査におきましては、担当
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所管の課長及び主幹からの説明において、別添の配

付資料１から４に対し一通りこの事業内容につい

て、報告書でも記載させていただいておりますが、

沿線の実態把握であるとか、その利用の中身である

とか、もし利用料を上げた場合の利用者への負担

等々を慎重審査いたしましたが、この委員会の中に

おいては、残念ながら副町長、そして町長の出席は

 いただいておりませんことを報告いたします。

　また今、一般財源を用いてこの事業でもし利用料

を上げた場合、引き続き事業継続においては、さき

に皆様に配付させていただいた資料でもお分かりい

ただけると思いますが、６年前に遡りますと、令和

元年には多分数字上では３６０万円程度の町の持ち

出しで済んでおりますが、毎年毎年様々な、もちろ

ん利用者増とか、配食であれば食数の増等々も考え

られるのですけれども、様々な事由で上げて負担が

強いられていくという中、昨年から今年にかけての

影響額というのが本当に７００万円で、私もこの値

上げ幅に関しては時の３６０万円の事業から約１,

６５０万円まで値段が上がるということは、今後本

当にこの先この事業継続するに当たってどうなるの

 だろうということはもちろん検討しました。

　その中で９月の定例会、付託時にもこの案件が付

託される前の議案審査においても、同僚議員が今後

利用料というのは、例えば配食サービスであれば主

食が１００円上がりますということの提案を段階的

に２０円とか５０円とかそうやって上げていくべき

というような議論を中でさせていただく中で、やは

りサービス利用者にとって激変緩和を考慮した中で

も最低限の上げ幅であるという確認を説明を受けて

 おります。

　また、税の公平性、その受益と負担の公平性に関

しては、ここに関しても、非常に特定の利用者に対

して、金子議員も自助・公助・共助ということを申

しておりましたが、福祉の世界では自助・互助・共

助・公助という分かれる中、当然元気なうちは自分

で何でもできます。また例えば足が悪くなり歩けな

かった場合、周囲の方々、家族からの力を借りて共

に地域で生活していく、これが互助、そして共助だ

としたら、最後の公助というのは、本当にそれもか

なわず、私、報告書の中では虚弱高齢者ということ

で申し述べましたが、やはりそういった公助に値す

る対象者においては、税の公平性、本当に議論させ

ていただきましたけれども、最後のとりでとして、

やはり公が責任を持ってそういった人々を助けると

いうのが公の責務と理解し、本提案に関しては、持

ち出しは非常に多くこの先も大変だと思います。し

かしながら、議員御承知のとおり、当町においては

別の高齢者施設、そこにも今から６年前、７年前に

遡りますけれども、やはり経営安定化ということで

一般財源を用いて、今般も１２月の補正で約二千何

十万円ということで、やはりそういった、ついの住

みかである高齢者の施設に対しては、我々議会とし

ても税の拠出に関しては一定程度認めているという

事例もございますので、全ての事業に鑑みた中で、

今般のこの利用者の値上げに関しての税の公平性に

関しては許容の範囲だということで検討させていた

 だきました。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　５番金子益三君。 

○５番（金子益三君）　丁寧な説明、ありがとうご

ざいます。自助・共助・公助の部分については、よ

 く分かりました。

　大事な案件ですから、本来であれば執行者、執行

権者を、公務とかいろいろ重なったかもしれないで

すけれども、どこかで呼び出してでも審議内容につ

いて条例改正の趣旨について本人から聞くべきでは

なかったかと思うのですけれども、終わってしまっ

 た話ですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　ただいまの

金子議員からの質問ですが、同様の考えを私自身も

持ち合わせました。そして、この後、もしこのよう

な重要な案件においては、しっかりと理事者部局か

らの御意向を聴取するため、副町長もしくは町長の

出席を求め審査に当たりたいと思いますので、御了

 承賜りたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　そのほか質疑。 

　１３番岡本康裕君。 

○１３番（岡本康裕君）　お伺いします。 

　今、激変緩和ということでお聞きしたと思ったの

ですけれども、委員長からそういった考えもあった

ということをお聞きして、もう１点お聞きしたいと

 思います。

　２年半後に見直しということではありましたが、

値上げをしないとなると、例えばそのサービスに対

して年齢制限だとか所得制限といったようなサービ

スに制限がかかるようなことが今後において懸念さ

れるのではないかといったような委員間同士での話

合いはあったのかどうか、お聞かせ願いたいと思い

 ます。

○議長（中澤良隆君）　厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　１３番岡本

 議員の質問にお答えさせていただきます。

　激変緩和のお話については、さきの答弁のとお

り、やはり段階的な値上げで利用者の負担軽減策に

努めるべきだということで議論いたしましたが、本

当に例えば配食であれば、１００円というのが最低
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限の上げ幅であるということを聞いた以上、その議

論というのは残念ながら成立するには至りませんで

 した。

　また次年度以降、もしこの事業が継続した場合、

サービスの中身が、例えば配食であればおかずが１

個減るとか、そういったこともしっかりと内容に関

しては変わらないということも確認させていただく

中で、本来、逆に値上げの利用者への負担を強いる

のであれば、例えば配食で１００円が上がるのであ

ればおかずが１品増えるとか、また除雪サービスが

７５円から２００円に上がるような場合、これまで

間口だった除排雪がもう一幅増えるとかというよう

な、もちろんサービス内の充実というのも当然図る

べきであるということで審査の経過での話し合った

 経緯がございます。

　この先も利用者が安定的に、また要旨を踏まえた

中で、しっかりと安全な食を届けるという、配食を

限った中で言えば、そういったサービス内容の担保

は取っておりますので、御理解賜りたいと思いま

 す。

○議長（中澤良隆君）　そのほか御質疑。 

　９番島田政志君。 

○９番（島田政志君）　私は、この原案におおむね

反対ではありますが、これに対して厚生のほうで修

 正案とか代替案は考えられたのでしょうか。

○議長（中澤良隆君）　荒生厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　９番島田議

 員の御質問にお答えいたします。

　審査当初、委員、様々の御意見を賜る中で、段階

的な値上げであるとか、例えば施行期日を次の時

期、第１０期の介護保険事業計画に合わせるとい

う、２年半先延ばしにするとか、様々な意見は審査

の中で交わされております。その中で、本来、我々

の委員会の中で、例えば除雪サービスを７５円から

１００円にするという、その値づけに対しての根拠

というのは、残念ながらすぐに持ち合わせられるも

のではないということで、当所管委員会からの修正

案という提出は考えておりませんでした。また逆

に、この間もしタイミングがうまく合い、理事者部

局から例えば７５円を１１０円にするとかというよ

うな案がもし提出された暁には、もちろん当然なが

ら審査の対象にしたと思います。しかしながら、そ

 のような経緯はございません。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　そのほか御質疑ありません

 か。

　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　様々な検証されてこのよ

うな結果になったと思いますが、２年半後に社会情

勢などを鑑みて検討を行うということですけれど

も、今回よりも上がる可能性とかあると思うのです

けれども、最低賃金も全国平均で２７年ぐらいには

１,２００円平均いくということなのですけれど

も、これ排雪サービスなどこれで大丈夫なのかとい

うちょっと不安があるのですけれども、お聞きしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君）　１０番井村

 議員の御質問にお答えいたします。

　当然、我々の審査の中では、値上げに関しては今

ではないということで、実際にやはり理事者部局の

ほうでも反対をするということで、この値上げを仮

に委員会でストップした場合、やはりその検討時

期、また実施時期等はできれば示していただきたい

ということで、今回審査の中においては、第９期の

介護事業保険計画策定時に本来合わせて提案をいた

だくと同時に、我々も慎重審査を重ねて、利用料の

値上げに関してはそこでの判断というのができたと

いうことも審査をする過程で意見が委員から飛びま

して、その理事者部局の答弁は、昨年も実はこのよ

うな利用料の値上げの提案は理事者部局で行った。

しかしながら、介護保険料が上がるということとそ

の同時は少し利用者に負担が強いられるのではない

かということで、理事者のほうで一旦その提案を退

け、タイミングがずれたこの時期に利用料の値上げ

の一部改正案が上がってきたということで説明を受

 けております。

　また、井村議員懸念されるように、経済は２１年

後半からずっとこのような物価高というのが続いて

いまして、審査の中ではある委員から、エコノミス

トの今後の展望ということでのネットの記事等々を

見た中で、多分この物価高はあと２年ぐらいは収束

までには期間を要するであろうということで、実際

に２年半後に再スタートする第１０期の計画、当然

逆算すると審査はその１年前とかなので、審議委員

の皆さんとかでいろいろな様々な事業の見直し等々

 の検討が図られております。

　そのときに今提案の、例えば配食だったら１００

円が１５０円になるかもしれません。そのときは、

我々も時の議会議員としてしっかりとその社会情勢

にあった提案の内容であれば、私は利用料の値上げ

に関しては、その時点では多分反対することはない

 と思います。

 　以上です。

○議長（中澤良隆君）　御質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　質疑なしと認めます。 

 　これから、討論を行います。
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 　最初に、原案に賛成者の発言を許します。

　１０番井村悦丈君。 

○１０番（井村悦丈君）　私は、議案第８号上富良

野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正する条

 例案に賛成の立場で討論いたします。

　令和６年９月１２日開催の第３回上富良野町議会

定例会に提案された議案第８号上富良野町在宅福祉

事業に関する条例の一部を改正する条例のうちの一

部配食サービス及び移送サービス、除雪サービスそ

れぞれの利用料の改正について厚生文教常任委員会

に付託されたところであり、慎重に審議、審査を重

ね検討された結果、報告書が提出されたことは理解

 しております。

　しかし、昨今、テレビ報道などによりますと、来

年３月には食品によっては１０％から３０％を値上

げ、さらには内容量も減らすなどと発表されていま

す。物価の上昇、高騰は止まることなく、まだまだ

上がる一方であり、また人件費についても労働人口

の減少や最低賃金の引上げによりその経費が上乗せ

され、今後さらに高齢者等の生活が厳しい状況にな

 ることは重々理解しております。

　委員会付託事件審査報告書によりますと、持続可

能なサービスを持続することにおいては、一定程度

利用料の値上げは検討すべきとありますが、その時

期について２年半後に見直される上富良野町第１０

期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定時に

社会情勢など鑑み見直すべきとありますが、今回の

条例の一部改正案は、８年から１９年もの間値上げ

もせず、利用者の負担軽減を図ってきたところであ

 ります。

　誰もが利用者の利用料の改正、値上げを願うもの

ではありません。しかし、歯どめが効かない物価高

騰、人件費の上昇、増加に伴い、必要経費が増加し

ており、町の財政も厳しい状況にあること、またこ

の物価上昇は、勢いが弱まることがあっても、かつ

てのように下がることはないだろうと世論でも言わ

 れています。

　このタイミングでの利用料の改正を見送ることに

より、在宅サービスの低下、さらなる財政負担が生

じることさえ考えられ、今後も現在と変わらない在

宅福祉サービスの維持・継続を担保し、町民福祉の

持続可能な行政運営で、いつまでも安心して暮らせ

るまちづくりが進められることを強く望んでおりま

 す。

　よって、議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関

する条例の一部を改正する条例案の賛成討論といた

 します。

○議長（中澤良隆君）　次に、原案に反対者の発言

 を許します。

　６番林敬永君。 

○６番（林敬永君）　私は、反対の立場から討論を

 いたします。

　令和６年３月定例町議会に上程されました、上富

良野町在宅福祉事業に関する条例の一部を改正する

条例については、在宅福祉サービス事業の利用料の

改正に係る議案が提案され、配食及び除雪、移送

サービスの利用料を物価高騰や人件費の増加に伴う

必要経費が増加していることを理由に、値上げ提案

 されました。

　受益と負担の公平性の確保を考える上での利用者

への負担を公平に行い、サービスの維持を保つこと

の必要性は理解できますが、このたびの値上げ提案

については、以下の３点の理由により反対いたしま

 す。

　一つ目は、上富良野町の在宅福祉事業は、日常生

活に支障がある在宅の虚弱高齢者及び障害者並びに

その介護者の在宅福祉の向上を目的として制度化さ

れ、長く在宅で暮らす高齢者世帯に対する生活支援

の大きな助けとなっています。サービスを利用して

いる方々のほとんどが年金収入だけであり、物価高

騰により節約をしながら家計を支えている中で、利

用者負担、値上げを提唱する考えは、今この時期で

 はないと考えます。

　先ほどの賛成討論の方も言っていたとおり、高齢

 者の生活はますます厳しくなるものであります。

　二つ目は、値上げの要因である物価高騰や人件費

の増加に伴う必要経費が増加を上げていますが、ほ

かのサービス事業についてもこれらの影響は多大に

受けていると考えます。今回の補正予算においても

物価高騰により経費増額の補正予算が提案されてい

 ます。

　町の事務事業全体において影響を受けているにも

かかわらず、在宅福祉サービスをまず先駆けて値上

げすることは、このサービスを利用している方々が

サービスを利用しなければ生活することが困難であ

り、サービスを受けることをやめられない現状にあ

る、まさに値上げは弱い者いじめに等しいものであ

 ります。

　三つ目に、この３か月、担当課からの説明を詳細

に受け、サービスの内容や１９年間値上げしてこな

かった理由など、丁重な説明を受けました。その中

で、このたびの値上げ改正が認められない場合の本

事業にどのような影響があるかと尋ねたところ、現

行の在宅福祉サービス事業が滞ることはなく、また

新規の事務事業などについても影響は出にくいとの

 ことでありました。

　こうしたことから、値上げの必要性、緊急性が認

 められないものであります。
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　以上の理由より反対とします。なお、冒頭に申し

上げましたが、私自身、受益と負担の公平性につい

ては理解しております。いま一度サービスを受けな

ければ日常生活に支障を来す利用者の方々や町全体

における物価高騰などの影響を早急に点検して、長

期的な視点で町民の暮らしを守る行政運営を常に考

 えてほしいことを切に願いたいと思います。

○議長（中澤良隆君）　次に、原案に賛成者の発言

 を許します。

 　５番金子益三君。

○５番（金子益三君）　少し長くなりますが、私

は、令和６年第３回上富良野町定例議会に提出され

ました議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する

条例の一部を改正する条例を、原案賛成の立場から

 討論いたします。

　まず初めに、先ほども申し上げましたが、付託を

受けた厚生分教常任委員会の皆様、５回の委員会を

開催し、慎重に審議を重ねられたことに対しまし

 て、誠に敬意を表するところであります。

　そもそも在宅福祉事業は、国が進める高齢社会に

対応すべく、これまでの施設入所中心の介護から高

齢者を在宅で支援する居宅介護へ進めていくための

方策の幅出し事業として、それぞれの自治体が独自

政策によって行う様々な在宅福祉サービスの一環と

 して始められてきた経緯があります。

　このたび提案された条例の一部改正案は、現在の

様々な物価高騰や最低賃金等の上昇により、人件費

 等が増高したことが要因であります。

　今回の一部改正案により、配食サービスにおいて

主食及び副食の配食、また副食のみの配食、それぞ

れ１食当たり１００円が増高され、移送サービスに

おいては、町内片道１００円、富良野市片道で５０

０円、旭川片道で１,０００円が増高され、その他

の地域においては片道２０キロ未満で５００円、２

０キロ以上５０キロ未満で１,０００円、５０キロ

以上１００キロ未満では２,０００円、１００キロ

以上１５０キロ未満では４,０００円の増高と提案

 をされています。

　また、除雪サービスでは、１５分当たり１２５円

 の増高が提案されておりました。

　サービスが開始されて以来、この間、平成１７年

に除雪サービスが平成１２年からの単価の増高によ

り１５分当たり４０円の増高の見直しが行われ、移

送サービスでは、道路運送法の規定に合わせてタク

シーの２分の１以下の料金に定め、単位も時間制か

ら距離制へ見直しを図り、現在の料金になっていま

 す。

　また、配食サービスは、平成２１年に介護保険法

の施設入所者１日当たりの食事代を１食当たりで換

算する見直しにより、主食及び副食の配食サービス

を１食当たり４５０円と定め、さらに平成２７年に

は副食のみ配食するサービスを追加した経緯がござ

 います。

　過去にサービス料金が改定されてから追加された

副食のみの配食サービスは、その後８年間増額がな

く、主食及び副食の配食サービスは１５年間増額が

ありません。移送サービスは１８年間、除雪サービ

スにおいては１９年間サービス料の増加がなされて

 いない現状にあります。

　近年の物価高騰下において、様々な行政サービス

に係る利用料や手数料が改定されることは、物価の

高騰に対し賃金や手取りが追いついていない地方の

現状においては、受益者にとっては大変厳しい状況

にあることは、私も十分に承知をし、サービスを受

ける方々にとっては、この時期に利用料の増加は非

 常に厳しいということも十分に理解はいたします。

　一般的に急激な利用料や使用料の増加に伴う条例

改正は、段階的に増加を行うなど、附則において年

次的に増加させるなど、激変緩和の措置が取られる

場合があります。今回の一部改正条例でもそのよう

な措置がなされることも必要であったと考えます

が、条例改正案の中には見られなかったことは少々

 残念に感じるところではあります。

　しかしながら、一方で、このたびの利用料の増加

は、事業そのものを継続させていくことが真の目的

であり、行政による財政負担と受益者からの応分の

御負担によってサービスが継続されて、そのことで

現在利用している方のみならず将来の利用者にとっ

ても安定して在宅福祉事業が運営できることにもつ

 ながると考えます。

　今回の改定される料金に、配食サービスにおいて

は近隣自治体と大きくかけ離れた設定ではなく、ま

た副食のみの配食サービスも継続されるなど、利用

者に大変寄り添ったサービスも続けられておりま

す。移送サービスにおいては、現在の燃油高騰に加

え、運転手不足など、非常に困難な中においても適

切に運営されているための金額と考えます。また、

除雪サービスでは、近年、除排雪事業を行う町内業

者も増加しており、それらの業者への価格と比較し

ても適切な価格と判断し、極端な低額な料金設定と

いうのは、民間事業者圧迫にもつながるおそれがあ

 ると考えられます。

　上程された条例の一部改正で在宅福祉事業に関わ

る受益者の負担金に関わる増高が提案されている

が、このほかにもこれまで福祉事業だけではなく、

様々な公共サービスで受益者の御負担に関して、時

には国の政策により無償化や減額もあったものもあ

りますが、おおむね官民にかかわらず時代に合わせ
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た増高が行われてきた経緯があり、この事業だけで

 はないと考えます。

　また過去において、他会計において、適切な時期

に住民が御負担する金額を適切な金額で増加しな

かったことによって、その後に急激な増加を引き起

こしたこともありました。今回のサービス料金を引

き上げなかった場合に、次回の条例改正において現

在の価格からさらに大きな上げ幅となった場合に、

今よりも利用者の方々にとって大きな負担にならな

 いとも限りません。

　また、新たな高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画のスタートとなる年次は、これまで介護保険料

金に関して町独自の階層別による低所得者への配慮

をしながらもおおむね増高されてきた経緯があるの

で、この同時期でサービス料の増高を避けるなどの

 措置も今回は取られております。

　さらに、今回、条例を一部改正した場合としな

かった場合において、一般財源の繰出しが令和７年

度では約２８０万円の上昇が予測されております

が、上富良野町の限られた財政の中、様々な世代の

福祉対策事業や、今後町民に新たに必要となる保健

福祉対策への影響も鑑み、我が町の全ての世代間で

の公平、公正な受益者負担の原則に加えて、行政も

最低限の利用料増高に努力した結果が見られるの

で、もろ手を上げて今回の一部改正条例の全てに賛

成できるわけではないが、増高はやむを得ないと判

 断をいたします。

　これからの行財政運営では、厚生文教常任委員会

の報告書にもあるように、我が町が迎える人口減少

時代において、今後も様々な分野での利用料、使用

料の受益者負担の増高がある場合には、利用者の極

端な変化や国の制度改正など、やむを得ない場合を

除き、総合計画や個別計画にのっとり、年度当初の

執行方針で明確に町全体の財政計画を示し、事業内

 容や料金の見直しは計画的な検討が望まれます。

　福祉分野に限らず様々な行政サービスの無駄をな

くし、時には事業のアセスメントなどを図りなが

ら、少しでも町民への負担が大きくならないような

行政運営を取り行うことを期待するとともに、現在

の問題を将来世代へ先送りしないためにも、このた

びの令和６年第３回上富良野町定例会に提出されま

した議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する条

例の一部を改正する条例に賛成の討論といたしま

 す。

○議長（中澤良隆君）　次に、原案に反対者の発言

 を許します。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　私は、上富良野町在宅福祉

事業に関する条例の一部を改正する条例に反対の立

 場から討論いたします。

　本条例改正は、物価高騰や人件費の増加に伴い、

委託費などの必要の経費が増加していることによ

り、日常生活に支障がある虚弱高齢者の自立支援の

ために設けられた配食や移送サービス、除雪サービ

 スの利用料の引上げをするというものです。

　この在宅事業は、在宅で生活している虚弱高齢者

や障害者などを対象に、町で安心してこれからも暮

らし続けるため、また日常の安否の確認や生活を支

 える自立支援のために設けられた制度であります。

　また、この事業の利用者の多くは、生活基盤の弱

い人たちが利用されて、また喜ばれている事業であ

 ります。

　今後も行政が引き続き利用者の負担軽減のために

努力を図るべきであり、またサービスの負担軽減の

 ための継続を行うべきであります。

　物価高騰で町民の生活は大変です。この時期に利

用料の引上げは、利用者にとっては大変な負担にな

ることは明らかで、やめるべきではないでしょう

 か。

　本来、利用料の見直しをするのであれば、サービ

ス内容の充実が見られなければなりません。しか

し、その内容自体が充実されている状況が、この審

査の中でも明らかにされてないということが明らか

 になりました。

　また、他の町の利用料を見ましたが、利用者に配

慮した低料金を設定している自治体もあるというこ

 とが分かりました。

　今後、必要な経費が増えるということで今回の利

用料の見直しをするということでありますが、なぜ

今まで料金の改定を行わなかったのか。それは町も

現在の利用料金でよいとしたものではないでしょう

 か。

　何よりも委託料などの必要経費は、町の基金の取

り崩しなどを行えば十分その財源を賄うことができ

ます。また、現在の料金体系を維持することができ

 ます。

　私は、引き続き利用者が安心して暮らせ、そして

過ごせる、そのためにも利用料の負担軽減のために

 行政が引き続き努力をすべきだと考えます。

　以上を述べて、上富良野町在宅福祉事業に関する

条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論す

 るものであります。

○議長（中澤良隆君）　次に、原案に賛成する者の

 発言を許します。

 　ありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　それでは、次に原案に反対

 者の発言を許します。
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 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　ないようですので、これを

 もって討論を終了いたします。

　これより、令和６年第３回定例会で厚生文教常任

委員会に付託しました議案第８号上富良野町在宅福

祉事業に関する条例の一部を改正する条例を起立に

 より採決いたします。

　本件に対する委員長報告は、原案否決でありま

 す。したがって原案について採決を行います。

　議案第８号上富良野町在宅福祉事業に関する条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり決定するこ

 とに賛成の方は御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立少数であります。 

　したがって、議案第８号上富良野町在宅福祉事業

に関する条例の一部を改正する条例は、否決されま

 した。

────────────────── 

◎日程第２０　発議案第１号 

○議長（中澤良隆君）　日程第２０　発議案第１号

 議員派遣についてを議題といたします。

 　提出者から趣旨説明を求めます。

 　４番米澤義英君。

○４番（米澤義英君）　発議案第１号議員派遣につ

いて、朗読をもって説明に代えさせていただきま

 す。

 　発議案第１号議員派遣について。

　上記議案を次のとおり、上富良野町会議規則第１

 ４条第２項の規定により提出いたします。

 　令和６年１２月１１日提出。

 　上富良野町議会議長、中澤良隆様。

 　提出者、上富良野町議会議員、米澤義英。

　賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。上富良

 野町議会議員、荒生博一。

 　議員派遣について。

　次のとおり、地方自治法第１００条第１３項及び

 会議規則第１２９条の規定により議員を派遣する。

 　記。

　１、上富良野町議会における災害発生時の対応要

 領に基づく災害対応活動及び訓練活動。

　（１）目的、上富良野町において火山噴火、地

震、大雨その他の事象による災害発生時及び訓練活

動に、上富良野町災害対策本部との連携を図り、被

 害の拡大防止及び災害の復旧に寄与するため。

 　（２）派遣場所、上富良野町内。

　（３）期間、令和７年１月１日から令和７年１２

月３１日までの間、上富良野町議会災害対策支援本

 部の設置から解散まで及び訓練活動。

 　（４）派遣議員、全議員１４名。

 　２、議会懇談会。

　（１）目的、議会の監視機能や政策提言活動など

の議会活動について、町民や団体と直接意見交換す

 るため。

 　（２）派遣場所、上富良野町内。

　（３）期間、令和７年１月１日から令和７年１２

 月３１日までの間で、議長が別に定める。

 　（４）派遣議員、全議員１４名であります。

 　以上、報告とさせていただきます。

○議長（中澤良隆君）　これをもって、趣旨説明を

 終わります。

 　これより、質疑に入ります。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　質疑を終了いたします。 

 　これから、討論を行います。

 　討論はありませんか。

 （「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　討論なしと認めます。 

 　これから、発議案第１号を採決いたします。

　本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は

 御起立願います。

 （賛成者起立）

○議長（中澤良隆君）　起立多数であります。着席

 ください。

　よって、発議案第１号議員派遣については、原案

 のとおり可決されました。

────────────────── 

◎日程第２１　閉会中の継続調査申出について 

○議長（中澤良隆君）　日程第２１　閉会中の継続

 調査申出についてを議題といたします。

　議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規則

第７５条の規定により、各委員会において、別紙配

 付の閉会中の継続調査の申出があります。

 　お諮りいたします。

　各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査

 とすることに御異議ございませんか。

 （「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（中澤良隆君）　御異議なしと認めます。 

　よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の

 継続調査とすることに決定いたしました。

────────────────── 

◎町 長 挨 拶 

○議長（中澤良隆君）　ここで先例の規定により、

第４回定例会に当たりまして、町長から皆様方に御

挨拶の申出がありますので、御挨拶をいただきたい

 と思います。

　町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤　繁君）　議長に発言の機会を与えて

いただきまして、先例に基づき、第４回定例会終了
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に当たりまして、皆様に一言御挨拶をさせていただ

 きたいと思います。

　今年１年も第４回ということで、無事皆様のおか

げで定例会４回開催することができました。１月

は、年初は非常に震災とかありまして、この年はど

うなるかと皆さん本当に不安になったかと思います

が、こと北海道上富良野に関しましては、夏の間、

特に農業に関して大雨等大きな災害もなく、豊穣の

秋を迎えられたことは、町民の皆様にとって、農業

者にとって非常によかったと、これがまず第一だと

 思っております。

　そして、第４回ということで４回定例会、ちょう

ど私、４年で１６回目といいますか、第１期目の最

後の定例会になります。本当に４年間お世話になり

ました。次の議会は２期となりますが、本当１期目

のお礼と今年のお礼、そしてまた来年、皆さんと闊

達な議論、また町民のためにそれをもって、そうい

うことを期待して、私も精いっぱい理事者として頑

張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

 願いいたします。

 　どうも長い間、ありがとうございました。

────────────────── 

◎議 長 挨 拶 

○議長（中澤良隆君）　私のほうからも、年末の第

４回定例会に当たりまして、一言皆様にお礼の御挨

 拶を申し上げます。

　令和６年第４回定例会終了に当たり、御挨拶を申

 し上げます。

　まず、昨日、今日と２日間にわたり、本年最後の

第４回定例会が終了できましたこと、皆様方に心か

 らお礼を申し上げます。

　令和６年は、新春早々、元旦の夕方に能登半島で

震度７という大地震が発生し、大きな被害が発生し

た幕開けとなってしまいましたが、一方、パリオリ

ンピックで日本選手団が大変すばらしい成績を修

め、特に旭川出身の北口榛花選手は、やり投げで金

メダルを獲得し、私たちに大きな喜びと感動を与え

 てくれました。

　さて、人口減少、少子高齢社会、加えて物価高騰

等により、地方自治体を取り巻く状況は大変厳しい

年でもありました。その中で、行政執行におかれま

しては、住民福祉の向上に最大限の努力を払われた

ことにより、住民にとって満足度の高い町として評

 価を受けたところでもあります。

　今後、ますます財政運営が大変な時代が続くと思

われますが、長期的な視点に立って計画的に健全財

政を維持した中で、さらなる町民が求める住民福祉

の向上を実現していただくよう心からお願いすると

 ころであります。

　また、議会といたしましても、引き続き議会活性

化に意を注ぎ、自治基本条例に掲げる町民に開かれ

た議会運営を行うため、議会中継の早期実現を図

り、町民から信頼される議会を目指してまいりたい

 と考えています。

　来年は、巳年であります。一肌脱皮し、それぞれ

 が成長し、明るく元気な年を迎えたいと思います。

　改めて皆様に心からのお礼を申し上げ、私からの

 年末に当たっての挨拶といたします。

 　本年、本当にありがとうございました。

────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

○議長（中澤良隆君）　以上をもって、本定例会に

 付議された案件の審議は全て終了いたしました。

　これにて、令和６年第４回上富良野町議会定例会

 を閉会といたします。

 　御苦労さまでした。

 午後　６時０６分　閉会
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